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は じ め に

我が国の経済は、海外経済の減速等を背景に、外需が弱い中にありながらも、総合的

な経済対策の円滑かつ着実な実施により雇用・所得環境の改善が見られ、内需を中心と

した景気回復を続けてきました。

しかしながら、2019年12月に確認された新型コロナウイルス感染症の世界的な感染
拡大は、国内外の経済に甚大な影響を与え、私たちの生活を一変させました。

未だ感染症の収束が見通せない状況にありますが、本県では、感染症の予防・拡大防

止策を講じつつ、県内事業者の皆様がこの危機を克服し事業継続はもちろんのこと、社

会経済活動の回復・拡大とポストコロナを見据えた事業拡大に向けた取組などに対して、

国の交付金を最大限に活用して支援を行ってまいります。

一方で、本県においては、新幹線の開業やＩＲの誘致をはじめとして様々なプロジェ

クトやまちづくりが進展しています。加えて、大手企業の研究開発拠点の立地が進むと

ともに、「航空機関連産業」「海洋エネルギー関連産業」といった新分野における新た

な動きなど、産業構造に大きな変化が生じております。

このような中、本県では、令和３年度から５年間の本県の県政運営の指針となる「長

崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ2025」及び産業振興の部門別計画として、「なが
さき産業振興プラン2025」を策定いたしました。
感染症拡大の危機を乗り越え、新たな時代において本県の経済を活性化させるために

は、事業の継続と企業変革力の強化、若者の県内定着と地域で活躍する人材の育成、そ

して、力強い産業による魅力ある仕事の創造が必要です。その実現のために、本計画に

おいて、「進化と創造、未来への挑戦。危機を克服し持続可能な発展を目指す長崎県」

のスローガンのもと、本県産業の強化に必要な３つの方向性、「進化に挑戦する」「人

が未来を創る」「地力を高める」を基本指針として定め、様々な施策を展開してまいり

ます。また、県内中小企業ＤＸ推進、産業人材育成・確保、海洋エネルギー関連産業振

興、ＡＩ・ＩｏＴ・ロボット関連産業振興、航空機関連産業振興の５つのプロジェクト

に関しては「重点推進プロジェクト」として、特に注力し推進してまいります。

本書は、令和３年度の産業労働施策等を体系化してまとめたものです。

関係各位に幅広く活用していただくことを切に願っております。

令和３年８月

長崎県産業労働部長 廣田 義美

1



Ⅰ 組 織 機 構
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産業労働部組織機構（令和３年度） （令和3年4月1日現在）

長崎人材活躍支援センター
（雇用労働政策課、長崎西
洋館、県北振興局）

海洋・環境産業班 窯業技術センター

佐世保労働相談
情報センター雇用労働政策課 労政福祉班

職業能力開発班 長崎高等技術専門校

産業人材対策班 佐世保高等技術専門校

サービス産業振興担当

若者定着課 高校生定着班

大学生定着班
ながさきUIターン
就職支援センター

長崎労働相談
情報センター

（雇用労働政策課内）

工業技術センター科学技術振興班

経営支援課 経営支援担当

産業労働部次長 企業誘致推進班

産業労働部参事監
(長崎県産業振興財団派遣)

新産業創造課 ＤＸ・新産業支援班

産業労働部参事監
（大学連携推進担当）

スタートアップ推進班

産業労働部政策監
（産業人材育成・県内定着促
進・働き方改革担当）

企業振興課 地場企業支援班
産業労働部政策監

（次世代情報化推進担当）
産地振興班

産業労働部長 産業政策課 総務・予算班

企画調整班 産業・雇用施策
活用推進センター
（産業政策課内）

産業労働部政策監
（長崎県産業振興財団派遣）

団体振興班
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Ⅱ　職員数・分掌事務
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職 員 数

令和 3年 4月 1日現在

産業労働部 236 名（225 名）

本  庁 125 名

地方機関 111 名（100 名）

※（ ）は県北振興局除く

※併任職員含む

商工部門 147 名（137 名）

本  庁  92 名

地方機関 55 名（45 名）

労働部門  89 名（88 名）

本  庁 33 名

地方機関 56 名（55 名）

商工部門 本  庁 92 地方機関 55

147 名 部長・政策監・次長・参事監

産業政策課

企業振興課

新産業創造課

経営支援課

7

19

29

21

16

工業技術センター

窯業技術センター

県北振興局商工水産部

〔商工水産部長、商工観光課長、

商工観光課 5、佐世保市派遣 1、

西海市派遣 1、小値賀町派遣 1〕

27

18

10

※うち政策監 1、参事監 1、企業振興課 8、

新産業創造課 2、合計 12 名は産業振興

財団派遣

労働部門 本  庁 33 地方機関 56

89 名 若者定着課

雇用労働政策課

13

20

長崎高等技術専門校

佐世保高等技術専門校

県北振興局商工水産部

〔商工観光課 1〕

30

25

1
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分 掌 事 務

産業政策課 (1) 商工行政並びに労働行政の企画及び総合調整に関すること

(2) 中小企業に対する施策の普及に関すること

(3) 石油貯蔵施設立地対策に関すること

(4) 中小企業団体及び中小企業団体中央会に関すること

(5) 商工会議所、商工会及び商工会連合会に関すること

(6) 中小企業調停審議会に関すること

(7) 部の人事及び組織に関すること（他課の所管に属するものを除く）

(8) 部内各課の予算の事務に関すること

(9) 部内各課の連絡調整に関すること

(10) 部内他課の所管に属しないこと

企業振興課 (1) 電力事業及び電源立地地域対策に関すること

(2) 産業支援機関の運営に関すること（他課（室）の所管に属するものを除く）

(3) 地場企業の発展支援に関すること

(4) ものづくり産業の競争力強化支援に関すること

(5) 企業立地に関すること

(6) 工業団地等産業基盤の整備に関すること

(7) 工場立地の調査に関すること

(8) 農村地域工業導入促進に関すること(他課（室）の所管に属するものを除く)

(9) 食品産業の振興に関すること

(10) 地域産品の振興に関すること

(11) 鉱業及び旧産炭地域の振興に関すること

新産業創造課 (1) 新事業創出・育成施策の企画、総合調整及び推進に関すること（他課（室）の

所管に属するものを除く）

(2) 中小企業情報化対策に関すること

(3) デジタルトランスフォーメーションの推進に関すること（他課（室）の所管に

属するものを除く）

(4) スタートアップ支援に関すること

(5) 科学技術の振興に関すること

(6) 産学官金連携に関すること(他課（室）の所管に属するものを除く)

(7) 研究機関の連携研究事業に関すること(他課（室）の所管に属するものを除く)

(8）研究機関の研究評価及び機関評価に関すること(他課（室）の所管に属するもの

を除く)

(9) 工業技術センターに関すること(他課（室）の所管に属するものを除く)

(10) 窯業技術センターに関すること(他課（室）の所管に属するものを除く)

(11) 電気工事業及び電気工事士並びに電気用品販売事業者に対する立入検査の実

施等に関すること

(12) ナガサキ・グリーンイノベーション戦略の推進に関すること

(13) 海洋エネルギー産業の拠点形成の推進に関すること

(14) ながさき海洋・環境産業拠点特区に関すること

(15) 海洋再生可能エネルギー実証フィールドの構築及び当該実証から商用化まで

を見据えた関連事業の誘致促進に関すること

6



(16) 再生可能エネルギー及び水素の導入促進並びに関連産業の振興に関すること

経営支援課

若者定着課

(1) 商業及び商店街の振興に関すること

(2) 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）に関すること

(3) 中小企業に対する金融支援に関すること

(4) 信用保証協会に関すること

(5) 中小企業高度化事業に係る診断に関すること

(6) 小規模企業者等設備導入資金特別会計に関すること

(7) 創業支援に関すること

(8) 経営革新に関すること

(9) 事業承継に関すること

(10) 中小企業の海外展開支援に関すること

(11) サービス産業の振興に関すること

(12) 中小企業流通業務効率化事業に関すること

(1) 県内高校生の県内就職促進に関すること（他課（室）の所管に属するものを除

く）

(2) 県内大学生等の県内就職促進に関すること（他課（室）の所管に属するものを

除く）

(3) 県外大学生等のUIターン就職促進に関すること（他課（室）の所管に属するも

のを除く）

雇用労働政策課 (1) 県内労働力確保に関すること

(2) 就業対策に関すること（他課（室）の所管に属するものを除く）

(3) 地域雇用開発の促進に関すること

(4) 県内企業に対する人材確保支援に関すること

(5) 労働関係の調整及び労働組合に関すること

(6) 労働委員会の委員の任免に関すること

(7) 勤労者の福祉に関すること

(8) 駐留軍関係離職者等対策協議会に関すること

(9) 職業訓練及び職業能力の開発に関すること

(10) 県立高等技術専門校に関すること

(11) 技能検定に関すること

(12) 外国人材の就労の支援に関すること（他課（室）の所管に属するものを除く）
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Ⅲ 事 業 概 要
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事 業 概 要

産業労働部では、令和 3年 3月に、本県産業の持続的な発展を目指していくた
め、令和 3年度から令和 7年度までを計画期間とした「ながさき産業振興プラン
2025」を策定した。
ながさき産業振興プラン 2025で定めた「進化に挑戦する」、「人が未来を創る」、
「地力を高める」という、３つの基本方針に沿って、施策を推進していく。

ながさき産業振興プラン 2025 の３つの基本方針

１．進化に挑戦する ～危機を克服する事業継続支援と企業変革力の強化～

１－１ 危機的な状況を打開する事業継続の支援

・感染症や災害リスクに対応する取組の支援

・雇用の維持・雇用機会の確保

・経営基盤強化への支援

１－２ デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進

・ＤＸによる経営革新に取り組む企業等への支援

１－３ 多様なイノベーションを創出する環境づくり

・産学官連携によるオープンイノベーションの推進

２．人が未来を創る ～若者の県内定着と地域で活躍する人材の育成～

２－１ 将来を担う若者の就職支援と魅力的な職場づくりの促進

・県民の県内就職への意識醸成

・高校生の県内就職の促進・支援

・働き方改革と雇用環境の向上

２－２ 大学と連携した地域が求める人材の育成と地元定着の推進

・県内大学生の県内就職の促進・支援

・県外大学生のＵターン就職の促進・支援

２－３ キャリア教育の推進と企業を支える人材の育成・確保

・企業を支える人材育成

・多様な人材確保

２－４ 外国人材の活用による産業、地域の活性化

・外国人材の地域における活躍
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３．地力を高める ～力強い産業の育成による、魅力ある仕事の創造～

３－１ 成長分野の新産業創出・育成

・新たな基幹産業の創出（海洋エネルギー関連産業等）

・新たな基幹産業の創出（AI・IoT・ロボット関連産業）
・新たな基幹産業の創出（航空機関連産業）

・高齢化社会に対応するヘルスケアサービスの創出

３－２ スタートアップの創出

・スタートアップによる新サービスの創出

３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

・競争力の強化による製造業の振興

・規模拡大による製造業の振興

・観光関連産業等（宿泊業・飲食業等）の振興

・事業承継及び創業・起業の推進

・地域産業を支える企業等の成長促進

・商店街等の振興

３－４ 戦略的、効果的な企業誘致の推進

・新たな基幹産業の創出や良質な雇用の場創出に向けた企業誘致の推進
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Ⅳ 施 策 の 体 系
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2-2
（ 〃 ） 県 外 進 学 者 Ｕ タ ー ン 就 職 促 進 事 業

（若者）

106

（ 雇労 ）職 業 能 力 開 発 校 運 営 事 業

就 職 氷 河 期 世 代 人 材 マ ッ チ ン グ 事 業

県 立 技 能 会 館 等 管 理 運 営 事 業

長 崎 で 輝 く ！ 人 材 マ ッ チ ン グ 事 業

（ 〃 ）

2-3
キャリア教育の推進と企業を
支える人材の育成・確保

外国人材の活用による産業、
地域の活性化

2-4 （ 雇労 ）

危機的な状況を打開する事業
継続の支援

デジタルトランスフォーメーショ
ン（ＤＸ）の推進

将来を担う若者の就業支援と
魅力的な職場づくりの促進

（ 〃 ） 新 時 代 の 若 手 人 材 定 着 ・ 育 成 促 進 事 業 95

外 国 人 材 受 入 促 進 事 業 ・・・

・・・ 96

・・・ 101

・・・ 105

・・・ 100

・・・ 103

104

86

87

92

93

91

98

97

99

成 長 分 野 人 材 確 保 ・ 育 成 事 業 ・・・

多 様 な 産 業 人 材 育 成 事 業

（ 〃 ）

プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル 人 材 戦 略 拠 点 事 業 ・・・

88

（ 〃 ）

102

（ 〃 ）

（ 〃 ）

（ 〃 ） 緊 急 離 職 者 能 力 開 発 事 業

（ 〃 ）

シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 事 業 ・・・

・・・

・・・

・・・

（ 〃 ） 労 働 者 福 祉 対 策 事 業 ・・・

（ 〃 ） ・・・

・・・（ 〃 ） 勤 労 福 祉 会 館 運 営 事 業

学 生 と 企 業 の 交 流 強 化 事 業

・・・（ 〃 ）

（若者） 産 業 人 材 育 成 奨 学 金 返 済 ア シ ス ト 事 業 ・・・

技 能 向 上 対 策 事 業 ・・・

（ 〃 ） 事 業 内 職 業 訓 練 推 進 事 業 ・・・

・・・

大学と連携した地域が求める
人材の育成と地元定着の促進

94

（ 〃 ）

職 場 の 働 き や す さ ス テ ッ プ ・ ア ッ プ 実 践 支 援 事 業

高 校 生 の 県 内 就 職 促 進 事 業

労 働 相 談 員 設 置 等 事 業

（若者） 人 材 確 保 に 向 け た 企 業 の 魅 力 向 上 事 業

90

・・・ 85

・・・

41・・・

・・・ 85

84

・・・ 70

（経支） 69

（ 雇労 ）

（ 〃 ）

2-1
（ 〃 ）

高 校 生 の た め の ふ る さ と 長 崎 就 職 応 援 事 業

（新産） 県 内 中 小 企 業 Ｄ Ｘ 促 進 事 業

・・・フ ィ ジ タ ル 型 ス マ ー ト 店 舗 等 経 営 支 援 事 業
1-2

サ ー ビ ス 産 業 経 営 体 質 強 化 事 業（ 〃 ）

小 規 模 企 業 者 支 援 資 金 （ 中 小 企 業 金 融 対 策 貸 付 事 業 ） ・・・（ 〃 ）

（ 〃 ） ・・・ 66

67

事 業 承 継 資 金 （ 中 小 企 業 金 融 対 策 貸 付 事 業 ）

64

（ 〃 ） ・・・ 65

２

人
が
未
来
を
創
る

令和３年度　産業労働部施策の体系

（産政） 小 規 模 事 業 者 支 援 計 画 推 進 事 業 ・・・ 17

（ 〃 ） 中 小 企 業 金 融 対 策 貸 付 事 業 ・・・ 61

（経支） 事 業 継 続 緊 急 サ ポ ー ト 事 業
1-1

60・・・

１
　
進
化
に
挑
戦
す
る

（ 〃 ） 高 度 化 資 金 貸 付 事 業 ・・・

金 融 補 完 対 策 事 業

（ 〃 ） 経 営 安 定 資 金 （ 中 小 企 業 金 融 対 策 貸 付 事 業 ） ・・・ 63
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73

74

75

76

77

51

52

53

54

55

56

57

58

72

（ 〃 ） 地 域 産 業 支 援 資 金 （ 中 小 企 業 金 融 対 策 貸 付 事 業 ） ・・・

（ 〃 ） 商 店 街 等 を 核 と す る 地 域 の に ぎ わ い 創 出 支 援 事 業 ・・・

（ 〃 ） 地 方 創 生 推 進 資 金 （ 中 小 企 業 金 融 対 策 貸 付 事 業 ） ・・・

（ 〃 ） 事 業 承 継 へ の 支 援 ・・・

（ 〃 ） 経 営 基 盤 強 化 事 業 ・・・

（ 〃 ） 長 崎 技 術 研 究 会 運 営 事 業 ・・・

（ 〃 ） 知 的 財 産 活 用 支 援 事 業 ・・・

（経支） 中 小 企 業 新 規 事 業 展 開 等 支 援 プ ロ ジ ェ ク ト 事 業 ・・・

（ 〃 ） 依 頼 試 験 ・・・

（ 〃 ） 戦 略 プ ロ ジ ェ ク ト 研 究 推 進 事 業 ・・・

（ 〃 ） 外 部 資 金 研 究 事 業 ・・・

（ 〃 ） 工 業 技 術 セ ン タ ー ・・・

（ 〃 ） 窯 業 技 術 セ ン タ ー ・・・

（ 〃 ） 工 業 ・ 窯 業 技 術 セ ン タ ー の 研 究 ・・・

・・・ 49

（ 〃 ） 産 学 官 イ ノ ベ ー シ ョ ン 創 出 プ ロ ジ ェ ク ト ・・・ 50

（ 〃 ） 長 崎 べ っ 甲 対 策 事 業 ・・・ 34

（ 〃 ） 産 炭 地 域 振 興 対 策 事 業 ・・・ 35

46

（ 〃 ） ナ ガ サ キ 地 域 未 来 投 資 促 進 フ ァ ン ド 事 業

・・・

・・・

・・・

21（ 〃 ）

20

（企振）

・・・

（新産）

（ 〃 ）

（ 〃 ）

スタートアップの創出

製造業・サービス産業の生産
性向上と成長促進

ヘ ル ス ケ ア 産 業 創 出 促 進 事 業

（産政） 小 規 模 事 業 者 支 援 計 画 推 進 事 業 【 再 掲 】

3-1

佐 世 保 情 報 産 業 プ ラ ザ 運 営 事 業

（ 〃 ）

（ 〃 ）

・・・

地 域 産 業 活 性 化 計 画 推 進 事 業

23

(17)

大 学 連 携 新 産 業 創 造 拠 点 整 備 事 業 ・・・

48長 崎 県 ビ ジ ネ ス 支 援 プ ラ ザ 運 営 事 業

44

・・・

47

・・・

・・・

海 洋 エ ネ ル ギ ー 関 連 産 業 創 出 促 進 事 業

・・・

27

・・・

24

19

（ 〃 ）

（ 〃 ）

（ 〃 ）

（ 〃 ）

（ 〃 ）

（ 〃 ） 陶 磁 器 産 業 活 性 化 推 進 事 業 ・・・

（新産） 東 京 産 業 支 援 セ ン タ ー 運 営 事 業

成 長 産 業 サ プ ラ イ チ ェ ー ン 強 化 支 援 事 業

長 崎 フ ー ド ・ バ リ ュ ー ア ッ プ 事 業 ・・・ 28

長 崎 県 農 商 工 連 携 フ ァ ン ド 事 業 ・・・ 29

産 地 活 力 強 化 事 業 ・・・ 30

売 れ る ！ デ ザ イ ン 強 化 事 業 ・・・ 31

窯 業 人 材 育 成 等 産 地 支 援 事 業 ・・・ 32

・・・

25・・・

26

33

３
　
地
力
を
高
め
る

小 規 模 事 業 経 営 支 援 助 成 事 業

（新産） 先 端 情 報 関 連 産 業 強 化 事 業 ・・・

地 場 取 引 拡 大 支 援 事 業

（ 〃 ）

（ 〃 ）

3-2

（ 〃 ） 地 場 企 業 立 地 推 進 助 成 事 業

3-3
（ 〃 ） 中 小 企 業 連 携 組 織 対 策 事 業

・・・

ス タ ー ト ア ッ プ の 創 出 ・ 誘 致 に つ い て

45再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 関 連 産 業 創 出 促 進 事 業

（経支） 71

43

42

18

・・・

（企振）

（産政） 石 油 貯 蔵 施 設 等 周 辺 地 域 整 備 事 業 ・・・

（ 〃 ）

・・・
成長分野の新産業創出・育成

長 崎 県 航 空 機 ク ラ ス タ ー 強 化 推 進 事 業

13



78

79

80

81

82（ 〃 ） 創 業 バ ッ ク ア ッ プ 資 金 （ 中 小 企 業 金 融 対 策 貸 付 事 業 ） ・・・

戦略的、効果的な企業誘致の
推進

（ 〃 ） 大 型 店 等 出 店 調 整 事 業 ・・・

（ 〃 ） 長 崎 港 活 性 化 推 進 事 業 ・・・

（ 〃 ） 海 外 ビ ジ ネ ス 展 開 促 進 事 業 ・・・

（ 〃 ）

市 町 営 工 業 団 地 整 備 支 援 事 業 ・・・

（ 〃 ） 商 店 街 活 性 化 指 導 事 業 ・・・

37

36

38（ 〃 ） 企 業 立 地 推 進 助 成 事 業 ・・・

・・・工 業 団 地 関 連 施 設 整 備 支 援 事 業

（企振）
3-4
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Ⅴ 施 策 の 内 容
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産 業 政 策 課

１．進化に挑戦する

1-1 危機的な状況を打開する事業継続の支援

・小規模事業者支援計画推進事業 ……………………………………………… １７

３．地力を高める

3-1 成長分野の新産業創出・育成

・石油貯蔵施設等周辺地域整備事業 ………………………………………… １８

3-3 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

・小規模事業者支援計画推進事業【再掲】 …………………………………… （１７）

・中小企業連携組織対策事業 ………………………………………………  １９

・小規模事業経営支援助成事業 …………………………………………… ２０

・地域産業活性化計画推進事業 …………………………………………… ２１
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基本指針
１ 進化に挑戦する
３ 地力を高める

施策の柱
１－１ 危機的な状況を打開する事業継続の支援
３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 小規模事業者支援計画推進事業
（担当課）

産業政策課

目 的

地方公共団体の商工行政の在り方等を反映させる新たな経営発達支援計画(※１)や、近年多発
する自然災害等への災害対応力の強化と災害リスクの認知により、事業者が事業を継続する取組
を記載した事業継続力強化支援計画等を推進するとともに、県内小規模事業者が被災時に早急に
復旧することができるよう、ＢＣＰの作成等を支援する。

開始年度
～

終期年度
Ｒ２～Ｒ４ 予算額

（本年度）
31,183 千円

（前年度）
19,412千円

※１ 経営発達支援計画
技術向上、新たな事業分野の開拓など、小規模事業者の経営の発達に資する取組を支援することを
記載した計画

《小規模事業者支援計画推進事業》
商工会・商工会議所が作成した小規模事業者支援計画を推進し、事業者の事業継続を支援する。

１．補助対象者
(1)長崎県商工会連合会

  (2)県内の商工会議所

２．補助対象経費
  (1)長崎県商工会連合会

・計画推進員の活動に要する経費
・専門アドバイザーの招聘に要する経費

  (2)商工会議所
    ・計画推進コーディネーターの招聘に要する経費
    ・専門アドバイザーの招聘に要する経費

○計画推進コーディネーター
地域の実情や力を入れる分野に精通し、会議所が計画を進めるうえでのアドバイスを行う

例）大学教授、各分野の第一人者、等
○専門アドバイザー

デザイナーや中小企業診断士等、個社支援を行う専門家

《長崎県版簡易ＢＣＰ作成等事業》

大雨・台風などの自然災害や、新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、有事における小規模事業者の

災害対応力強化を図るため、長崎県版簡易ＢＣＰフォーマット(※)の作成や、長崎県版簡易ＢＣＰ作成のた

めのワークショップを開催

※長崎県版簡易ＢＣＰフォーマット

被災時の対応方針、資金調達手法、備蓄の状況など、被災時に最低限必要と考えられる項目を記載した

ＢＣＰのフォーマット。小規模の事業者においても作成可能で、業種ごとの手引き等も作成。

①長崎県版簡易ＢＣＰフォーマットの作成

・長崎県の災害の状況等を踏まえ、専門家が長崎県版簡易ＢＣＰフォーマットを作成

②長崎県版簡易ＢＣＰ作成ワークショップ

・参加する事業者が、専門家と一緒になって事業者毎の長崎県版簡易ＢＣＰを完成させるためのワーク
ショップを開催
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－１ 成長分野の新産業創出・育成

事 業 名 石油貯蔵施設等周辺地域整備事業
（担当課）

産業政策課

目 的
石油貯蔵施設等において、公共用施設（防災の用に供される施設等）の整備を図り

石油貯蔵施設の設置の円滑化に資する。

開始年度
～

終期年度
Ｓ５３～ 予算額

（本年度）
193，381千円

(国交付金10/10)

（前年度）
      193，381千円
      (国交付金10/10)

(事業の概要)

福島ＬＰＧ基地
上五島石油備蓄基地

（ 離 島 地 域 ）

長崎市内

民間貯蔵施設

交 付 対 象

市 町 等

松浦市、佐世保市、

平戸市、長崎県、佐賀県
新上五島町、長崎県

長崎市、諫早市、

長与町、時津町、

長崎県

交 付 額 40,475千円 137,610千円 14，850千円

○交付対象施設

     次に掲げる施設等の整備事業

１． 道路          都道府県道、市町村道、防災道路

２． 港湾          小型船用の水域施設、外郭施設、係留施設及びこれらに伴う臨港交通施

            設、沿岸漁業用の小規模な漁港施設

３． 漁港          沿岸漁業用の小規模な漁港施設

４． 都市公園        遮断緑地、児童公園

５． 水道         上水道、簡易水道

６． ｽﾎﾟｰﾂ又はﾚｸﾘｴ    体育館、水泳プール、運動場、公園、緑地、その他これに準じる

       ｰｼｮﾝ施設      施設

  ７． 通信施設        有線ラジオ放送施設、有線テレビジョン放送施設、無線施設、有線放送

             電話施設、その他これに準じる施設

  ８． 環境衛生施設      一般廃棄物処理施設、排水路、環境監視施設、その他これに準じる施設

  ９． 教育文化施設      学校、専修学校及び各種学校、公民館、図書館、地方歴史民俗資料館、

              青年の家、その他社会教育施設、労働会館、その他これに準じる施設

１０． 医療施設        病院、診療所、保健所、母子健康センター、その他これに準じる施設

１１． 社会福祉施設      児童館、保育所、児童遊園地、老人福祉施設、母子福祉施設、その他

             これに準じる施設

１２． 国土保全施設      地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、森林保全施設、海岸保全施

              設、河川、砂防施設

１３． 消防に関する施設  消防署（分遺所を含む）、消防団詰所、消防車車庫、消防車、消防艇、

              消防用ホース、消防用無線機器、防火衣、その他これに準じる施設

１４． 農林水産業に      農道、林道、農業用排水施設、農林水産物の共同貯蔵所、養魚施設、選

    係る共同利用     果場、稚蚕飼育所、農林漁業者の生活改善のための普及・展示等の施設、

     施設         その他これに準じる施設

１５． 商工業その他の    職業訓練施設、商工会館、物産館、その他の普及・展示等の施設、市場、

     産業（農林水産    荷さばき場、駐車場、その他これに準じる施設

     業除く）に係る
     共同利用施設
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 中小企業連携組織対策事業（県中小企業団体中央会事業）
（担当課）

産業政策課

目 的
中小企業は一般に規模の過小性、技術力の低さ、信用力の弱さなどによって不利な立場

に立たされている場合が多く、そのため中小企業者の組織化を図り、自主的な活動を促進し、
もってその経済的地位の向上を図ることを目的とする。

開始年度
～

終期年度
予算額

（本年度）
125,427 千円

（前年度）
125,608 千円

（事業の概要）

   事業協同組合等の組織、運営等についての指導機関である長崎県中小企業団体中央会が行う
  事業に要する費用について補助金を交付し、中小企業の組織化、中小企業団体の育成・指導を
  促進する。

  ◎  連携組織対策事業費補助金 125,114千円

（主な事業計画）
     

中小企業連携組織等対策事業
     

（１） 指導事業
      

（２） 指導員等の資質の向上を図るための事業
      

（３） 中小企業連携組織推進指導事業を実施するために必要な備品の取得等
      

（４） 地域産業実態調査事業
          ・労働事情実態調査事業
          ・地域協同組合等相談会（連絡会）
          ・事業運営直面問題研究会
          ・ものづくり・商業・サービス新事業創出等支援事業
          ・伴走型集中支援事業
      

（５） 組合等への情報提供事業
          ・活性化情報提供事業
          ・資料収集加工事業
     

（６） 指導員等研究会開催事業
      

（７） 組合指導情報整備事業
      

（８） 中小企業団体情報連絡員の設置
      

（９） 組合事務局代表者会議開催費
      

（１０）中小企業連携組織等支援事業
          ・専門家派遣・相談支援事業
          ・組合等運営問題対応研修会

・組合人材養成研修会
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名
小規模事業経営支援助成事業
（商工会議所、商工会及び県商工会連合会事業）

（担当課）
産業政策課

目 的

商工会、商工会議所の経営指導員等が、中小企業のうちでも特に小規模企業（常時使用する
従業員の数が２０人以下、商業及びサービス業については５人以下の商工業者）に対し、きめ
の細かい経営指導や施策・制度の普及をすることによって、その経営の改善向上を図るととも
に地域振興にも寄与することを目的とする。

開始年度
～

終期年度
Ｓ３５～ 予算額

（本年度）
1,504,529千円

（前年度）
1,519,360千円

（事業の概要）

◎ 小規模事業経営支援事業費補助金  1,503,168 千円
   ※ 主に経営指導員等の人件費及び活動経費を補助

～ 経営指導員の業務内容 ～

１ 経営改善普及事業

① 巡回・窓口指導

・経営に関する各種相談への対応

・個社指導・提案

・国や県・市・町の各種施策の情報提供

② 金融斡旋

・資金計画策定支援、代表者に代わり金融機関等への説明

・マル経資金の返済が滞った先の指導

③ 創業支援

・事業計画策定

創業計画書の作成・・・ヒアリングを重ね創業希望者の思いを具体化

・資金調達

資金の斡旋、模擬面談会の実施、代表者に代わり金融機関等へ説明

・開業手続

官公庁への届出、営業関係許認可、労働保険

④ 補助金、認定制度等活用支援

・事業計画策定支援

⑤ 販路開拓支援

・商談会、展示会等の開催

⑥ セミナー、講演会の開催

２ 地域振興事業

① 青年部・女性部活動支援

② 地域振興推進事業

地域資源を活かした特産品づくりなど、地域の振興に資する事業
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 地域産業活性化計画推進事業
（担当課）

産業政策課

目 的
商工団体、県、市町等が連携して取り組む地域産業活性化計画において、注力すべき分野の意

欲ある事業者グループによる、域外需要の獲得につながる取組に対する支援を実施することで、
計画推進を目指す。

開始年度
～

終期年度
Ｒ１～Ｒ４ 予算額

（本年度）
12,027 千円

（前年度）
12,027 千円

（事業の概要）

１．補助対象者

  地域産業活性化計画を策定している地域において、重点支援先と定める事業者のグループ

  

２．補助対象経費

  設備費、改修費、広告宣伝費、展示会出展費等で売上増加につながる取組にかかる経費

３．補助率

２／３以内で予算の定める範囲内

４．補助限度額

  １グループあたり５００千円×事業者数

  ※グループ内での配分可

○地域産業活性化計画

・各地域（商工会議所・商工会の地域）において、特に注力する分野、目標を設定

※県民所得の向上のためには、小規模事業者等の生産性・付加価値の向上が必要であり、県、商工会・

商工会議所、市町、支援機関、事業者や関係団体などが一丸となって取り組む必要

→ 目標を共有し産業振興を推進
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企 業 振 興 課

３．地力を高める

3-1 成長分野の新産業創出・育成

・長崎県航空機クラスター強化推進事業 ……………………………………… ２３

3-3 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

・地場取引拡大支援事業  ………………………………………………………… ２４

・成長産業サプライチェーン強化支援事業 …………………………………… ２５

・地場企業立地推進助成事業 …………………………………………………… ２６

・ナガサキ地域未来投資促進ファンド事業 …………………………………… ２７

・長崎フード・バリューアップ事業 …………………………………………… ２８

・長崎県農商工連携ファンド事業 ……………………………………………… ２９

・産地活力強化事業 ……………………………………………………………… ３０

・売れる！デザイン強化事業 …………………………………………………… ３１

・窯業人材育成等産地支援事業 ………………………………………………… ３２

・陶磁器産業活性化推進事業 …………………………………………………… ３３

・長崎べっ甲対策事業 …………………………………………………………… ３４

・産炭地域振興対策事業 ………………………………………………………… ３５

3-4 戦略的、効果的な企業誘致の推進

・市町営工業団地整備支援事業 ………………………………………………… ３６

・工業団地関連施設整備支援事業 ……………………………………………… ３７

・企業立地推進助成事業 ………………………………………………………… ３８
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－１ 成長分野の新産業創出・育成

事 業 名 長崎県航空機クラスター強化支援事業
（担当課）

企業振興課

目 的
航空機分野への幅広い企業の新規参入や企業間連携、企業誘致を推進し、サプライチェ

ーンの構築・強化を図り、世界的に拡大する航空機産業需要を県内に取り込み、地域の仕
事と雇用拡大を実現する。

開始年度
～

終期年度
Ｒ２～Ｒ４ 予算額

（本年度）
174,499 千円

（前年度）
      113,739 千円

（事業の概要）

航空機産業の集積を図るため、サプライチェーンの充実・強化を図るとともに航空機産業クラ
スター協議会会員企業のビジネスマッチングをはじめとした販路開拓や、人材育成・確保、新規
参入を支援する。

○令和３年度の取組

（１）企業間連携支援         
・企業間連携による事業拡大等の取組を支援

（２）販路開拓・企業誘致・技術支援  
  ①大手重工等とのマッチング、商談会
  ②県航空機クラスター協議会による展示会出展、商談会をサポート
  ③重工OB等の技術アドバイザー派遣 ・認証取得セミナーの実施

（３）販路拡大・新規参入支援  
  ①製品試作、治工具試作の取組を支援
  ②航空機関連認証取得の取組を支援

（４）新規参入促進支援              
・NAMAC登録尊門家による経営診断 ・研修会の実施

（５）大学等との共同研究支援
・県内中核企業と大学との共同研究を促進し、

人材育成・確保や技術革新を支援

（６）人材確保・認知度向上
  ・久留米工業大、第一工業大等での航空機産業セミナーの開催

・クラスター協議会デジタルパンフレット作製
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基本方針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 地場取引拡大支援事業
（担当課）

企業振興課

目 的
(公財)長崎県産業振興財団が実施するビジネスマッチングフェア及びスポット商談会の開

催、取引情報の収集提供、アドバイス等の事業に要する経費を助成することにより、県内中
小企業者の経営安定化につながる取引拡大や受注量の確保を図る。

開始年度
～

終期年度
Ｓ４６～ 予算額

（本年度）
97,117千円

（前年度）
97,768千円

（事業の概要）

（公財）長崎県産業振興財団が実施する以下の事業等に対して助成することにより、県内中小企業
者の仕事量の確保と経営の安定化を図る。

○ビジネスマッチングフェアの開催（年２回：長崎市と佐世保市で開催）
   県外の発注企業と本県中小製造業との取引マッチングを効果的・効率的に進めるため、県外発

注企業と県内受注企業が一堂に会した商談会を県内で開催する。

○スポット商談会実施
   県外発注企業の調達・外注担当者を個別に県内まで招聘し（交通費、宿泊費を助成）、県内受

注企業との営業打合せや工場視察等の実施を促進する。

○県外での取引拡大商談会開催事業
   県外において九州内の他県と合同で、優良発注企業との取引商談会を開催し、新たなビジネ
  スチャンスを提供する。（関西圏で年２回程度開催予定）

○発注先企業の開拓
   県外の発注先候補企業への企業訪問等により、発注側企業の情報収集、発注案件開拓、折衝等

を行うほか、県内中小企業の受注体制整備を支援する。

○受発注情報等の収集提供
   県内受注登録企業の保有設備や企業概要を記載したＰＲ用冊子を作成し、発注企業及び受注登
  録企業に配布する。
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 成長産業サプライチェーン強化支援事業
（担当課）

企業振興課

目 的
県内企業等の企業間連携を伴う事業拡大への取組を総合的に支援し、県外需要の獲得と県内サ

プライチェーンの強化を図るとともに、次の基幹産業の育成を目的とする。

開始年度
～

終期年度
Ｒ３～Ｒ５ 予算額

（本年度）
280,556 千円

（前年度）
         －

（事業の概要）

１．県内に本社又は事業拠点を有する企業３社以上により構成されるグループ等の認定・支援
○補助対象

製造業（食品・飲料製造を除く）及び機械設計業を営む企業で、県内に本社又は事業拠点を有する企業
３社以上により構成される任意のグループ等
※グループ等とは、任意の団体であるか否かにかかわらず、複数企業の集合体をいう。

○認定要件
  成長分野（①半導体関連、②ロボット（産業用機械）関連、③造船・プラント関連、④医療関連）にお

ける事業拡大・進出のための自発的な取組を通じ、県外需要の獲得と県内ものづくり企業への波及効果
が見込める事業計画を作成すること。
※当該計画は、今後５年間で付加価値額（決算に基づき算定した営業利益、人件費及び減価償却費の合

計金額）が２０％以上増加する計画であること。
○認定企業への補助内容

長崎県成長産業サプライチェーン強化支援事業費補助金
◇補助対象事業

  ・知事が認定した事業計画に基づきグループ企業が実施する事業
  ・補助率：２分の１以内（造船・プラント関連は３分の１以内）

※デジタルトランスフォーメーション（DX）の取組の場合は、３分の２以内（造船・プ
ラント関連は２分の１以内）

・限度額：１グループ（２年間）５，０００万円（造船・プラント関連は３，０００万円）
  

２．企業間連携による事業拡大への取組の支援
成長分野における県内企業等の企業間連携を伴う事業拡大への取組を総合的に支援し、生産性向上等に
取り組む企業の裾野拡大を図ることにより、県外需要の獲得と県内企業への波及効果の最大化、並びに
サプライチェーンの構築、強化促進を図るため、コーディネーター（技術の目利きや企業のマッチング、
企業間の調整等を行う者）を配置し、グループに所属する企業の特徴に着目し、企業間連携による事業
拡大への取組の支援を行う。
◇コーディネーターの配置：５名
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 地場企業立地推進助成事業
（担当課）

企業振興課

目 的

地場企業（県内立地後5年経過の誘致企業を含む）が行う工場等の新増設に対して、一定規
模以上の投資及び新規雇用を実施する場合に、
①県外からの誘致企業向けと遜色のない支援策を提供することで、他県への事業移転を

防ぐとともに、県内での工場等立地を促進する。
②技術力・営業力・製品開発力の強化を図る地場企業の工場等立地に支援策を提供し、

他の地場企業への新規発注の拡大を促進する。

開始年度
～

終期年度
Ｈ１９～ 予算額

（本年度）
577,852 千円

（前年度）
      733,717千円

（事業の概要）

  

１．地場企業工場等立地促進補助金

①助成対象
  県と立地協定を締結する地場中小企業
     ◇県内での事業実績5年以上（県内立地後5年経過の誘致企業を含む）
     ◇業種：製造業、ソフトウェア業、試験研究機関

②要件
  以下の①及び②の要件のいずれも満たすこと
   ①土地代を含む投資額3億円以上または土地代を除く投資額1億5千万円以上
   ②新規雇用者数10人以上
    ※新規雇用者は正社員に加え、雇用保険加入のパートタイマー、契約社員、派遣社員も対象

③助成額
   ◇設備投資に対する助成：投資額3～20％（助成率は新規雇用者数に応じて決定）
   ◇新規雇用に対する助成：新規雇用者1人当たり50万円
   ◇地場企業発注割増：他の地場企業への新規発注額を新規雇用者数に応じて助成
   ◇限度額30億円（投資割15億円＋雇用割5億＋地場発注割増10億円）
   

④その他

□大企業向け制度（限度額：30億円）
◇対象企業：県内に事業拠点を有する大企業（製造業、ソフトウェア業、試験研究機関）
◇助成要件：土地代を含む投資額15億円以上 かつ 新規雇用40人以上

   ◇助 成 額：投資額の3～20％ ＋ 新規雇用1人当たり50万円 ＋ 地場企業発注割増

   □重点分野（ロボット・IoT、航空機、半導体、医療、グリーン（次世代自動車・エネルギー））
及び研究開発向け投資案件の場合、投資割の基本率は5％

□過疎地域・指定工業団地等への立地、新事業展開として認められる場合には助成要件を緩和
（土地代を除く投資額１億円以上、かつ新規雇用5人以上）

      □研究開発にかかる投資の場合は助成要件を緩和し、雇用割単価を一人当たり100万円に
引き上げ。※専ら研究等の高度業務に従事する者が対象。
（土地代を含む投資額１億円以上、かつ新規雇用5人以上）
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 ナガサキ地域未来投資促進ファンド事業
（担当課）

企業振興課

目 的
県内中小企業等の経営の革新や創業の取組を支援することにより、将来の成長が期待できる

モノづくり分野で世界に通用する技術を持つ「ナガサキ型新産業」の育成を目指すとともに、
県内経済の活性化を図る。

開始年度
～

終期年度
Ｈ３０～Ｒ１０ 予算額

（本年度）
16,900 千円

（前年度）
      16,900 千円

（事業の概要）

県内中小企業等が経営の革新や創業のために行う研究開発や販路開拓等を支援するため、中小企業基盤
整備機構の貸付金を活用したファンドを造成し、その運用益により助成事業を行う。
  助成事業の募集・採択、助成金の交付など一連の事務は、ファンドの運営管理団体が行う。

１．運営管理団体：（公財）長崎県産業振興財団

２．ファンド総額：40億円
（内訳）中小企業基盤整備機構負担額 32億円    長崎県負担額 8億円

３．ファンド造成日：平成30年11月

４．運用期間：10年

５．助成対象者
  ①製造業・情報通信業を営む中小企業者等が、同分野での事業拡大に取り組む方
    ②上記以外で、製造業・情報通信業に取組み、下記の要件に該当する方
        Ⅰ.県内において創造する方
        Ⅱ.県内に主たる事業所を有し経営の革新を行おうとする中小企業者等（みなし大企業除く）
        Ⅲ.県内に主たる事業所を有する特定非営利活動法人

６．助成事業
     ◇中小企業等支援事業
     ○対象事業及び助成率等

・技術応用開発・事業化等調査事業 助成率2/3以内  助成限度額  300万円（最長１年間）
・商品化研究・開発支援事業     助成率2/3以内  助成限度額  500万円（最長２年間）
・見本市出展支援事業           助成率2/3以内  助成限度額  100万円（最長１年間）
・認証取得支援事業       助成率2/3以内 助成限度額 200万円（最長２年間）

（参考）
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 長崎フード・バリューアップ事業
（担当課）

企業振興課

目 的
県内食料品製造業者の付加価値向上を図るため、商工関係団体など関係機関と連携し、

消費者ニーズを反映した商品づくりなど、販路を見据えた取組を支援

開始年度
～

終期年度
Ｒ１～ 予算額

（本年度）
59,280千円

（前年度）
59,318千円

（事業の概要）

１．テストマーケティング・フィードバック支援

○消費者モニターに対する非接触型の試食アンケート調査、多数の消費者に対するインター

ネットアンケート調査で把握したニーズを、専門家がフィードバック

  (1)消費者モニターへの試食アンケート調査

     ・サンプル数は 1 商品で 20 以上予定

  (2)インターネットでのアンケート調査

     ・サンプル数は 1 商品で 300 以上予定

２．大規模商談会への出展支援

○スーパーマーケット･トレードショー（2 月開催予定）

    ・全国のスーパーマーケットなど多数のバイヤーが集う国内最大の食品流通商談会への

     出展を支援

３．フード・バリューアップ支援事業費補助金

○新たな市場への進出経費等に対する補助

・対象経費：販路開拓、商品開発、設備投資

・対 象 者：売上が概ね 1 億円から 5 億円程度の食料品製造業者等

・補 助 率：（一般）１／２

     （特別）２／３ ※ＤＸ・ＩｏＴ等

・限 度 額：2,000 千円

４．小規模事業者等への伴走型支援

○小規模事業者等に対し、商工団体などが実施するセミナーや個別相談などの取組を支援

５．高付加価値市場モデルケース育成

○大手コンビニチェーンと連携し、高付加価値市場への進出を支援
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 長崎県農商工連携ファンド事業
（担当課）

企業振興課

目 的
県内の中小企業者等と農林漁業者が連携して行う新商品の開発、販路開拓などの取組を支援

し、地域の活性化を図ることを目的とする。

開始年度
～

終期年度
Ｒ１～Ｒ１０ 予算額

（本年度）
14,348 千円

（前年度）
      14,348 千円

（事業の概要）

  
県内の中小企業者等と農林漁業者が連携して行う新商品の開発、販路開拓などの取組を支援するため、

中小企業基盤整備機構の貸付金を活用したファンドを造成し、その運用益により助成事業を行う。
助成事業の募集・採択、助成金の交付など一連の事務は、ファンドの運営管理団体が行う。

１ 運営管理団体：長崎県商工会連合会

２ ファンド総額：25億円
（内訳）中小企業基盤整備機構負担額 20億円

長崎県負担額        5億円

３ 運用期間：平成31年3月26日～令和11年3月25日（10年）

４ 助成事業
(1)農商工連携事業

Ⅰ.事業主体 県内の中小企業者等と農林漁業者との連携体
Ⅱ.助成率  2/3以内（離島の農林漁業者が連携体に入る場合 3/4以内）
Ⅲ.助成限度額 3,000千円（３年以内の事業期間中の総額）
Ⅳ.対象事業   新商品・新技術・新役務の開発、販路開拓

(2)農商工連携支援事業
Ⅰ.事業主体   中小企業者等と農林漁業者との連携体を支援する産業支援機関
Ⅱ.助成率     10/10以内
Ⅲ.助成限度額 1,000千円（１年）
Ⅳ.対象事業 農商工連携促進セミナー等の開催 など

５ その他
・例年1月～4月頃募集

   ・問合せ、申請書提出先：長崎県商工会連合会 指導部 企業支援課
                TEL：095-824-5413 FAX：095-825-0392
     

６（参考）長崎県農商工連携ファンド スキーム図

長 崎 県

負担額：５億円

独立行政法人
中小企業基盤整備機構

負担額：２０億円

運用益
で助成

無利子貸付
２５億円

長崎県農商工連携
ファンド

総 額 ２５億円

運用期間 １０年間

【運営管理者】

長崎県商工会連合会

１．農商工連携事業

２．農商工連携支援事業

無利子貸付
２０億円

長 崎 県

負担額：５億円

独立行政法人
中小企業基盤整備機構

負担額：２０億円

運用益
で助成

無利子貸付
２５億円

長崎県農商工連携
ファンド

総 額 ２５億円

運用期間 １０年間

【運営管理者】

長崎県商工会連合会

１．農商工連携事業

２．農商工連携支援事業

無利子貸付
２０億円
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 産地活力強化事業
（担当課）

企業振興課

目 的
地域産業の振興を図るため、産地形成がなされている地域産品（五島手延うどん・島原手延そ

うめん・壱岐焼酎・長崎かんころ餅）の販路拡大等を支援するとともに、県指定伝統的工芸品へ
の支援を実施することを目的とする。

開始年度
～

終期年度
Ｒ２～Ｒ４ 予算額

（本年度）
21,940 千円

（前年度）
      21,940 千円

（事業の概要）

  １．地域産品の販路拡大等を支援

新たな市場への販路開拓等を行う産地団体への補助

      ◆事業主体：長崎県商工会連合会

◆補助額及び補助率：上限 4,000 千円・補助率 2 分の 1

◆補助対象経費の例

・ターゲットを絞ったＰＲイベント等に要する経費

・展示会・見本市への出展などに要する経費

・市場調査に要する経費

・共通ロゴの作成など、産地一体となった取組に要する経費

２．県指定伝統的工芸品への支援

    県指定伝統的工芸品製造事業者の販路拡大等に向けた取組を支援

      ◆事業主体：長崎県

◆経費内訳：①県指定伝統的工芸品製造事業者への補助（上限 200 千円・補助率 2 分の 1）

②国際雑貨ＥＸＰＯ出展経費

◆対象経費：①物産展出展等販路拡大、新商品開発、ＥＣサイトを活用した市場開拓

②国際的な商談会出展等
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 売れる！デザイン強化事業
（担当課）

企業振興課

目 的
デザインの力による売上拡大を目指すため、県内企業や大都市圏での知見やネットワークを有

する事業者と連携し、商品の販路開拓ならびに付加価値向上を支援することを目的とする。

開始年度
～

終期年度
Ｒ２～Ｒ４ 予算額

（本年度）
8,338千円

（前年度）
     8,338千円

（事業の概要）

  １．長崎デザインアワード
     県内の売上拡大を目指す優れたデザインの商品を選定・表彰し、ブランド力を高め、販路開拓を

支援。
  

《アワード応募資格》
・県内で企画・開発・製造され販売元が県内のもの
・平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に商品化されたもの、またはデザインを改良し、

販売されているもので、反復生産が可能なもの

２．ECモールでの販路開拓を支援
自社でECモール等への出店が難しい企業へインターネット上での販路開拓を支援。
デザイン性を活かした商品を取扱うＥＣモール内にデザインアワード特設ページを製作 等

３．セレクトショップ等との商談会等
受賞企業と大都市圏のバイヤーと商談など
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 窯業人材育成等産地支援事業
（担当課）

企業振興課

目 的
三川内焼及び波佐見焼の認知度向上と販路拡大を図るとともに、産地が主体となって実施する

後継者確保等の取組を支援し、陶磁器産業の活性化を推進する。

開始年度
～

終期年度
Ｈ２７～ 予算額

（本年度）
19,704千円

（前年度）
      19,704千円

（事業の概要）

１．窯業人材産地支援事業費補助金

（１）中核人材確保対策

産地就業を前提とした研修生の募集及び研修実施等に対して支援を行う。

①事業主体  波佐見焼振興会（波佐見町） ※ 間接補助

②補助率   １/２以内

（２）認知度向上・販路拡大対策

産地主体で実施する新たな販路開拓や拡大に向けた商談会出展や、ブランド強化を図る

取組への支援を行う。

①事業主体  波佐見焼振興会（波佐見町）

             三川内陶磁器工業協同組合（佐世保市）

※ 間接補助

②補助率   ２/３以内
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 陶磁器産業活性化推進事業
（担当課）

企業振興課

目 的
本県の伝統産業であり、地域の主幹産業である三川内焼・波佐見焼の認知度向上と

販路拡大等を図る。

開始年度
～

終期年度
Ｈ１３～ 予算額

（本年度）
6,371千円

（前年度）
6,371千円

（事業の概要）

１．陶磁器産業活性化推進事業費補助金

（１）需要開拓事業

実施主体：三川内陶磁器工業協同組合

事業内容：ネット販売で売上向上を目指す。

（２）後継者育成事業・原材料確保対策事業

実施主体：波佐見陶磁器工業協同組合

事業内容：波佐見焼の伝統的技法を継承するため、若手後継者に対して伝統工芸士等によるロクロ、

絵付けの研修を実施し、伝統産業の継承を図る。また、天草陶石の調査・新陶土の開発を

行い、今後の陶石の安定供給に繋げていく。

（３）需要開拓事業

事業主体：波佐見焼振興会

事業内容：芸術系大学において波佐見焼の歴史講演・工程実演等の研修会を開催し、認知度の向上・

販路拡大を図るとともに、後継者育成にも繋げる。

      

２．伝統的工芸品 PR 事業

対 象 ：三川内陶磁器工業協同組合、波佐見陶磁器工業協同組合、長崎鼈甲組合連合

事業内容：一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会が主催する全国の伝統的工芸品を対象とした各種

PR 事業等において、本県の国指定伝統的工芸品の出展経費等を助成する。
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 長崎べっ甲対策事業
（担当課）

企業振興課

目 的
べっ甲の原材料であるタイマイの輸入禁止に伴い、べっ甲産業の今後の推移が懸念され

る状況の中、業界が取り組む各振興事業への支援を行う。

開始年度
～

終期年度
Ｈ４～ 予算額

（本年度）
3,826千円

（前年度）
      3,826千円

（事業の概要）

  １．長崎べっ甲振興事業補助金
   実施主体：長崎鼈甲組合連合会
   事業内容：原材料確保対策事業、需要開拓事業等、「長崎べっ甲」の振興と活性化に係る事業への

助成

２．県指定伝統的工芸品関係事業
  県指定伝統的工芸品認定の会議開催等
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 産炭地域振興対策事業（産炭地域における新産業の創造等）
（担当課）

企業振興課

目 的

県内には最盛期（昭和２７～３０年）１１７の炭鉱があり、本県の基幹産業であったが、エネ
ルギー革命の進展の中で相次いで閉山し、県内の産炭市町では、今なお厳しい雇用情勢、坑道跡
等の崩壊による鉱害等の問題を残している。

このため、新産業の創出支援等により、県内産炭市町の社会的、財政的基盤の安定と拡大を図
ることを目的とする。

開始年度
～

終期年度
予算額

（本年度）
－ 千円

（前年度）
        － 千円

（事業の概要）

  産炭地域振興対策については、（公財）長崎県産炭地域振興財団に造成された下記の基金に
より、新産業の創出支援等を実施していく。

  １．産炭地域新産業創造等基金  ２年度末活用可能額 約５億円
①対象地域

・長崎市のうち、旧伊王島町、旧高島町、旧外海町
・西海市のうち、旧大瀬戸町、旧崎戸町、旧大島町

      ②対象事業
・新産業創造支援事業
・新産業創造関連基盤整備事業
・その他附帯事業等

      ③助成率
国・県・市等からの補助金等を控除した額の３／４以内又は２／３以内

  ２．特定鉱害復旧事業等基金   ２年度末活用可能額 約１億円
      地表から深さ５０ｍ以内の採掘跡又は坑道跡の崩壊に起因する鉱害の復旧事業
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－４ 戦略的、効果的な企業誘致の推進

事 業 名 市町営工業団地整備支援事業
（担当課）

企業振興課

目 的
市町が主体となって実施する優良な工業団地の造成に対し支援を行うことにより、工業用地の

供給増加を図り、企業立地を促進することを目的とする。

開始年度
～

終期年度
Ｈ１９ ～ 予算額

（本年度）
622,098 千円

（前年度）
      1,016,976 千円

（事業の概要）

  
  市町が自ら主体となって工業団地の整備を行うもので、県が適当と認める事業に対し補助を行う。

１．対象団地
  市町が立案する計画に基づき自ら造成する工業団地で、次の条件を満たすもの  
   ・分譲面積２ha以上
   ・交通アクセスなど企業の立地ニーズに対応 など

２．対象事業及び対象経費
   ①団地整備事業（造成事業（取付道路を含む）及び上下水道整備等の周辺環境の整備事業）
    Ⅰ.分譲面積１０ha以下の場合

工事費、調査費、測量及び試験費等の合計額から分譲収入見込額を差し引いた額または
分譲収入見込額のいずれか少ない額

   Ⅱ.分譲面積１０haを超える場合
工事費、調査費、測量及び試験費等の合計額から分譲収入見込額を差し引いた額または

同合計額の２分の１のいずれか少ない額
②区画道路等整備事業（①により整備した分譲面積が１０haを超える団地において、分譲開始

後５年以内に整備する場合）
       工事費、調査費、測量及び試験費等

③起債等利子償還事業（①により整備した分譲面積が１０haを超える団地）
起債額のうち分譲収入見込額相当分に係る償還利子（分譲面積２０ha以下の場合は、

１０haを超える部分の割合に相当する額を限度）
３．補助率  ２分の１以内
４．補助対象者      市、町

（参考）

○補助金交付決定済事業

名 称
大島地区

工業団地

長崎市

企業立地用地

南諫早

産業団地

事業主体 西海市 長崎市 諫早市

造成箇所 西海市大島町 長崎市田中町 諫早市小栗地区

分譲面積 約13.1ha 約2.6ha 約20.0ha

分譲開始 令和5年4月 令和4年4月

令和5年12月

（※令和3年6月

  一部分譲開始）

36



基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－４ 戦略的、効果的な企業誘致の推進

事 業 名 工業団地関連施設整備支援事業
（担当課）

企業振興課

目 的
工業団地への企業の立地促進及び立地企業の事業拡張に対応するため、工業団地に関連する施

設の整備促進を図ることを目的とする。

開始年度
～

終期年度
予算額

（本年度）
311,547千円

（前年度）
223,051千円

（事業の概要）

  市町が自ら主体となって工業団地の整備を行うもので県が適当と認める事業に対し補助を行う。

１．長崎県地域産業開発基金への積立金

    国の電源立地地域対策交付金を活用して、事業基金を造成し運用を行う。

    ○令和３年度積立予定額 ３１１，５４７千円

   ○基金事業

     ・市町営工業団地整備支援事業

     ・佐世保情報プラザ維持運営基金事業

     ・出島交流会館維持運営基金事業

     ・地場企業立地推進助成事業

     ・諫早市工業用水道施設拡張事業
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－４ 戦略的、効果的な企業誘致の推進

事 業 名 企業立地推進助成事業
（担当課）

企業振興課

目 的 企業誘致を促進するため、誘致企業に対して交付する立地奨励補助金

開始年度
～

終期年度
予算額

（本年度）
611,532千円

（前年度）
541,642千円

（事業の概要）

１．工場等設置奨励金

・対 象 低開法、過疎法、離振法、半島法による課税免除等の対象にならない市町に立地する誘

致企業

※ 業種により対象市町は異なる

・要 件 工業生産設備取得額が3,000万円（ソフトウェア業2,500万円）を超え、かつ新規常時雇

用者11名（道路貨物運送業・こん包業・倉庫業16名）以上

・奨励額 不動産取得税相当額

２．工場等設置補助金

・対 象 立地協定を締結のうえ県内に事業所の新設を行い、製造業、試験研究機関、ソフトウェ

ア業等の業務を行う企業

・要 件  投資額3億円（研究開発業務は1億円）以上（土地代含む）

新規雇用10人（研究開発業務は5人）以上

・助成額（限度額 30億円）

（１） 施設等整備補助

・用地取得、工場等の建設、機械等の設備投資額の3～20％
（２） 雇用・人材確保補助

① 新規雇用促進補助

・新卒及びUIJターン者 １人あたり100万円

・県内求職者     １人あたり50万円

②高度人材確保支援補助

・求人情報の掲載料等 補助率1/2以内

・有料職業紹介業者を介し県外の高度人材を採用する場合の紹介手数料 補助率3/4以内

（３）地場企業発注促進補助

・地場企業発注取引額500万円あたり補助額50万円～150万円

・その他 ○過疎地域・指定工業団地への立地として認められる場合は別途特例あり

    ○離島半島地域への立地は別途加算あり

○関連企業連動型誘致促進補助金

核となる企業と取引関係にある関連企業が連動した誘致を促進し、自動車産業

等の集積と大規模な雇用の創出を図るため、以下の要件を満たした立地に対して

は工場等設置補助金の投資に対する補助率を嵩上げ
・対象企業：３年以内に合計３社以上の立地協定を締結する誘致企業

       ・補助要件：核となる企業が100人以上かつ全体で200人以上の新規雇用がある
こと
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３．オフィス系企業誘致事業補助金

・対 象 立地協定を締結のうえ県内に事業所の新設等を行い、高度専門業務、ミド
ルオフィス業務又はバックオフィス業務を単独若しくは複合的に行う企業
及びこれらの企業のためにビルを整備する企業

①高度専門業務
システム開発、研究開発、設計等の専門知識が必要な業務

②ミドルオフィス業務
マネジメント、規格、マーケティング、財務等の中枢業務

③バックオフィス業務
事務・コールセンター、データ入力、BPO等のバックオフィス業務

・要 件
(1)上記①又は②の業務を行う企業：雇用5人以上
(2)上記③の業務を行う企業：雇用50人以上（離島半島地域は25人以上）

・助成額（限度額 3億円）
(a)通信費の1/2（年間4千万円を上限）
(b)賃借料（単価1万円／坪を上限）の1/2
(c)雇用１人当たり30万円（1人につき1回のみ）
(d)設備投資額の1/10以内（3年以内に支出した経費）
(e)立地企業が自社ビルを建設する場合は施設整備額に雇用人数に応じた補助

率を乗じた額以内(5%～20%)
補助率計算式：5％＋(2％÷30人)×(新規雇用者等数－20人)

        立地企業と施設整備企業が別の場合は施設整備企業に対し、施設整備費の
15/100以内

・その他  ○離島半島地域への立地は別途加算あり
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１．進化に挑戦

1-2 デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進

・県内中小企業ＤＸ促進事業  …………………………………………… ４１

３．地力を高める

3-1 成長分野の新産業創出・育成

・先端情報関連産業強化事業  …………………………………………… ４２

・佐世保情報産業プラザ運営事業 ……………………………………………… ４３

・海洋エネルギー関連産業創出促進事業………………………………………… ４４

・再生可能エネルギー関連産業創出促進事業…………………………………… ４５

3-2 スタートアップの創出

・スタートアップの創出・誘致について ……………………………………… ４６

・大学連携新産業創造拠点整備事業……………………………………………… ４７

・長崎県ビジネス支援プラザ運営事業 ………………………………………… ４８

3-3 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

・東京産業支援センター運営事業 ……………………………………………… ４９

・産学官イノベーション創出プロジェクト …………………………………… ５０

・工業技術センター …………………………………………………………… ５１

・窯業技術センター …………………………………………………………… ５２

・工業・窯業技術センターの研究 …………………………………………… ５３

・依頼試験 ……………………………………………………………………… ５４

・戦略プロジェクト研究推進事業 …………………………………………… ５５

・外部資金研究事業 ……………………………………………………………… ５６

・長崎技術研究会運営事業 …………………………………………………… ５７

・知的財産活用支援事業 ……………………………………………………… ５８

40



基本指針 １ 進化に挑戦する 施策の柱
１－２ デジタルトランスフォーメーション（DX）

の推進

事 業 名 県内中小企業ＤＸ促進事業
（担当課）

新産業創造課

目 的
県内企業におけるデジタルトランスフォーメーションの取組を促進し、組織・経営をはじめと

した事業構造の変革による、生産性向上や新たな付加価値の創出、処遇改善など競争力の強化を
図る。

開始年度
～

終期年度
Ｒ３～Ｒ５ 予算額

（本年度）
91,201千円

（前年度）
－

（事業の概要）

１．意識啓発セミナーの実施

(1) 経営層向けセミナー

内  容：ＤＸの必要性や手法に関する講演、先進事例紹介、「若者・女性」の視点による成功事

例の講演を実施

・県内５地区（長崎、佐世保、県央・島原、五島、壱岐・対馬）において各２回実施（地

区に関わらずオンライン受講可）

・商工団体の経営指導員、金融機関、県内情報サービス系企業等の参加も促し、ユーザ

ー企業との交流を行うことで今後のＤＸの促進につなげる。

実施時期：令和３年７月～８月

(2) リーダー・ワーカー層向けセミナー

内  容：ＤＸの先進事例の紹介やＤＸ導入手順、社内各部署との関わり方等、ＤＸに取組む際に

留意すべきこと等についての講演を実施

・長崎市・佐世保市において各１回実施（地区に関わらずオンライン受講可）

・参加者同士での意見交換の機会の設定や活用できる支援策の紹介を行う。

実施時期：令和３年８月～９月

２．ＤＸ相談窓口の設置

内  容：ＤＸに実際に取り組もうとする企業に対し、課題の明確化、具体事例や各種支援策の紹

介等の、各企業のニーズや実情に即した個別相談対応を行う

・相談依頼はオンラインで受付け、日程調整の上、リモート会議で相談対応を実施する。

対応回数：２００回（同一相談者からは２回まで）

設置期間：令和３年７月～令和４年２月

３．ＤＸアドバイザー招聘への補助

内  容：ＤＸへの取組やＤＸツールの導入にあたり、各社の業態や事業内容に応じた最適な外部

専門家（コンサルタント、中小企業診断士、先進企業）を招聘する際に要する経費を補

助

助成率 ：２分の１以内

助成額 ：上限 １００万円 （下限 ３０万円）

募集期間：令和３年８月開始

４．県内情報関連企業のＤＸ参入促進

内  容：本格的にＤＸに取り組みたいユーザー企業と県内情報関連企業をマッチングし、ＤＸツ

ールの導入等実証活動を支援

・ユーザー企業は、費用負担無くＤＸツールの効果を検証可能。

採択件数：５件の予定

募集期間：令和３年６月～８月
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－１ 成長分野の新産業創出・育成

事 業 名 先端情報関連産業強化事業
（担当課）

新産業創造課

目 的
県内情報関連産業の分野において、高度専門人材の育成及び誘致IT企業等との連携による県内

サプライヤー企業の事業拡大等により、高付加価値サービスの提供や企業の規模拡大につなげ、
県外需要の獲得や情報系人材の県内定着を図る。

開始年度
～

終期年度
Ｒ３～Ｒ６ 予算額

（本年度）
118,970千円

（前年度）
107,946千円

（事業の概要）

１．高度専門人材の育成に関する事業
(1) 先端技術応用講座

内  容：長崎大学と連携した、実務への応用・実践に繋がる高度専門人材の育成
     ①ＡＩ活用実践講座 ②大規模プロジェクトマネジメント講座
     ③先端Ｗｅｂアプリケーション開発講座
     ④デザイン思考アプローチによる顧客価値創出講座
     ※各分野の専門家である大学教員が講師を担当
実施期間：令和３年６月～１２月（講座①②③：各１５回，講座④：８回）

(2) サイバーセキュリティ人材育成講座
内  容：国内先進企業と連携し、IT技術の活用、企業や社会のデジタル化、DX推進に不可欠とな

る情報セキュリティ分野の専門人材を育成し、県内情報関連企業の事業拡大と、県内中
小企業のセキュリティレベル向上に繋げる

実施期間：令和３年６月～１１月

２．事業規模の拡大に関する事業
(1) 情報産業連携体組成促進補助金

内  容：情報通信・情報サービス業・ロボットシステムインテグレーターの地場中核企業を中心
とした地場・誘致企業等との協業体制による連携体で実施する研究、技術開発、実証・
試験、受発注、販路開拓等の取組に要する経費を支援

補助対象：以下の全ての要件を満たすもの
①県内に事業拠点を有する３社以上の企業からなる情報産業連携体を構成する、本県内
に本社又は事務所等を有する中小企業で、原則、県内において申請にかかる事業を実
施する者

②長崎県次世代情報産業クラスター協議会の会員
助成率 ：２分の１以内
助成限度額：１０，０００千円
募集期間：令和３年６月～９月

(2) 先端技術やＤＸツールの導入促進に関する事業
内  容：ＡＩ・ＩｏＴ・ロボット等先端技術やＤＸを推進するツールを導入して、生産性向上や

経営改革にチャレンジしたいが、本当に効果があるのか導入前に確認したい県内中小企
業に対して、県内情報関連産業から適切な提案ができるサプライヤー企業をマッチング
し、試験的な機器実装やシステム導入を支援
①課題を応募し採択されたユーザー企業は、費用負担無く、先端技術やＤＸツールの効

果を実感
②サプライヤー企業は、これまで習得した技術や課題解決力を実践する機会を得る

課題募集期間：令和３年６月～８月
採択件数：先端技術分野５件・ＤＸ分野５件の予定
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－１ 成長分野の新産業創出・育成

事 業 名 佐世保情報産業プラザ運営事業
（担当課）

新産業創造課

目 的
今後成長が期待される情報関連産業分野を中心とした産業集積を促進するための支援拠点「佐

世保情報産業プラザ」の管理運営を行い、産業構造の多様化・高度化及び県北地域における雇用
の創出による本県経済の活性化を図る。

開始年度
～

終期年度
Ｈ１９～ 予算額

（本年度）
179,899 千円

（前年度）
    142,626千円

（事業の概要）

  多様化するニーズにより一層効率的かつ効果的に対応するため、民間的手法などを活用できる指定管理
者制度を導入し、建物管理業務をはじめ起業家支援など、以下の運営事業を実施する。

  １．企業向け貸事務室、創業者育成室を設置し、情報関連企業の誘致及び起業家育成を図ることにより、
雇用創出を促進。

  ２．インキュベーションマネージャーによる起業家支援・創業から販路開拓までの技術、販売、経営、
金融相談を実施。

  ３．県北地域における産業構造の高度化を図るため、各種関連企業との連携によるＩｏＴなどの高度な
技術を普及させるためのセミナー等を開催。

【佐世保情報産業プラザの概要】

１．施設概要
  （１）設置場所 佐世保市崎岡町 ２７２０番８号＜第１棟＞
                  ３０６８番９号＜第２棟＞
  （２）施設規模
      【第１棟】敷地面積 ５，１５９．５２㎡
           延床面積 ５，０１６．０９㎡（鉄筋コンクリート造 ３階建）
      【第２棟】敷地面積 ９，７５６．００㎡
           延床面積 １，９４９．３８㎡（鉄筋コンクリート造 ２階建）

２．施設機能
（１）研修機能

     ・大会議室
  （２）企業誘致機能
     ・企業向け貸事務室
      【第１棟】１階６室（約９０㎡、７５㎡、５０㎡、３０㎡×３室）

２階１室（約９５０㎡）
３階１室（約１，０００㎡）

      【第２棟】１階４室（約１９６㎡、１００㎡、９７㎡、４５㎡）
           ２階２室（約４８８㎡、６８㎡）
  （３）起業家育成機能
     ・創業者育成室 ３室（約２２㎡×３室）
  （４）業務支援機能
     ・サーバー室、会議室、商談コーナー等
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基本指針 ３．地力を高める 施策の柱 ３－１ 成長分野の新産業創出・育成

事 業 名 海洋エネルギー関連産業創出促進事業
（担当課）

新産業創造課

目 的
産学官が連携した専門人材育成や研究開発等による県内企業の海洋エネルギー関連産業へ

の参入支援と、コーディネーターの配置による企業群の形成促進、及びアンカー企業の創出に
より県内企業の受注拡大を図る。

開始年度
～

終期年度
Ｒ１～Ｒ５ 予算額

（本年度）
38,482千円

（前年度）
92,325千円

（事業の概要）

１．海洋エネルギーの商用化を見据えた取組

(1)海洋エネルギー関連産業創出促進事業補助金

補助対象：長崎海洋産業クラスター形成推進協議会

①洋上風力発電の商用化を見据えた技術研究等活動経費支援

海洋エネルギーの商用化の際に必要となる技術・製品であって、県内企業の受注獲得につな

がる技術研究開発を支援

・補助率：１／２

②県内企業等の社会人を対象とした専門人材育成のための教育プログラム構築支援

海洋エネルギーの商用化の際に必要となる専門人材を育成するため、産学官が連携のもと

開設した「長崎海洋アカデミー」での取組みを支援

・補助率：１／２

③共同受注体制構築支援

海洋エネルギー関連産業における共同受注体制を構築するため、海洋クラスター協議会に

コーディネーターを配置し、企業間連携を支援

・補助率：１０／１０

(2)海洋エネルギー関連企業カタログ作成

    発電事業者やアンカー企業誘致のための営業ツールとして活用するため、洋上風力関連産業

への参入可能性がある県内企業情報を整理したカタログを作成

２．海洋エネルギー関連産業の拠点形成の推進

(1)海洋産業フォーラムの開催  

(2)地元産学官、国等との連携・連絡調整等
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－１ 成長分野の新産業創出・育成

事 業 名 再生可能エネルギー関連産業創出促進事業
（担当課）

新産業創造課

目 的 県内中小企業の環境・新エネルギー関連分野進出を促進し、新たな産業集積を図る。

開始年度
～

終期年度
Ｒ２～Ｒ４ 予算額

（本年度）
15,202 千円

（前年度）
12,097 千円

（事業の概要）

１．新エネルギー産業等プロジェクト創出促進事業

県内の環境・新エネルギー分野への参入意欲がある企業を中心として、大手企業とのビジネス連携や

製品開発、販路開拓に関する支援などを実施。

（１）専任のプロジェクトマネージャーによる支援

  ・ 環境・新エネルギー分野についての県内企業の実態や技術情報を把握し、産学官の連携など

新たな事業の創出及び拡大を促進するため、事業を一貫して管理するプロジェクトマネージャー

を配置（1 名）。

（２）商用化を目指した事業化支援

  ・ セミナーやテーマ別研究会の開催等により、水素関連技術の商用化や再生可能エネルギーの

地産地消の技術等を活用した脱炭素ビジネスの促進等に係る取組を支援。

２．再生可能エネルギー推進フォーラムの実施

  再生可能エネルギー推進フォーラムにおいて、県内市町や企業の取組報告、県外の先進事例紹介、

国の最新の動向についての講演等を行うことにより、県内企業に対する情報収集及び情報交換、県

外先進企業等とのビジネスマッチングの場を提供。
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－２ スタートアップの創出

事 業 名
スタートアップの創出・誘致について
（創業・起業支援事業、先進地連携型スタートアップ集積・創出促進
事業、長崎県スタートアップ強化支援事業）

（担当課）
新産業創造課

目 的
スタートアップ企業の集積やオープンイノベーションによる新規ビジネスを創出し、交流人

口の拡大や地場企業の強靭化、新たな企業等の進出やそれに伴う雇用拡大を図ることにより、
長崎の魅力向上、若者や女性の県内定着を目指す。

開始年度
～

終期年度
Ｈ３０～ 予算額

（本年度）
74,037 千円

（前年度）
      57,186 千円

（事業の概要）

１．CO-DEJIMA 運営及び支援

○ 起業者向けの固定席やセミナースペース等を整備したスタートアップ交流拠点CO-DEJIMAにお

いて、企業や大学、金融機関等の様々な人材の交流を促進。

   〈実施する取組〉

・ 県や県産業振興財団による交流会、セミナー等

・ 企業や大学、金融機関等による勉強会、相談会

・ 首都圏産業交流施設との連携強化による施設利用支援

・ 県内外のスタートアップ企業の誘致活動 等

   〈主な実績〉

・ 起業家との交流により起業意欲を喚起するイベント「スタートアップラウンジ」

の開催（月１回）

・ 事業成長の加速を目的として、事業計画のブラッシュアップに必要な知識の習得、実践的

な指導を実施する「NAGASAKI 起業家大学」（11 月～３月）など

   〈その他〉

・ 開館時間：火～土曜日 12 時～20 時（日曜、月曜、祝日、年末年始を除く）

※専用デスク（有料。審査有）利用者は、24 時間出入室可能

・ 所在地 ：長崎市出島町 2-11 出島交流会館 2 階

・ 運営主体：（公財）長崎県産業振興財団

２．スタートアップ有識者（メンター）活用事業

○ IPO 支援やスタートアップ企業支援の経験豊富なメンターによる事業成長支援を展開。アイデ

アブラッシュアップ、事業計画、資金調達、マーケティング、IT システム構築、販路拡大など

スタートアップ企業が直面する様々な課題に対応。

・ 相談料 無料（15 時間まで）

３．新規ビジネス創出支援プロジェクト補助金

○ 県内企業が県内外企業等とオープンイノベーション型新規ビジネス創出に取り組む中で必要

な実証事業に対して補助を実施。

・ 補助率 １／２

・ 補助限度額 ２，５００千円

４．九州・山口ベンチャーマーケット負担金

○ IPO 支援やスタートアップ企業支援の経験豊富なメンターによる事業成長支援を展開。

九州・山口各県のベンチャー企業の新商品、新サービスについて、ピッチコンテストを実施

し、大企業や投資家等、ビジネスパートナーとのマッチングを目指す。
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－２ スタートアップの創出

事 業 名 大学連携新産業創造拠点整備事業
（担当課）

新産業創造課

目 的

独立行政法人中小企業基盤整備機構が設置する大学連携型起業家育成施設を活用し、支援人
材の配置や入居企業への賃料補助等の支援を行うことにより、大学発ベンチャーの創出や中小
企業の新事業展開を促進するとともに、産学官連携の拠点を形成することにより、新産業の創
出を図る。

開始年度
～

終期年度
Ｈ１９～ 予算額

（本年度）
23,745 千円

（前年度）
    23,751 千円

（事業の概要）

１．大学連携型起業家育成施設に常駐する支援人材の配置（予算額：12,076千円）
                                                     ※長崎市と共同実施

  ①インキュベーションマネージャー（創業支援の専門人材）の配置 １名
   ・ベンチャー企業や中小企業等が直面する各種課題をサポートする。

  ②業務補助員（事務等補助人材）の配置          １名
      ・インキュベーションマネージャーの事務を補助する。

２．入居企業等への賃料補助
      ・入居賃料の一部を補助することにより、起業を促進するとともに、企業の成長を支援

する。
   ※長崎市にも賃料補助制度有り

【大学連携型起業家育成施設の概要】

    ①施設名称   ながさき出島インキュベータ［施設オープン: 平成１９年１０月］
           （愛称Ｄ－ＦＬＡＧ「ディーフラッグ」）

運営者：（独）中小企業基盤整備機構
   ②主な連携大学  長崎大学、長崎総合科学大学、長崎県立大学
   ③所在地    長崎市出島町１－４３
   ④施設規模   敷地 約  ９００㎡
           建物 約１，６００㎡（４階建）
           室数    ３２室
   ⑤入居者    大学等の研究者が起業した企業
           大学等と共同研究を行う企業    など
   ⑥特徴      ・大学との連携による新規創業や新事業の展開を支援する施設
          ・本県で初めての本格的なラボ型（研究室対応型）起業家育成施設
          ・全国で１３番目の設置事例

（参考）
ながさき出島インキュベータのＨＰ

   http://www.smrj.go.jp/incubation/d-flag/
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－２ スタートアップの創出

事 業 名 長崎県ビジネス支援プラザ運営事業
（担当課）

新産業創造課

目 的
新たな産業及び高付加価値型の産業を創出し、育成する拠点「長崎県ビジネス支援プラザ」の

管理運営を行い、産業構造の多様化・高度化及び雇用の創出による本県経済の活性化を図る。

開始年度
～

終期年度
Ｈ１７～ 予算額

（本年度）
30,439 千円

（前年度）
      23,983 千円

（事業の概要）
新たな産業や高付加価値型の産業を創出、育成するための拠点施設「長崎県ビジネス支援プラ

ザ」（出島交流会館２階、８～１０階）において、ベンチャー企業の育成を行うほか、誘致企業
向け賃貸オフィスとして活用することにより、本県産業の振興を図る。

階数 利用目的

１０階 誘致企業向け賃貸オフィス

９階
ベンチャー企業育成施設

中創業者育成室 ２室
展示交流室    

８階

ベンチャー企業育成施設
小創業者育成室 ６室

  創業準備室   ５ブース
  商談室     ２室
創業支援室（指定管理者事務室） １室

２階 CO-DEJIMA（スタートアップ交流拠点）
創業準備室   ５ブース

【長崎県ビジネス支援プラザ（出島交流会館２階、８階～１０階）】
○入居用施設の使用対象者等

  １．使用対象者
①創業準備室、小創業者育成室、中創業者育成室

     Ⅰ.新たに創業しようとするもの又は使用開始の時点で創業後５年を経過していないもの
     Ⅱ.製造業、情報通信業その他知事が認める事業のために使用すること
      Ⅲ.創業者の事業計画が優れたものであること

②誘致企業向け賃貸オフィス
    Ⅰ.製造業、ソフトウェア業、機械設計業その他知事が特に必要と認める事業
    Ⅱ.研究、開発、設計等支援プラザの設置目的に照らして適当と認められる業務のために使用するこ

と
    Ⅲ.新たに常時雇用する者が５人以上であること

  ２．使用期間
    ①創業準備室：６月

②小創業者育成室：１年
     ③中創業者育成室：２年
    ④誘致企業向け賃貸オフィス：３年
      ※①～④の期間を超えた延長も可能（最長５年（④を除く））

    ３．使用料 月額１，０４０円～２，６１０円／㎡
            （初年度１，０４０円／㎡、以後、段階的に引き上げ）

（参考）
  長崎県ビジネス支援プラザのＨＰ

  https://nagasaki-bpp.jp/
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 東京産業支援センター運営事業
（担当課）

新産業創造課

目 的
平成１３年度に整備した「長崎県東京産業支援センター」を、県内中小企業者の首都圏におけ

る販路開拓や情報収集等の拠点などとして活用し、生産性向上や成長促進を図る。

開始年度
～

終期年度
Ｈ１３～ 予算額

（本年度）
15,924 千円

（前年度）
      16,701 千円

（事業の概要）

  
１．支援センターの整備・運営

   県内中小企業の首都圏における営業拠点等として使用許可するとともに、県内産業に関する情報の
発信拠点として活用を図る。

    指定管理者制度を導入し、指定管理者が運営。

  （所在地）
    東京都新宿区四谷一丁目１０－２

２．利用形態
（１）２階から４階までは、企業等の事務室として使用許可を行っている。

    （事務室数：３８  広さ：１２㎡～３２㎡）
（２）平成２６年３月から、１階の一部をテストキッチン付き商談ルームとして利用。

３．企業等の入居状況（令和３年５月１日現在）
  ２７者に対し、３２室を使用許可中。

４．家賃等
  条例に基づき使用料及び共益費を徴収。
   事務室使用料：２，０９０円／㎡・月
   共益費   ：  ３６０円／㎡・月

５．入居期間
  原則３年（更新可）

（参考）

施設内容 ４階 貸事務室 １２室

      ３階 貸事務室 １３室

      ２階 貸事務室 １３室

      １階 テストキッチン・商談ルーム

         レストラン、ロビー、管理室
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 産学官イノベーション創出プロジェクト
（担当課）

新産業創造課

目 的
大学等や県研究機関など産学官の連携による実用化技術の研究開発や技術の活用を支援する

ことにより地域イノベーションの創出を促進し、県内企業の新事業の創出や新分野への参入を図
る。

開始年度
～

終期年度
Ｈ２９～Ｒ３ 予算額

（本年度）
48,694千円

（前年度）
48,738千円

（事業の概要）

（主な実施項目）

１．産学官金連携サロンの開催

  産学官金による共同研究組成を推進するマッチングの場として開催

２．経済産業省の戦略的基盤技術高度化支援事業等における管理などの支援

   県内企業が大学・県研究機関等と連携して行う製品化につながる可能性の高い研究開発、試作品開発

等の取組を支援する。

３．国等の競争的資金の獲得支援

   研究開発及び技術の実用化を実現するため、競争的資金の公募情報の収集及び説明会の開催等による

競争的資金に関する周知を図るとともに、応募に関する助言や申請書の作成支援など資金の獲得を支援

する。

４．連携創出につながる情報収集とマッチング

大学等の研究シーズや企業の技術シーズ及びニーズを把握し、技術課題の解決や共同研究の組成

を図る。
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 工業技術センター
（担当課）

新産業創造課

目 的
県内企業に対する技術支援体制を強化するため、工業技術センターの機能の一層の充実

を図る。

開始年度
～

終期年度
予算額

（本年度）
155,988千円

（前年度）
144,537千円

（事業の概要）

工業の各分野における試験・分析・研究開発等により、県内企業等への技術支援を実施する。

〈工業技術センターの主要業務〉

  ○研究業務（経常研究、受託研究、共同研究等）

    県内の工業関連企業のニーズに応えるため、成長分野を見据えた新事業創出と既存産業の高度化

を目的にした研究開発を実施する。企業や大学等他機関との連携体制のもと、技術開発を効果的に

推進する。

   

  ○技術支援

    工業分野における技術相談に応じるとともに、製品試作や研究に必要な設備機器の開放を行って

いる。

    特に、精密機械加工、食品加工、電機・電子分野においては、ものづくり試作加工支援のための

機器を重点的に整備して、製品化のための支援を強化している。

  

  ○企画支援

    県産農産物等を用いた高付加価値商品の試作開発からテスト販売まで、入り口と出口を見据え

たソフト・ハード両面の一貫支援体制を推進する。

（参考）

沿革 昭和２５年（1950年）開設、平成元年（1989年）現在地へ

組織 ２部４科 ２課 １センター

施設 ７，８４２ｍ２（建物延面積）

業務 研究開発、共同研究、情報発信、技術支援、人材育成、依頼試験
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 窯業技術センター
（担当課）

新産業創造課

目 的
地域企業に対する技術支援体制を強化するため、窯業技術センターの機能の一層の充実を図

る。

開始年度
～

終期年度
予算額

（本年度）
137,715千円

（前年度）
125,170千円

（事業の概要）

陶磁器及び無機材料関係の産業を支援するために、研究開発・技術相談・依頼試験・人材養成・情報

発信などの業務を実施する。

〈窯業技術センターの主要業務〉

  １．研究業務（経常研究、受託研究、共同研究等）

    陶磁器産業を支援するため、ライフスタイルや社会情勢の変化に対応した、競争力のある製品開

発・技術開発を行う。また、新事業を創出することを目的として、新素材や新プロセスを用いた製

品を開発する。さらに、産学官との共同研究により開発のスピードアップを図る。

２．技術支援

  陶磁器、デザイン及び無機材料全般に関する技術相談に応じるとともに、製品試作や研究に必要

な設備機器の開放を行っている。さらに、人材養成のための各種研修や情報提供を行っている。

（参考）

沿革 昭和５年（1930年）長崎県窯業指導所を創設、平成４年（1992年）現在地へ

組織 ２課３科制

施設 ５，６９３ｍ２（建物延面積）

業務 研究開発、共同研究、情報発信、人材養成、依頼試験、技術支援
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 工業・窯業技術センターの研究
（担当課）

新産業創造課

目 的
県内経済の活性化のため、研究開発を通して、県内企業の技術の高度化や新技術開発促

進を図る。

開始年度
～

終期年度
予算額

（本年度）
27,952 千円

（前年度）
      29,157 千円

（事業の概要）

工業技術センター及び窯業技術センターにおいて、以下の経常研究に取り組む。

１．工業技術センター研究テーマ

「設計パラメータを用いたシミュレーション省力化システムの開発」

「プラント増設業務における既存設備モデリングシステムの開発」

「音源可視化技術の開発」

「マルチスケール概念に基づく膜透過シミュレーションの研究」

   「航空宇宙産業に向けた耐熱合金の切削加工技術の開発」

ほか９件

２．窯業技術センター研究テーマ

「陶磁器関連製造技術を活用した多孔質素材の開発」

「高機能セラミック製品の３Dプリンティング技術開発」

ほか３件
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 依頼試験
（担当課）

新産業創造課

目 的
製品、原材料の品質管理などに必要な各種の試験を実施し、県内企業の技術開発や製品

化の促進を図る。

開始年度
～

終期年度
予算額

（本年度）
5,705 千円

（前年度）
      4,967 千円

（事業の概要）

１． 工業技術センターでは、金属等の材料、製品の品質評価及び水質、食品中成分等の分析を

実施。

    材料強度試験・組織試験、表面粗さ分析、食品の成分分析、水質分析（濁度、イオン）、

各種元素分析など

２． 窯業技術センターでは、無機材料等の試験を実施。

耐火度、吸水率、収縮率、Ｘ線回折、焼成試験、摩耗試験、図案調整（デザイン）など
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 戦略プロジェクト研究推進事業
（担当課）

新産業創造課

目 的
研究機関単独での解決が困難な県政の重要課題について、県内外の外部リソースを活用

した産学官連携や部局間連携により、新たな社会的、経済的価値の創出を図る。

開始年度
～

終期年度
Ｈ２０～ 予算額

（本年度）
32,020千円

（前年度）
33,834千円

（事業の概要）

県研究機関、大学、企業等が連携し、共同研究体制を構築してプロジェクト研究を実施する。

① 平成31年度開始プロジェクト研究（研究期間：H31～R3）

Ⅰ．航空宇宙関連産業の市場獲得に向けた切削加工技術の高度化

Ⅱ．県産ブリの付加価値向上を図る新技術の開発       

② 令和３年度開始プロジェクト研究（研究期間：R3～R5）

Ⅰ. 認知機能の維持・改善に資する、高溶解ヘスペリジン食品の開発
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 外部資金研究事業
（担当課）

新産業創造課

目 的
本県が目指す戦略的分野での研究開発事業を充実し、新たな技術を開発することにより、地域

経済の中心となる新産業の育成を図る。

開始年度
～

終期年度
Ｈ１６～ 予算額

（本年度）
16,660 千円

（前年度）
      24,771 千円

（事業の概要）

  

本県の社会的条件や自然条件に立脚した研究課題を解決するためには、国等が公募する競争的資金の活

用が不可欠である。公募事業が採択された場合に事業を円滑に実施できるよう、応募予定の研究テーマの

予算化を行う。

また、企業等から委託を受けて研究開発を行う。
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 長崎技術研究会運営事業
（担当課）

新産業創造課

目 的
県内企業の技術力を向上させ、高付加価値の新製品開発ができる企業に成長してもらう

よう、研究員がそれぞれ得意としている技術を核にして、その技術に関心のある企業、大
学と共同で部会を組織し運営する。

開始年度
～

終期年度
Ｈ３～ 予算額

（本年度）
1,986 千円

（前年度）
      1,995 千円

（事業の概要）

１．事業対象者

県内企業等

２．手段・活動

(1)企業や大学と共同して部会を組織し、研究会や講習会を行う。

(2)企業ニーズ調査及びセンターＰＲのため研究キャラバンを行う。

３．意図・成果

企業と共同で新製品や新技術の開発に取組む。

（参考）

  研究会一覧

１．光応用技術研究会

２．自動制御技術研究会

３．パワーエレクトロニクス技術研究会

４．生産技術研究会

５．材料加工技術研究会

６．シミュレーション技術研究会

７．加工食品技術研究会

８．水処理技術研究会
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 知的財産活用支援事業
（担当課）

新産業創造課

目 的
知的財産に関する普及啓発を図るとともに、県公設試や県内大学、大企業等が保有する特許・

技術を活用した県内中小企業による新製品の開発や新事業への展開を支援し、県内産業の振興を
図る。

開始年度
～

終期年度
Ｈ３１～ 予算額

（本年度）
10,157 千円

（前年度）
      10,160 千円

（事業の概要）

１．知的財産活用推進員等の配置

長崎県発明協会に知的財産活用推進員等を配置し、知財総合支援窓口や長崎県産業振興財団、県

内大学、県公設試等の関係機関と連携しながら、企業訪問等による特許ニーズ・技術シーズの掘り

起こしを行い、ニーズに基づいた個別マッチングとライセンサー（特許権者）への橋渡しを支援す

る。さらに、事業化へ向けた特許権の実施許諾契約等の支援も実施する。

２．知的財産セミナーの開催

県内中小企業や金融機関を対象とした知的財産活用に関する普及啓発のため、①知的財産を活用

した製品開発の利点と事例紹介、②融資の判断材料となり得る知的財産の価値、③海外展開やブラ

ンド戦略のノウハウ、④権利侵害の危険性とその対策、といった実用的なセミナーを開催する。
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経 営 支 援 課

１． 進化に挑戦する

1-1 危機的な状況を打開する事業継続の支援

・事業継続緊急サポート事業 ………………………………………………… ６０

・中小企業金融対策貸付事業 ………………………………………………… ６１

・経営安定資金（中小企業金融対策貸付事業） ……………………………… ６３

・小規模企業者支援資金（中小企業金融対策貸付事業） …………………… ６４

   ・事業承継資金（中小企業金融対策貸付事業） ………………………………  ６５

   ・金融補完対策事業   …………………………………………………………… ６６

      ・高度化資金貸付事業   ………………………………………………………… ６７

1-2 デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進

・フィジタル型スマート店舗等経営支援事業 ………………………………… ６９

・サービス産業経営体質強化事業 ……………………………………………  ７０

３． 地力を高める

3-1 成長分野の新産業創出・育成

・ヘルスケア産業創出促進事業 ……………………………………………… ７１

3-3 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

・中小企業新規事業展開等支援プロジェクト事業 ………………………… ７２

・地域産業支援資金（中小企業金融対策貸付事業） ……………………… ７３

・地方創生推進資金（中小企業金融対策貸付事業） ……………………… ７４

・事業承継への支援 …………………………………………………………… ７５

・経営基盤強化事業 …………………………………………………………… ７６

・商店街等を核とする地域のにぎわい創出支援事業 ……………………… ７７

・商店街活性化指導事業 ……………………………………………………… ７８

・大型店等出店調整事業 ……………………………………………………… ７９

・長崎港活性化推進事業 ……………………………………………………… ８０

・海外ビジネス展開促進事業 ………………………………………………… ８１

・創業バックアップ資金（中小企業金融対策貸付事業） ………………… ８２
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基本指針 １ 進化に挑戦する 施策の柱 １－１ 危機的な状況を打開する事業継続の支援

事 業 名 事業継続緊急サポート事業
（担当課）

経営支援課

目 的

  新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け経営環境が悪化した県内中小企業者に対

し、中小企業診断士が国、県等の各種支援制度の周知を行うとともに、当該事業者にとっ

て適切な制度の活用方法を提案、書類作成等を支援することで、各種支援制度の活用を加

速させ、中小・小規模事業者の事業継続を支援する。

開始年度
～

終期年度
Ｒ２～ 予算額

（本年度）
10,362千円

（前年度）
    21,526千円

（事業の概要）

１ 緊急相談窓口の開設

相談希望者を担当診断士に繋ぐ窓口として、緊急相談窓口を設置。

２ 国、県等の各種支援制度の周知

国や県等の各種支援制度の周知を行うとともに、窓口へ相談があった事業者や県内各地で開

催する相談会の参加事業者に対し、事業者にとって適切な制度の活用を提案。

３ 各種申請等の書類作成支援

金融機関等からの融資または国や県等の各種支援制度の活用を希望する事業者に対して、必

要な支援を実施。（中小企業診断士の派遣は 1 事業者 3 回まで無料。）

４ 県内各地における現地相談会

三密を回避するための時間予約制の個別相談方式やリモート方式により、新型コロナウイル

スの感染拡大防止を徹底して、県内各地で相談会を開催。
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基本指針 １ 進化に挑戦する 施策の柱 １－１ 危機的な状況を打開する事業継続の支援

事 業 名 中小企業金融対策貸付事業
（担当課）

経営支援課

目 的

信用力・担保力の不足等により資金調達力の弱い中小企業が、信用保証協会の保証制

度を活用した設備資金や運転資金の融資を受けることができるよう、金融機関に対して

融資原資の一部を無利子で預託するとともに、保証料の一部補助などを行う。

開始年度
～

終期年度
予算額

（本年度）

42,105,300 千円

（前年度）

20,899,700 千円

（事業の概要）

  
① 県から金融機関に融資原資を無利子預託（単年度）
② 中小企業は信用保証協会の保証を受ける際に､保証料を支払
③ 金融機関は一定の自己資金を加えて、中小企業に対し長期・固定で資金貸付
④ 県は中小企業の保証料負担を軽減するため、保証料の一部を補給
⑤ 中小企業が返済できなくなった場合、信用保証協会が金融機関に代位弁済
⑥ 代位弁済による信用保証協会の損失の一部について県が損失補償

(参考）
事業の経過及び予算（決算）額

                                         （単位：千円）

年 度
当初予算額

（預託ベース）

  新 規 融 資 実 績   年 度 末 融 資 残 高

件 数 金 額 件 数 金 額

   １９ 26,191,733      4,874 37,384,646     10,629 76,759,121

   ２０ 29,004,300      7,471 68,537,040     12,709 101,544,532

   ２１ 51,669,800      3,780 28,844,196     12,623 94,907,222

   ２２（※） 55,352,000      4,157 31,437,280     12,261 91,059,817

２３ 46,989,000 2,889    21,668,562 11,702     82,137,564

   ２４ 40,098,600      2,910 24,068,904     11,178 75,031,969

   ２５ 35,694,400      3,780 29,085,322     11,300 72,863,221

   ２６ 34,710,500      3,364 23,950,720     10,516 64,006,343

①預託 ③貸付

④保証料補給 ②保証申込

⑥損失補償

金融機関

信用保証協会

県 　　　 ⑤代位弁済

中
小
企
業
者

②保証承諾

②保証料支払

返済
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年 度
当初予算額

（預託ベース）

  新 規 融 資 実 績   年 度 末 融 資 残 高

件 数 金 額 件 数 金 額

   ２７ 28,511,300      3,526 25,467,538      9,908 59,292,555

２８ 26,684,500 3,233 27,353,738 9,310 56,362,534

２９ 24,837,100 3,054 25,512,485 8,785 52,629,288

３０ 23,469,000 2,694 24,171,140 7,575 50,062,489

Ｒ１ 22,273,800 2,216 19,307,642 6,589 42,975,313

Ｒ２ 20,899,700 10,901 159,450,979 12,889 153,806,871

※２２年度は６月補正後（当初は骨格予算のため）

＜令和３年度当初予算＞                     （単位：千円）

             項 目

資 金 名
予算額（原資） 融 資 枠

経営安定対策貸付

経営安定資金 4,953,000 17,336,000

小 計 4,953,000 17,336,000

小規模企業者等対策貸付

小規模企業者支援資金   481,000      1,600,000

下請企業・協同組合振興資金        119,000      946,000

小 計    600,000    2,546,000

緊急資金繰り対策貸付     

緊急資金繰り支援資金      1,660,000     10,000,000

小 計      1,660,000     10,000,000

特別対策貸付

再生支援資金 164,500 500,000

地域産業支援資金 1,180,000 3,586,000

地方創生推進資金 672,000 1,809,000

創業バックアップ資金 149,000 400,000

事業承継資金 75,000 200,000

小 計    2,240,500 6,595,000

過年度資金再預託貸付 32,651,800 179,831,700

合 計 42,105,300 216,208,700
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基本指針 １ 進化に挑戦する 施策の柱 １－１ 危機的な状況を打開する事業継続の支援

事 業 名 経営安定資金（中小企業金融対策貸付事業）
（担当課）

経営支援課

目 的

県内中小企業の経営基盤の安定に必要な長期の事業資金及び資金繰りの安定に必要
な短期の事業資金の融通の円滑化を図り、中小企業の経営安定に資する。

また、県内中小企業の設備投資を後押しするとともに、地域経済の牽引力となる中堅
企業や競争力強化を目指す企業の前向きな設備投資を支援する。

さらに、中小企業経営力強化支援法に基づく経営改善等に取り組む企業を支援する。

開始年度
～

終期年度
Ｈ１７～ 予算額

（本年度）
8,582,800 千円

（前年度）
13,736,400 千円

（事業の概要）

○融資対象

県内において事業を継続し、かつ、県税を完納している中小企業者のうち、次のいずれかに該当

する者。ただし、短期資金については、短期資金を必要とする者とする。

【長期】

１．直近期の税務申告決算と直近期の前期以前３期のいずれかの税務申告決算とを比較し、

売上高の減少又は経常利益（個人事業者は所得金額とする。）が減少している者

２．中小企業信用保険法第２条第５項（経営安定関連特例）に規定する特定中小企業者

（セーフティネット認定企業）

３．最近３か月間の売上高等が前年同期比５％以上減少している者

４．直近期の税務申告決算において繰越欠損（個人事業者はマイナスの元入金）を内包して

いる者

  ５．本制度を利用中の者で、返済財源が不足するために再調達資金を必要とする場合に、当初

融資金額以下で本制度の借換を行う者

【長期設備】

１．工場、倉庫、店舗、事務所等を新築、増築、改築または改装しようとする者

２．構築物、機械、装置等を新設、増設、更新または改造しようとする者

３．資材置場、駐車場用地等、事業に係る土地取得を主目的とする者又は１及び２を目的と

する土地取得を行う者

【経営力強化】

中小企業等経営強化法に基づき国から認定を受けた経営革新等支援機関の支援を受けながら、

経営力の強化を図る者

○新規融資枠  24,766,000千円（県予算額 7,076,000千円）

○融資限度額  長期    50,000千円  短期       20,000千円

長期設備   1億円    経営力強化  50,000千円

○償 還 期 間  長期    運転資金 ７年以内（うち据置１年以内）

                  設備資金 10年以内（うち据置２年以内）

短期    運転資金・設備資金 １年以内

長期設備 設備資金  15年以内（うち据置２年以内）

経営力強化 運転資金  ５年以内（うち据置１年以内）

設備資金 ７年以内（うち据置１年以内）

○貸 付 金 利  長期  年1.95％以内 短期       年1.55％

長期設備 年2.15％以内 経営力強化 年1.85％以内

○保  証  料  長期、短期、長期設備 年0.45％～1.30％

セーフティネット適用の場合

1号～4号、6号 0.45％、5号、7号、8号 0.40％

経営力強化  年0.45％～1.20％

（参考）○経営安定資金（長期）（旧中小企業振興資金（経営安定枠））の実績

平成29年度   829件  10,077,494千円 平成30年度   789件 9,179,624千円

令和元年度   457件 5,091,356千円  令和２年度   110件 1,051,747千円
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基本指針 １ 進化に挑戦する 施策の柱 １－１ 危機的な状況を打開する事業継続の支援

事 業 名 小規模企業者支援資金（中小企業金融対策貸付事業）
（担当課）

経営支援課

目 的
責任共有制度導入による小規模企業者への影響を緩和するため、責任共有制度対象外

の国の全国統一保証制度である「小口零細企業保証」を活用した県制度により、県内小
規模企業者の事業資金の調達を確保し、もって経営の安定に資する。

開始年度
～

終期年度
Ｈ２２～ 予算額

（本年度）
688,000 千円

（前年度）
995,000 千円

（事業の概要）
○ 融資対象

保証協会の保証による借入れが、この資金の借入れを含めて２，０００万円を超えない者で

あって、次のいずれかに該当する者

１．県内において事業を継続し、県税を完納している小規模企業者（NPO法人を除く）

２．小規模企業者（NPO法人を除く。）のうち、特別小口保険を利用する者は、県内で同一

の業種に係る事業を１年以上継続して行い、源泉徴収による所得税以外の所得税（法人

である場合は法人税）、事業税又は県民税、市町村民税の所得割（地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）の規定による障害者控除額、老年者控除額又は寡婦控除額を控除さ

れたことにより、県民税又は市町村民税の所得割の税額がなくなった者である場合は均

等割､法人である場合は法人税割）のいずれかについてこの資金の借入申込日以前１年間

において納期（延納、納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。）が到来した税

額がある者であって、かつ、当該税額（延納、納税の猶予又は納期限の延長があった場

合は、これに係る期限がこの資金の借入申込日の翌日以降に到来するものを除く。）を

完納している者

○ 新規融資枠   1,600,000千円（県予算額 481,000千円）

○ 融資限度額   20,000千円
               
○ 償 還 期 間   運転 ７年以内（うち据置１年以内）

          設備１０年以内（うち据置２年以内）
             
○ 貸 付 金 利   年1.90％以内

○ 保  証  料 年0.50％～1.60％
          セーフティネット適用の場合

1号～8号  0.45％

          特別小口保険の場合     0.45％

参考）

○ 小規模企業者支援資金の実績
平成26年度  358社   1,069,643 千円
平成27年度  299社    989,875 千円
平成28年度  257社    755,874 千円
平成29年度  248社    806,170 千円
平成30年度  204社    719,310 千円
令和元年度  190社    614,110 千円
令和２年度  82社    252,678 千円
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基本指針 １ 進化に挑戦する 施策の柱 １－１ 危機的な状況を打開する事業継続の支援

事 業 名 事業承継資金（中小企業金融対策貸付事業）
（担当課）

経営支援課

目 的
県内中小企業の経営者の高齢化が進む中、事業承継段階を迎えた中小企業者の円滑な事業承継

の実現を支援する。

開始年度
～

終期年度
  Ｈ２９～ 予算額

（本年度）
79,000 千円

（前年度）
85,000 千円

（事業の概要）

【融資対象】
県内において事業を継続し、かつ、県税を完納している中小企業者のうち、５年以内に事業承継

予定又は事業承継後５年以内の者で、次のいずれかに該当する者

（１）被承継者の親族、役員又は従業員による事業承継で、次のいずれかに該当する者

① 個人事業主から事業を承継した個人又は会社

② 代表者の交代による経営の承継を行う会社

③ 事業承継のために設立された持株会社

（２）被承継者の事業の承継を行う個人又は会社

【融資条件等】

融 資 限 度 額・・・１億円

償 還 期 間・・・運転資金：１０年以内（うち据置１年以内）

         設備資金：１５年以内（うち据置２年以内）

貸 付 利 率・・・年１．６５％

保 証 料・・・年０％～１．１２％

担保・保証人・・・取扱金融機関又は保証協会の定めるところによる。

【資金使途】

・事業用資産の取得費用（事業に必要な土地・建物・設備等を買い取るための費用など）

・運転資金（商品・原材料の仕入費用、人件費、販路開拓費など）

・設備資金（設備の更新、新たな設備の導入のための費用など）

・株式の取得費用（経営安定のために会社が他社から自社株を買い取るための費用など）

・その他事業承継に必要な資金

（参考）

○ 事業承継資金の実績
令和元年度  １社    30,000 千円
令和２年度  １社    8,150 千円
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基本指針 １ 進化に挑戦する 施策の柱 １－１ 危機的な状況を打開する事業継続の支援

事 業 名 金融補完対策事業
（担当課）

経営支援課

目 的
信用保証協会の信用保証制度などの信用補完制度を活用した県内中小企業向け制度融

資により、県内中小企業者の資金調達の円滑化と負担の軽減を図る。

開始年度
～

終期年度
予算額

（本年度）
1,982,255 千円

（前年度）
      251,409 千円

（事業の概要）

１ 長崎県保証料補給補助金

県制度融資について、中小企業者の負担軽減を目的として保証料を引き下げ、信用保証協会に対
して、引き下げ分を補助金として交付する。

２ 利子補給補助金
  緊急資金繰り支援資金（新型コロナウイルス感染症対応）に係る当初３年間の利子相当分を金融

機関を通して中小企業者に利子補給することで、実質無利子融資を実施する。

３ 利子補給事務補助金
  実質無利子融資を円滑に実施するため、利子補給事務に要する経費を金融機関に補助金として交

付する。

４ 損失補償金
信用保証協会の保証を促進するため、県制度融資のうち、県が信用保証協会と損失補償契約を締

結した資金について、代位弁済が行われた場合、代位弁済額から日本政策金融公庫からの保険金、
金融機関の負担金等を控除した額の一定割合を損失補償金として信用保証協会に交付する。

※ 信用補完制度
   ① 信用保証制度
     信用保証協会が、信用力・担保力等の不足により、金融機関から貸付けを受けることが困難

な中小企業の資金調達の円滑化を図るため、当該中小企業者が資金を借入れる際に、債務保証
を行う。

② 信用保険制度
日本政策金融公庫が、信用保証協会の保証債務について、代位弁済が発生した場合の保険業

務等を行う。
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基本指針 １ 進化に挑戦する 施策の柱 １－１ 危機的な状況を打開する事業継続の支援

事 業 名 高度化資金貸付事業
（担当課）

経営支援課

目 的

同じ業種や関連の深い中小企業者が組合組織等によって企業規模の適正化、事業の共同化、
工場・店舗等の集団化、事業の転換及び小売商業における経営形態の近代化により、中小企業
構造の高度化を図ろうとする場合、中小企業基盤整備機構と県が財源を出し合って長期、低利
の融資を行う。

開始年度
～

終期年度
Ｓ３１～ 予算額

（本年度）
1,627 千円

（前年度）
      ―

（事業の概要）

           貸付条件等

  助成対象事業

貸 付 割 合

金利

償  還 期  限

機構 県 計
うち

据置期間

１．経営革新計画承認グループ事業 64 16 80

0.35以内
又は

無利子

  

20年以内 3年以内

２．異分野連携新事業分野開拓計画認定

グループ事業

80 10 90

３．下請振興事業計画承認グループ事業

64 16 80

４．総合効率化計画認定グループ事業

５．施 設 集 約 化 事 業

６．共 同 施 設 事 業

７．設 備 リ ー ス 事 業

８．企 業 合 同 事 業

９．集 団 化 事 業

１０．集 積 区 域 整 備 事 業

１１．地域産業 創造基 盤整 備事業

１２．商 店 街 整 備 等 支 援 事 業
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（参考）

事業の実績                            （単位：千円）

年 度 件 数 貸付金額
財 源 内 訳

県 機 構

元 9 2,111,721 518,572 1,593,149

2 9 2,128,180 566,977 1,561,203

3 16 2,350,082 753,077 1,597,005

4 16 2,132,398 741,485 1,390,913

5 11 1,383,397 475,059 908,338

6 6 2,624,000 974,610 1,649,390

7 6 593,402 199,598 393,804

8 6 1,979,617 658,154 1,321,463

9 4 710,940 233,356 481,584

10 2 265,390 87,252 178,138

11 4 875,820 109,955 765,865

12 5 874,144 109,537 764,607

13 3 229,382 65,346 164,036

14 3 189,199 61,491 127,708

15 2 119,863 39,456 80,407

16 4 145,468 96,182 49,286

17 0    0 0 0

18 2 308,826 100,705 208,121

19 0    0 0 0

20 1 9,712 9,712 0

21 0    0 0 0

22 1 74,700 59,760 14,940

23 1 10,751 10,751 0

24 0 0 0 0

25 2 68,962 14,502 54,460

26～Ｒ2 0 0 0 0

※B方式（原則として、2つ以上の都道府県にまたがる広域の事業に対する貸付方法で、中

小企業基盤整備機構が貸付を行う）の貸付金額には機構負担分は含まない。
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基本指針 １ 進化に挑戦する 施策の柱
１－２ デジタルトランスフォーメーション（DX）

の推進

事 業 名 フィジタル型スマート店舗等経営支援事業
（担当課）

経営支援課

目 的

実店舗とデジタル技術の融合による新たな購買体験の提供など、多様化する消費者ニーズに対
応するとともに、新型コロナウイルス感染症対策や生産年齢人口の減少による人手不足対策の観
点を踏まえながら、高付加価値かつ持続可能なフィジタル型スマート店舗の成功モデルを構築
することを目的とする。

開始年度
～

終期年度
Ｒ３ 予算額

（本年度）
29,544 千円

（前年度）
      －

（事業の概要）

  １．フィジタル型スマート店舗等経営支援事業

実店舗における対面サービス（フィジカル）とデジタル技術活用（デジタル）の両方の利点を活か
したサービスを提供する「フィジタル型スマート店舗」に関心を持つ多様な事業者間の連携を図る
ことで、新たな店舗を創出

（１）ワークショップの開催
オープンイノベーションの視点を取り入れたワークショップを通じて事業者間の連携を促

進。また、新事業創出に必要なビジネスノウハウ等を学ぶことが出来るセミナーを開催。

（２）専門家派遣
事業化に取り組む事業者（グループ）に専門家を派遣し、事業実現に向けた計画策定及び実

      践を支援。

（３）事例報告会の開催
ワークショップの開催、専門家派遣を通じて実際にフィジタル型スマート店舗の実現に至っ

た事業者（若しくは事業者グループ）による事例発表会を開催し、更なるスマート店舗の創出
に向けた機運を醸成

  ２．フィジタル型スマート店舗等経営支援補助金

フィジタル型スマート店舗の実践にかかるイニシャルコストを対象に補助金を交付

○補助率：１／２以内

○補助上限額：１社あたり5,000千円

○補助金の対象経費
   ・開発費

    機器やソフトウェアの開発に要する経費
・備品・機械装置、ソフトウェア等購入費

    備品・機械装置、ソフトウェア等の購入に要する経費
・外注費

店舗の営業開始に必要な工事等、事業遂行に必要な業務の一部の第三者への外注
（請負・委託等）に要する経費
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基本指針 １ 進化に挑戦する 施策の柱
１－２ デジタルトランスフォーメーション（DX）

の推進

事 業 名 サービス産業経営体質強化事業
（担当課）

経営支援課

目 的

2040年問題を見据え、県内サービス産業事業者等がＤＸにより生産性向上に取り組み、環境
変化に適応し続ける自己変容力を高めて「稼ぐ力」を強化するとともに、その成果を従業員
の処遇改善につなげることで若者や女性に「選ばれる企業」となるように、組織・経営に係
る大胆な変革を支援。

開始年度
～

終期年度
Ｒ３～Ｒ５ 予算額

（本年度）
227,228 千円

（前年度）
        －

（事業の概要）

① サービス産業経営体質強化事業業務委託
生産性向上（付加価値額年率３％以上向上）及び処遇改善（給与総支給額年率１．５％以上向上）

に意欲的に取り組むサービス産業事業者に対し、伴走支援を実施。
取組内容に応じた専門家や第三者パートナーの選定及びマッチング、計画策定及び実践の支援を行

うほか、取組事例の広報等により、県内事業者等へ周知を図り、ＤＸの取組意欲向上につなげる。
  
  

② サービス産業経営体質強化補助金
・補助率：２／３以内
・補助上限額：２年間で１社あたり20,000千円
・補助金の対象経費

  事業者が策定した組織・経営変革計画の実践に要する経費
  例） １）ＤＸのためのシステム・設備等導入経費

      ２）業務プロセスや業務そのものの見直しに係る経費
       ・コンサルティング等の委託料
       ・人事評価システムの導入（能力給・副業制度等）
      ３）第三者パートナー（専門家）等の報酬
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－１ 成長分野の新産業創出・育成

事 業 名 ヘルスケア産業創出促進事業
（担当課）

経営支援課

目 的
異業種連携によるサービスの複合化や地域資源の活用等により、健康寿命延伸に寄与する付加

価値の高いヘルスケアサービスの創出を促進し、成功モデルを構築・横展開させることで、今後
の成長が期待されるヘルスケア産業（※）の底上げを目指す。

開始年度
～

終期年度
Ｈ３１～Ｒ３ 予算額

（本年度）
9,339 千円

（前年度）
      12,159 千円

（事業の概要）

  １．ヘルスケアサービス事業化促進事業

ヘルスケア産業に関心を持つ多様な事業者間の連携を図ることで、新たなサービスを創出

（１）ワークショップの開催
       ヘルスケアサービスの創出に向け、先進事例セミナーやワークショップを通じて事業者間の

連携を促進

（２）専門家派遣
事業化に取り組む事業者グループに専門家を派遣し、サービスの高付加価値化等に向けた計

画の策定及び実践を支援

（３）事例発表会（健康長寿部会）の開催
ワークショップの開催、専門家派遣を通じてヘルスケアサービスの事業化を実現した事業者

グループによる事例発表会を開催し、更なるヘルスケアサービスの創出に向けた機運を醸成

２．サービス産業生産性向上アシスト事業

  事業化に取り組む事業者や事業者グループに対するフォローアップなど、専門家を派遣して助言

等を行うとともに、サービス産業振興の方向性を共有するために商工団体や金融機関等の関係機関

との協議会を開催

（１）事業者のフォローアップ等

サービス産業の生産性向上を目指す過年度支援対象者や複数の事業者からなるグループに

対して、専門家を派遣し、課題解決や意識啓発のために必要な助言等を実施

（２）サービス産業生産性向上推進協議会

民間企業や経済団体の実務責任者などをメンバーとして協議会を開催し、本県サービス産業

の振興に関する方針や施策の共有、普及啓発活動、意見交換等を実施

（参考）
（※）ヘルスケア産業：公的保険を支える公的保険外サービスの産業群

＜想定されるサービス＞
健康づくり（フィットネス）、観光（高齢者旅行サービス）、栄養・食事指導、リハビリ支援、
理美容 等
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 中小企業新規事業展開等支援プロジェクト事業
（担当課）

経営支援課

目 的

  県内中小企業者に対して、ワンストップ相談対応や事業計画の策定・磨き上げから実践

に至るまでの伴走型支援を行い、事業者の事業拡大や生産性向上による付加価値額の増大

を目指す。

開始年度
～

終期年度
Ｒ２～Ｒ４ 予算額

（本年度）
7,907千円

（前年度）
      10,133 千円

（事業の概要）

  

県内中小企業者の新規事業展開に対し、中小企業診断士がワンストップ相談対応や事業計画策定支

援等の伴走型支援を行う。

○事業内容

一般社団法人長崎県中小企業診断士協会へ委託し、商工会・商工会議所等の支援機関と連携して  

以下の支援を実施

  

１．事業者に対する支援

①ミニ相談会の開催（各商工会議所、商工会単位 計 18 箇所を予定）

  新規事業展開に取り組む事業者の掘り起こしや計画策定に向けた意識醸成を行うため、商工団体

等と連携し、原則として、各商工会議所、商工会単位でミニ相談会を開催する。

②計画策定等支援員派遣による事業計画策定から実践までの伴走型支援の実施

県、商工団体等の要請に応じ、事業者に対する実践的な指導・助言ができる計画策定支援員を派

遣し、新規事業展開の実現に必要な経営状況調査、経営分析、経営診断などを実施し、商工団体等

と連携しながら、事業計画の策定、磨き上げから実践まで、補助金、融資制度等の各種支援施策の

活用も含めた伴走型支援を行う。

事業者が計画を実践する中で、課題が生じた場合は、その課題を分析し解決に向けた支援を行う。

２．事業承継により経営者が交代した又は交代する予定の事業者に対する支援

県、商工団体等の要請に応じ、事業承継を契機として新規事業展開を図り、国の事業承継補助金

等の申請を目指す事業者に対して計画策定等支援員を派遣し、補助事業計画書等の策定支援を行う。
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 地域産業支援資金（中小企業金融対策貸付事業）
（担当課）

経営支援課

目 的

過疎・離島半島地域の産業振興、地域商店街の活性化及び付加価値の向上に取り組む

中小企業者に対し、事業の遂行に必要となる資金の融通の円滑化を図り、県内の産業振

興に資することを目的とする。

開始年度
～

終期年度
Ｈ１７～ 予算額

（本年度）

2,317,000 千円

（前年度）

3,239,000 千円

（事業の概要）

○融資対象

  県内において事業を継続し、かつ、県税を完納している中小企業者のうち、次のいずれかに

該当する者。

１．過疎・離島半島振興

過疎地域・半島地域・離島地域において、事業を継続している中小企業者

２．地域雇用促進応援

地域産業雇用創出チャレンジ支援事業【事業拡充支援】の補助の採択を受けた者

３．経営革新応援

次のいずれかに該当する者

①新たな需要を創造するための商品・サービスの開発、業務の効率化など、付加価値

の向上につながるものとして、国の経営力向上計画の認定又は県の経営革新計画の

承認を受けた者

②商工会等が「地域産業活性化計画」の取組の中で重点支援先と定め、商工会等の支

援を受けて国、県、市又は町の補助事業の採択を受けた者

４．商店街活性化

県内において小売業又はサービス業を行う者（ただし、卸売業、製造業を行う者が小売業

を開始する場合など、既存事業の業容拡大を図る者を含む）で、商店街への出店、店舗の改

装等、商店街の活性化に資するものとして、商工会議所又は商工会より認定を受けた者

○ 新規融資枠   3,586,000千円（県予算額 1,180,000千円）

○ 融資限度額   50,000 千円             

○ 償 還 期 間   運転 ７年以内（うち据置１年以内）

設備１０年以内（うち据置２年以内）

○ 貸 付 金 利   融資対象１:年1.80% 融資対象２:年1.55%以内

融資対象３:年1.55% 融資対象４:年1.50％

○ 保  証  料    年0.05％～0.90％

ただし、３.経営革新応援の①については、0.40％

（参考）

  ○ 過疎・離島半島振興（旧地域産業対策資金）の実績

平成29年度   426件  3,447,579千円

平成30年度   418件  4,098,809千円

令和元年度   301件  2,909,627千円

令和２年度   98件  693,344千円

  ○ 経営革新応援の実績

平成30年度    4件  32,755千円    令和２年度   実績なし

令和元年度        1件  1,500千円

  ○ 商店街活性化（旧商店街魅力アップ支援資金）の実績

平成29年度   実績無し

平成30年度   実績無し

令和元年度   実績無し

令和２年度   実績無し
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 地方創生推進資金（中小企業金融対策貸付事業）
（担当課）

経営支援課

目 的
食品製造業、ものづくり企業、観光関連産業等の分野において、県内中小企業の前向

きな取組を支援し、地方創生の推進に寄与することを目的とする。

開始年度
～

終期年度
Ｈ２８～Ｒ７ 予算額

（本年度）
1,178,000 千円

（前年度）
1,034,000 千円

○融資対象

県内において事業を継続し、かつ、県税を完納している中小企業者のうち、次のいずれかに該当す

る者。ただし、令和元年９月末までに旧食のながさき応援資金または旧光福の街長崎おもてなし資

金の市町の長の推薦を受けた者若しくは令和元年９月末までに旧ものづくり企業育成応援資金の

県の認定を受けた者は該当する者とみなす。

１．食のながさき応援

① 食品の製造及び加工に関する国の経営力向上計画の認定又は県の経営革新計画の

承認を受けた者

② 長崎フードバリューアップ事業計画の認定を受けた者

２．ものづくり企業育成応援

① 下記５分野に関する国の経営力向上計画の認定又は県の経営革新計画の承認を受

けた者

ア 半導体関連  イ ロボット（産業用機械）関連  ウ 造船・プラント関連

エ 医療機器関連  オ 航空機関連

② 長崎県新成長ものづくり産業事業拡大計画の認定を受けた者

③ 長崎県成長産業サプライチェーン強化事業計画の認定を受けた者

④ 長崎県航空機関連産業事業拡大計画の認定を受けた者

⑤ 長崎県ロボット・ＩｏＴ関連システム開発実証事業計画の認定を受けた者

３．健康・観光関連産業応援

① ヘルスケア産業若しくは観光関連産業に関する国の経営力向上計画の認定又は県

の経営革新計画の承認を受けた者

② 宿泊業生産性向上支援

宿泊業を営む者又は宿泊施設を所有する者で、県内観光産業の活性化に寄与する者とし

て、県の「宿泊業等生産性向上促進支援事業」の支援、「観光関連産業経営支援事業」

の支援又は経営革新等支援機関の指導を受けて事業計画書を策定した者

○新規融資枠 1,809,000千円（県予算額 672,000千円）

○融資限度額 200,000千円（内、運転資金 50,000千円）

       ただし、融資対象３②については、280,000千円

※融資対象１及び３②については、運転資金単独の利用は不可

○償 還 期 間 融資対象１  運転資金 ７年以内（うち据置１年以内）

設備資金 12年以内（うち据置２年以内）

融資対象２，３① 運転資金 ７年以内（うち据置１年以内）

設備資金 10年以内（うち据置２年以内）

融資対象３②   20年以内又は耐用年数のいずれか短い期間（うち据置２年以内）

○貸 付 金 利 融資対象１：年1.35％、融資対象２、３①：年1.30％、

融資対象３②：10年目までは年1.0％。11年目以降の利率は、その時点の

経営安定資金（長期）の利率以内とする。

○保  証  料 年0.20％

  （参考） ○地方創生推進資金の実績

平成29年度 17件 261,370千円、平成30年度 15件 605,716千円、令和元年度 3件 310,000千円

令和２年度 実績なし
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 事業承継への支援
（担当課）

経営支援課

目 的
県内事業者の事業承継を促進する体制を整備し、関係機関が連携して支援を実施していくこ

とで、後継者不在による廃業を低減する。

開始年度
～

終期年度
Ｈ３１～Ｒ３ 予算額

（本年度）
134,859 千円

（前年度）
74,774 千円

（事業の概要）

１．「事業承継・引継ぎ支援センター」の発足【国予算：124,790千円】

Ｍ＆Ａ等の事業引継ぎ支援を行う「事業引継ぎ支援センター」と親族内承継支援を行う「事業
承継ネットワーク」を統合し、中小企業者等の円滑な事業承継・引継ぎ促進のため、事業承継診
断に基づく支援ニーズの掘り起こしや、事業承継計画の策定、譲渡・譲受事業者間のマッチング
等の支援をワンストップで行う。

  
・設置機関：長崎商工会議所（商工会館１階）
・人員体制：11人（統括責任者１人、承継コーディネーター１人、経営者保証コーディネーター

１人、サブマネージャー４人、エリアコーディネーター２人、事務員２人）
  ・業務内容：
   ①早期・計画的な事業承継の準備に対する経営者の気づきを促し、支援ニーズを掘り起こすプ

ッシュ型事業承継診断を実施するとともに、掘り起こされたニーズ等に応じて、地域の専門
家と連携しながら、診断実施機関等による事業承継計画策定支援を始めとした適切な個社支
援を行う。

   ②経営者保証に依存しない融資の後押しによる円滑な事業承継促進を目的に、経営者保証ガイ
ドラインに基づき経営者保証解除に向けた専門家による支援業務を行う。

③第三者による事業承継を促進するため、相談案件をデータベース化したうえで、広域も含め
たマッチングに取り組むとともに、商工団体や金融機関等の関係機関への訪問活動を通した
譲渡案件の発掘、マッチングコーディネーターの拡充や積極的活用を図り、成約件数の増加
を目指す。

   ＜令和３年度の取組目標＞
    ・事業承継診断の実施 2,421件
    ・事業承継計画の策定 253件
   ・経営者保証支援の申請   72件
    ・相談件数       311件（親族内承継 111件、第三者承継 200件）
    ・成約件数       66件（親族内承継 22件、第三者承継 44件）

２．移住創業・事業承継促進事業【県：10,069千円】

  ○国・県・市町・商工団体等の創業や事業承継等に係る各種支援制度の周知活動の強化
    市町、商工団体をはじめ、事業承継・引継ぎ支援センター、移住サポートセンター等との連携を

より一層強化し、各種支援制度の周知徹底を図ることで、活用・登録を促進する。

  ○廃業予定事業者向けの事業価値簡易査定サービス（無料）の実施
    事業価値の簡易査定（無料）を通して、廃業予定者に自らの事業の現存価値への気づきを促すこ

とで、事業承継・引継ぎ支援センターへの案件登録を促進し、廃業予定事業者と創業希望者の広域
的なマッチング機会の拡大を図る。

○本県へ移住して創業することを希望している県外在住者に対する支援の創設
中小企業診断士協会と連携することにより、創業準備等に関するセミナーを県外（東京・大阪・

福岡）で開催するとともに、セミナー等で掘り起こした移住創業希望者に対し、県外に居ながらの
事業計画策定の伴走支援を実施する。
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 経営基盤強化事業
（担当課）

経営支援課

目 的
新型コロナウイルス感染症の影響等を受けて、新事業展開・新分野進出等を図る県内事業者

に対して、持株会社設立や事業承継等の取組を支援し、経営規模の拡大等を促進する。

開始年度
～

終期年度
Ｒ２ 予算額

（本年度）
233,242 千円

（前年度）
            －

（事業の概要）

１．事業承継加速化事業等  230,000千円
一定規模以上の経営規模への拡大等を目的に、持株会社設立や事業承継等に取り組む事業者に対

して、必要な経費の一部を補助

① 補助対象者
持株会社設立や事業承継等に取り組む県内中小企業者等

② 補助対象経費
株式取得に要する経費、事業の譲り受けに要する経費、財務アドバイザー等に支払うコンサル
ティング料、士業専門家に支払う謝金、法人設立登記に要する経費 等

  
③ 補助率  １／２以内（補助上限10,000千円）

２．事業承継対象者抽出事業等  3,242千円
   廃業等のリスクを抱える事業承継対象者を抽出し、市町、商工団体等と情報共有したうえで、デ

ータベースを構築することで、事業承継のニーズを「見える化」

        

県内中小企業者の経営基盤の強化
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 商店街等を核とする地域のにぎわい創出支援事業
（担当課）

経営支援課

目 的

人口減少社会に対応する力強い地域商業の創出のため、担い手となる商店街組合等の体制を
強化するとともに、「商店街活性化プラン」に基づく商店街振興の取組を推進し、「地域のに
ぎわい創出」に繋げる。また、商店街以外のエリアにおいても、商業者を中心とした「新たな
にぎわい創出」に向けた活動を加速させ、地域の商業活動の活性化を図る。

開始年度
～

終期年度
Ｒ２～Ｒ４ 予算額

（本年度）
10,000 千円

（前年度）
      10,000 千円

（事業の概要）

○内 容：商店街のビジョン（将来像、コンセプト）やその実現のための事業を盛り込んだ商
店街活性化プランの策定及びその事業の実施に要する費用について、まちづくりの
主体となる市町と連携して支援。

      また、商店街以外のエリアにおける商業者等のにぎわい創出に係る活動について
も市町と連携して支援。

  ○事 業 費：10,000千円

   ○補助対象事業
  １．商店街活性化プラン事業 (商店街が対象)

   ①商店街体制強化事業
     経営支援セミナーなどの商店街の個店を強化する取組や商店街イベントの試行など商店

街の魅力向上を図る事業
   ②活性化プラン策定支援事業
      まちづくりセミナー受講や先進地視察など活性化プラン策定に関する事業

③商店街にぎわい創出事業
     住民、自治会、大学などと連携した地域協働による集客イベント、空き店舗を活用した

共同事業、個店の魅力を向上させるために商店街が一体となって取り組む事業など、商店
街活性化のためのソフト事業

④商店街共同施設等整備事業
来街者の安心・安全の確保、環境への配慮、景観整備など、商店街の機能を向上させ、

魅力ある買い物環境を創出するための共同施設等を整備する事業

  ２．地域のにぎわい創出事業 （商店街以外も対象）
      ①新たなにぎわい創出事業

     地域を巻き込んだイベントやフェアの開催、異業種連携による新たなサービスの開
発・提供、商業者が集まって取り組む地域課題の解決に向けた取組など、新たなにぎわ
いを創出する事業

○事業主体：商店街等（商店街振興組合、事業協同組合等）、商店街連合会、商工会、商工
      会議所、商業者、社会福祉法人、ＮＰＯ法人

○補 助 率：補助対象経費の4／10以内かつ市町補助額の4／8以内
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 商店街活性化指導事業
（担当課）

経営支援課

目 的
消費者ニーズの多様化、都市構造・交通体系の変化等による急激な環境変化に対する商

店街の適切な対応を支援するため、長崎県商店街振興組合連合会が行う商店街活性化のた
めの指導事業等に対して助成する。

開始年度
～

終期年度
Ｈ４～ 予算額

（本年度）
1,279 千円

（前年度）
      1,300 千円

（事業の概要）

○商店街振興組合指導事業費補助金  1,215千円

    長崎県商店街振興組合連合会が行う各振興組合への指導、人材育成等に対して助成。

         ①商店街振興組合への巡回指導

    ②商店街振興組合を対象とした研修事業の開催

③全国商店街振興組合連合会の研修事業等への派遣

  

     ※長崎県商店街振興組合連合会 会員数 18組合
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 大型店等出店調整事業
（担当課）

経営支援課

目 的 大規模小売店舗（大型店）の立地が、その周辺地域の生活環境を保持しつつ適正に行われること
を確保するための手続き（大規模小売店舗立地法）を、円滑に運用する。

開始年度
～

終期年度
Ｓ４８～ 予算額

（本年度）
1,186 千円

（前年度）
      1,603 千円

（事業の概要）

  ○大規模小売店舗の調整

「大規模小売店舗立地法」に基づき、県は、小売にかかる店舗面積 1,000㎡超の大型店の出店等

に際し、出店予定周辺地域の交通、騒音、廃棄物処理等の生活環境の保持の観点から、立地市町や

住民等の意見に配意し、国が定めた「建物設置者が配慮すべき指針」を勘案しつつ建物設置者に対

し意見を述べ、もってその立地が、周辺地域の生活環境を保持しつつ適正に行われることを確保す

る。

（参考）
          大規模小売店舗立地法の手続
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     ａ→③④
⑥→⑦

           ①→⑤

届出日から２月以内に設置者が実施

公告日から４月以内に意見を徴取

届出日から８月経過後に新設又は変更
⑥から２月経過後に新設又は変更
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 長崎港活性化推進事業
（担当課）

経営支援課

目 的
産業振興のインフラとしてのコンテナ航路の充実により、海外との『物の流れ』を促進

し、県内企業の国際競争力の強化を目的とする。

開始年度
～

終期年度
Ｈ２９～ 予算額

（本年度）
5,263 千円

（前年度）
      6,741 千円

（事業の概要）

 長崎港活性化センター（事務局：長崎市・長崎商工会議所）と連携した集貨活動の実施

 長崎港活性化センターによる貨物集荷に寄与する助成制度の調査・検討

 県内荷主企業・物流事業者を対象にしたポートセミナーの開催

 長崎～釜山航路の複数便体制の維持定着に向けた取組

（参考）長崎港活性化センター 令和３年度助成制度概要

助成制度 金額／TEU 対象 1企業当たり上限額

輸出コンテナ 1万円 輸出貨物 75万円

トライアル 輸出1万5千円
輸入1万円

長崎港新規利用者
1～5TEUまでの貨物

輸出    7.5万円
輸入     5万円

中国・東南アジア
向け輸出コンテナ

5千円 韓国以外への輸出貨物 37.5万円
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基本方針 ３ 自力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス業の生産性向上と成長促進

事 業 名 海外ビジネス展開促進事業
（担当課）

経営支援課

目 的
企業訪問等を通じて県内企業の海外展開に関する考え方や現状を把握し、国や関係機関の

支援制度の活用促進など、企業のステージに応じた支援を行うことで、県内中小企業等の海
外展開を促進する。

開始年度
～

終期年度
Ｈ３１～Ｒ３ 予算額

（本年度）
19,142 千円

（前年度）
25,780 千円

（事業の概要）

１．伴走型支援事業（企業訪問及び関係機関と連携した実践の支援）

訪問ヒアリングや定期的な海外ビジネス相談会の実施等により企業の課題やニーズを汲み取

り、適切な支援機関へ繋ぐなど実践にかかる支援を行う。

２．東南アジアビジネスサポートデスクの設置（Ｒ３委託先：株式会社福岡銀行）

【設置箇所】ベトナム、タイ、シンガポール、台湾

※ 内容により、上記以外の地域についても対応できる場合あり。

現地での事業展開に関するアドバイスや商談先紹介などの支援を行うため、東南アジアのビジネ

スに精通し、現地拠点を持つ相手方に、以下の業務を委託。

① ビジネスに関するアドバイス、相談、法令、制度等の基本調査等

② 商談先紹介、視察先紹介、調査手配等

③ 現地政府機関等へのアポイント調整

④ 現地通訳の手配

⑤ 職員の同行支援（視察先、展示会、商談会等）

⑥ 通訳の同行支援（視察先、展示会、商談会等）

⑦ 職員のオンライン支援（ＷＥＢ商談等）

⑧ 通訳のオンライン支援（ＷＥＢ商談等）

３．長崎県貿易協会上海事務所における企業支援

①中国産業顧問（アドバイザー）の配置

    中国の企業や行政の実情に通じているアドバイザーを上海事務所に配置し、県内企業等

    に市場開拓等のアドバイスを行う。

②専門コンサルタント活用事業

現地の民間コンサルタントを活用し、法律・規則・商慣習に関する相談・アドバイスを実施

する。

   ③展示会、商談会等への出展支援

   中国（上海市、福建省など）で開催される展示会等への出展支援を行う。

４．企業の海外マーケティング力育成支援（Ｒ３委託先：ＣＯＵＸＵ株式会社）

   自社取扱商品の海外販売を伸ばしたいが、貿易実務のノウハウ不足や信頼できる販売チャンネ

ルの構築ができていない県内企業を対象に、

① オンライン講座（座学）

② オンライン商談（実践）等の機会の提供

③ 知見やノウハウを有する「専門家による伴走型支援」

を委託事業として実施し、参加企業が自社分析や海外市場分析、海外向けのブランディング・

マーケティングを行えるよう支援し、自立して継続的に海外取引ができる企業を育成する。
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基本指針 ３ 地力を高める 施策の柱 ３－３ 製造業・サービス産業の生産性向上と成長促進

事 業 名 創業バックアップ資金（中小企業金融対策貸付事業）
（担当課）

経営支援課

目 的 商工会議所及び商工会等の創業支援と連携し、県内における創業を積極的に推進する。

開始年度
～

終期年度
Ｈ２０～ 予算額

（本年度）
  320,000 千円

（前年度）
    431,000 千円

（事業の概要）

○ 融資対象

県内において新たに創業しようとする者、または創業後一定期間未満の者で、次の１～４の全て

に該当する者

１．次のいずれかに該当する者

   事業を営んでいない個人であって、次に該当する者

  ①１か月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有すること

  ②２か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有すること

  ③事業を開始した日以後５年未満であること

  ④会社を設立した日以後の期間が５年未満であること

２．１①又は②に該当する場合は、次のいずれかに該当する者（法人の場合は代表者が次のいず

れかに該当するもの）

①商工会議所、商工会又は経営革新等支援機関の指導を受け事業計画書を策定した者で、商工

会議所、商工会又は経営革新等支援機関の推薦を得た者

  ②開業業種と同一事業に３年以上従事した経験のある者

③特許法、実用新案法又は意匠法に基づく設定登録を受けた者で、その技術を実用化するため

新たに事業を開始しようとする者

  ④法律に基づく資格を有する者で、その資格を生かして新たに事業を開始しようとする者

３．県内に住所を有する者

４．県税を完納している者（納期が到来している者に限る）

○ 新規融資枠 400,000 千円（県予算額 149,000千円）

○ 融資限度額 35,000 千円

※融資対象１．①、②については20,000千円に自己資金を加えた額、

一般保証を利用する場合は35,000千円

○ 償 還 期 間    運転 ７年以内（うち据置１年以内）

設備１０年以内（うち据置２年以内）

○ 貸 付 金 利   年1.65％

○ 保 証 料   年0.40％

（参考）

○創業バックアップ資金の実績

平成26年度  73件  316,400 千円    令和元年度  51件  300,000 千円

平成27年度  51件  235,060 千円    令和２年度  49件  252,700 千円

平成28年度  53件  228,754 千円

平成29年度  47件  193,090 千円

平成30年度  46件  245,470 千円

82



若 者 定 着 課

２．人が未来を創る

2-1 将来を担う若者の就業支援と魅力的な職場づくりの促進

・人材確保に向けた企業の魅力向上事業 …………………………………… ８４

・高校生の県内就職促進事業 ………………………………………………… ８５

・高校生のためのふるさと長崎就職応援事業 ……………………………… ８５

2-2 大学と連携した地域が求める人材の育成と地元定着の促進

・学生と企業の交流強化事業 …………………………………………………  ８６

・県外進学者Ｕターン就職促進事業 ………………………………………… ８７

2-3 キャリア教育の推進と企業を支える人材の育成・確保

・産業人材育成奨学金返済アシスト事業 …………………………………… ８８
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基本指針 ２ 人が未来を創る 施策の柱
２－１ 将来を担う若者の就業支援と魅力的な

職場づくりの促進

事 業 名 人材確保に向けた企業の魅力向上事業
（担当課）

若者定着課

目 的
県内企業に対するインターンシップ企業セミナーを実施するとともに、県内企業情報など

を紹介する保護者向け映像の作成などにより、県内企業の魅力向上や県内就職への理解促進
を図る。

開始年度
～

終期年度
Ｒ１～ 予算額

（本年度）
  26,034千円

（前年度）
  30,968千円

（事業の概要）

１．インターンシップ企業セミナー（7,036千円）
   県内企業のインターンシップに対する意識醸成を図るとともに、カリキュラムの充実や学

生に対する発信力を強化
   ・全体セミナー   参加企業：150社程度、開催回数：長崎・佐世保で各１回開催
   ・個別伴走型支援  対象企業：20社程度（１社あたり３回程度）
   ※学生向けインターンシップフェアを一体的に実施

２．ながさき県内就職応援サイト「Ｎなび」（6,660千円）
   学生が使いたくなる、企業が自社の魅力を伝えやすいナビサイトを目指し、R3.3月にサイ

ト全体のデザインや企業情報レイアウト等を一新。
  ◎「Ｎなび」の概要

長崎県が提供するインターネット上の求人・求職者情報提供サービス。
全てのサービス（登録、企業・求人の検索、閲覧、マイページ機能等）が無料で利用可能

登録企業数：約2,300社、登録学生数：6,000名（R3.3月末現在）
         【求職者メリット】

○登録すると、希望求人やイベント情報がメールで届く
○保護者登録すると、お子様に紹介したい求人情報等がメールで届く
○エントリー・お気に入り機能等により効率的な就職活動をサポート
○企業からスカウトメールを受け取り、自分が知らなかった企業と出会うことができる。

      【企業側メリット】
○画像や動画を豊富に掲載し自社の魅力を発信できる。
○希望条件が一致する求職者をメールでお知らせし、直接メールのやりとりができる
○スカウトメールによる積極的な採用活動ができる
○自社のオンライン説明会情報等を掲載することができる。

３．地元新聞社と連携した県内企業情報発信（ＮＲ）（8,492千円）
地元新聞社と連携し、県内企業や県内大学の魅力を紹介するフリーペーパー（ＮＲ）を作
成し、大学・高校・各世帯に配布。（年間10号）

（内容）
① 先輩トーク（ＵＩターン編）

  長崎県内企業にＵＩターンにて就職した職員へ取材を行い、県外での暮らし、就職活動時のエ
ピソード、ＵＩターンのきっかけ、現在の仕事や暮らしのエピソードについて掲載する。

②ＯＢ・ＯＧインタビュー
毎月１面掲載に県内企業に勤める若手社員４人分の就職活動エピソードや１日のスケジュール
等を掲載し、働く様子を分かりやすく伝える。

    発行部数：長崎新聞折込 約22万部、県内大学等・専修学校・高校等への配布 約5万部

  ４．インターンシップ推進協議会（3,846千円）
    長崎インターンシップ推進協議会事務局運営（R3より移管）を行うとともに、受入企業の拡大
    を図るなど、大学と連携したインターンシップマッチングを実施

（参考）

○「若者定着課」ホームページアドレス

   http://www.pref.nagasaki.jp/section/wakamono/index.html

○ながさき県内就職応援サイト「Ｎなび」  Ｎなび     で検索

※「ＮＲ」の就職に関する内容は「Ｎなび」で閲覧可能。
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基本指針 ２ 人が未来を創る 施策の柱
２－１ 将来を担う若者の就業支援と魅力的な

職場づくりの促進

事 業 名
① 高校生の県内就職促進事業

② 高校生のためのふるさと長崎就職応援事業
（担当課）

若者定着課

目 的
就職する生徒が多い高校にキャリアサポートスタッフを配置し就職支援を行うとともに、

県内企業見学会や生徒・保護者への情報発信などにより県内就職を促進する。

開始年度
～

終期年度

① Ｒ１～
② Ｈ２８～

予算額
（本年度）

① 27,515千円
② 69,350千円

（前年度）
① 15,841千円

② 73,093 千円

（事業の概要）

１．キャリアサポートスタッフによる県内就職促進（69,350千円）
就職する生徒が多い高校にキャリアサポートスタッフを配置し、学校と県内企業の連携強

化を図りながら、生徒に対するきめ細かな就職支援を行うことで県内就職を促進する。

○配置人数 ２４名
○配置校数（県立校） ４１校
○主な職務

①学校内での企業説明会の実施と企業との連絡調整
②インターンシップの支援
③生徒・保護者のための企業見学会の実施
④県内企業のニーズの学校等への提供       など

【参考】
県内就職推進員：私立高校に配置され、キャリアサポートスタッフと同様の業務を行う。

   （配置人数）１１名
   （配置校数）１１校

２．県内企業見学会の開催（8,135千円）
   各高校の専攻等に合わせて、生徒、保護者の県内企業見学会を実施するとともに、進学校

の進路指導教員にも県内企業見学の機会を設け、就職希望者のみならず、県内外に進学する
生徒にも魅力を伝え、県内就職の意識を醸成する。

３．生徒・保護者への情報発信（1,003千円）
県職員による各高校における講演や、生徒・保護者へのパンフレット配布などにより県内

企業の魅力や本県の暮らしやすさ等の情報を発信する。

４．離島・半島高校生インターンシップ推進事業（5,967千円）
   地元での雇用の場が限られ、様々な職種での就業体験が難しい離島･半島地区の高校生を対

象に、本土地区の県内企業等でインターンシップを実施することにより、職業意識を醸成す
るとともに、県内企業の魅力を発信する。

  ５．各振興局における県内就職促進事業（3,559千円）
   各振興局において、県内求人確保や県内就職促進のための事業を実施する。

  ６．その他事務費等（8,851千円）
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基本指針 ２ 人が未来を創る 施策の柱
２－２ 大学と連携した地域が求める人材の育成

と地元定着の促進

事 業 名 学生と企業の交流強化事業
（担当課）

若者定着課

目 的
学生と企業の交流機会の一層の充実を図るため、オンラインを中心とした人材ニーズに対

応した企業説明会・面談会等を実施するとともに、県内大学との連携協定による取組やＣＭ
等による県内就職促進キャンペーンを実施

開始年度
～

終期年度
Ｒ１～ 予算額

（本年度）
36,132千円

（前年度）
51,026千円

（事業の概要）

１．学生と県内企業のマッチング強化
   ①合同企業説明会・面談会等の実施（5,698千円）
    人材ニーズ対応型や業種別などきめ細かなマッチングによるオンライン企業説明会・面談

会等の開催

※実施主体を合同企業説明会については県、合同企業面談会については長崎労働局と分担）

   ・合同企業説明会（３年生向け） 令和４年３月（オンライン予定）

       大学・学部の特性と企業の人材ニーズを踏まえたきめ細かなマッチング。
     ・合同企業面談会（４年生向け） 令和３年６月（オンライン）、８月（長崎、佐世保）

   ②留学生県内就職対策（793千円）
    県内留学生を受け入れる企業の母集団形成を実施し、県内就職を促進

   ③キャリアコーディネーターによる県内活動の強化（13,280千円）
    キャリアコーディネーターの配置（県内４名）により、学生からの相談受付、大学講義へ

の対応、企業と学生のマッチング支援を実施
    ＜配置状況＞

チーフ：１名、長崎地区担当：２名、県北地区担当：１名

２．県内就職促進に向けた産学官の連携強化
①県内大学等との連携協定による県内就職の促進（5,000千円）

   令和２年度に県内大学等と若者定着に向けた連携協定を締結したことから、協定に基づく
大学独自の県内就職促進に係る取組を支援

  ②就職スタートアップセミナー（3,281千円）
   大学１、２年生向けの早期の就職スタートアップセミナーを大学の講義内で実施

  

３．県内就職に対する意識醸成の推進

   ①県内就職促進キャンペーン（6,000千円）

   県内の若者やその保護者、一般県民等に対し、民放４局合同によるＣＭ等により県内就職

のイメージアップと機運醸成を推進

  

  ②知事からの手紙（2,080千円）

   県内高校を卒業した大学生の保護者へ知事の手紙を添えて、就活イベント情報や各種支援制度

のチラシ等を送付

（参考）

○合同企業面談会・説明会         長崎県 面談会 で検索

○キャリアコーディネーターへの就職相談受付アドレス n.syukatu@pref.nagasaki.lg.jp
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基本指針 ２ 人が未来を創る 施策の柱
２－２ 大学と連携した地域が求める人材の育成

と地元定着の促進

事 業 名 県外進学者Ｕターン就職促進事業
（担当課）

若者定着課

目 的
本県出身者が多く進学する福岡県及び首都圏の学生を中心に、県内企業を知る様々な機会

を提供することで県内企業の認知度向上を図るとともに、ＳＮＳや学生ネットワークの活用
によりふるさと情報や県内就職情報等を発信し、Ｕターン就職を促進。

開始年度
～

終期年度
Ｒ１～ 予算額

（本年度）
33,650千円

（前年度）
37,024千円

（事業の概要）

１．大手就職ナビサイトを活用した情報発信（7,800千円）

大手就職ナビサイトに県特設ページを開設するとともに、サイトに登録している本県出身

学生等に対し、オンライン就活イベントや旅費助成等の就活支援情報を配信。

２．福岡県及び首都圏を中心とした取組（7,203千円）

   福岡及び首都圏における学生等の就職相談への対応等を実施

・ながさきＵＩターン就職支援センター（福岡市）の運営

・福岡キャリアコーディネーターの活動及び本庁からの首都圏大学に対する活動経費

３．Ｕターン就職活動旅費助成（4,000千円）

   県外在学生に対して、Ｕターン就職のための活動（インターンシップ、合同説明会、面接

等）に要する旅費の一部を助成。

   ・助成（限度）額  北海道・東北：４万円、関東・中部：３万円、

             近畿・中国・四国：２万円、九州：１万円

４．福岡における学生の県人サークルの運営（8,569千円）

   R2年度に形成した本県出身学生等による学生サークルを運営。福岡県のみならず長崎県内

の学生にも参加者ネットワークを拡大し、学生目線を意識した企業との交流会等を実施。

５．ＳＮＳを活用したふるさと情報発信事業（5,445千円）

SNSアカウント「つながるナガサキ」によるふるさと情報の発信や、情報発信を行うコンセ

プトサイト「ながさきエール」の運営

６．その他（633千円）

・九州知事会プロジェクトチーム負担金など
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基本指針 ２ 人が未来を創る 施策の柱
２－３ キャリア教育の推進と企業を支える人材の

育成・確保

事 業 名 産業人材育成奨学金返済アシスト事業
（担当課）

若者定着課

目 的 地域に就職・定着し、かつ地域の中核企業等を担うリーダー的人材の確保

開始年度
～

終期年度
Ｈ２８～ 予算額

（本年度）
68,018千円

（前年度）
61,777千円

（事業の概要）

地域経済の牽引役となる産業や戦略的に振興する産業で必要とされる人材を育成・確保するため、県内・

県外企業等から寄付を受け、地域一体となって、県内に就職した者への奨学金の返済を支援する。

１．支援対象者について

（１）対象学歴：大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程

（２）対象業種

対象業種 備考

①製造業

②情報サービス業

③インターネット付随サービス業

④保険業・金融業、BPO 企業等
県の企業誘致に応じて県と立地協定を締結し、県内に

立地した誘致企業に限ります。

⑤建設業

⑥卸売業・小売業
建設材料、鉱物・金属材料、機械器具等、製造業・建

設業と密接に関連した商材を扱う企業に限ります。

⑦学術研究、専門・技術サービス業

土木建築サービス業、機械設計業、非破壊検査業等、

製造業・建設業と密接に関連した業務を行う企業に限

ります。

⑧観光関連産業 宿泊業、旅行業、観光関連団体、観光施設等

※短期大学・専修学校の卒業生者については、 上記①～⑤が対象業種となり、別途下記資格取得要件有

    ①～④：情報処理技術者試験（レベル２）合格者が情報処理技術者として就業

      ⑤：建築技術者、土木技術者等又は測量技術者として就業

２．支援額等（年間）

    支援額：奨学金貸与額の１／２（１５０万円を限度）

  対象奨学金：日本学生支援機構第一種及び第二種奨学金、長崎県育英会大学等育英事業、

        母子父子寡婦福祉資金貸付金

支援可能人数：約５０人（平均１２０万円の支援とした場合）

３．支援条件等

卒業後３年以内に対象とする職業従事者として県内企業に就業かつ県内に居住し、３年経過した場合

に支援額の１／２を、６年経過した場合に残りの１／２を支援する。

４．令和３年度支援（交付）予定：9 名 6,575 千円

５．基金

名称：長崎県産業人材育成基金

  基金規模   県  40,000 千円   民間 20,000 千円  合計 60,000 千円

基金造成額（令和３年５月末現在）       368,756 千円
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雇 用 労 働 政 策 課

２．人が未来を創る

2-1 将来を担う若者の就業支援と魅力的な職場づくりの促進

・職場の働きやすさステップ・アップ実践支援事業 ……………………… ９０

・労働相談員設置等事業 ……………………………………………………… ９１

・シルバー人材センター事業 ………………………………………………… ９２

・労働者福祉対策事業 ………………………………………………………… ９３

・勤労福祉会館運営事業 ……………………………………………………… ９４

・新時代の若手人材定着・育成促進事業 …………………………………… ９５

2-3 キャリア教育の推進と企業を支える人材の育成・確保

・職業能力開発校運営事業 …………………………………………………… ９６

・多様な産業人材育成事業 …………………………………………………… ９７

・技能向上対策事業  ………………………………………………………… ９８

・事業内職業訓練推進事業 …………………………………………………… ９９

・県立技能会館等管理運営事業 ……………………………………………… １００

・緊急離職者能力開発事業 …………………………………………………… １０１

・プロフェッショナル人材戦略拠点事業 …………………………………… １０２

・長崎で輝く！人材マッチング事業 ………………………………………… １０３

・成長分野人材確保・育成事業 ……………………………………………… １０４

・就職氷河期世代人材マッチング事業 ……………………………………… １０５

2-4 外国人材の活用による産業、地域の活性化

・外国人材受入促進事業 …………………………………………………… １０６
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基本指針 ２ 人が未来を創る 施策の柱
２－１ 将来を担う若者の就業支援と魅力的な職場

づくりの促進

事 業 名 職場の働きやすさステップ・アップ実践支援事業
（担当課）

雇用労働政策課

目 的
県内中小企業等の男性の育児休業や年次有給休暇の取得などの働き方改革を促進するため、

経済団体等における自主的な取組に対する支援や専門家によるコンサルティング等の実施に
より職場環境の改善を推進することを目的とする。

開始年度
～

終期年度
Ｒ３～Ｒ５ 予算額

（本年度）
18,981 千円

（前年度）
         －

（事業の概要）

県内企業の働き方改革を促進するため、経済団体等における自主的な取組みに対する支援や専門家による

コンサルティング等を実施することにより、誰もが働きやすい職場環境改善につなげる。

１．経済団体等における自主的な働き方改革推進の取組み支援

各団体等における働き方改革を推進するためのセミナーの開催費用等を支援

・補助率等：２分の１以内（１回あたり200千円以内）

・補助積算：200千円×20団体

２．中小企業等における働き方改革実践モデル事例の創出

経営者のための働き方改革の研修会や働き方改革のモデル事例創出

・対象企業：県内の中小企業5社（建設、製造、運輸・郵便、卸売・小売、飲食・宿泊）

・実施内容：経営者向けの意識改革のための研修会

専門家による働き方改革のコンサルティング

コンサルティングにおける取組結果等の業界内での共有、横展開

３．Ｎぴかの認証取得のための働き方改革支援

Ｎぴかホームページ等を活用した情報発信、Ｎぴか企業と学生との交流会

就業規則等の改正支援等、職場環境づくりアドバイザーの派遣
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基本指針 ２ 人が未来を創る 施策の柱
２－１ 将来を担う若者の就業支援と魅力的な職場

づくりの促進

事 業 名 労働相談員設置等事業
（担当課）

雇用労働政策課

目 的
使用者と労働者との間で、働くことについてトラブルが生じた時に助言を行うため、労働相

談情報センタ－に労働相談アドバイザ－を配置する。また、複雑な相談に対応するため、高度
な知識と経験を持つ弁護士を特別労働相談員として配置する。

開始年度
～

終期年度
予算額

（本年度）
6,323千円

（前年度）
        6,488千円

（事業概要）

１．長崎労働相談情報センターに、労働問題アドバイザ－と特別労働相談員を配置。

    ＜相談内容の状況＞ ＊件数

相 談 内 容 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２

労働組合及び労使関係に関する事 １９ １５ ９ ３５

労 働 条 件 に 関 す る 事 ４６１ ４１４ ３２２ ５３７

雇 用 に 関 す る 事 ２７ ２９ ６７ ６７

職 業 能 力 開 発 に 関 す る 事 ２ ０ ０ ４

勤 労 者 福 祉 に 関 す る 事 ５９ １０８ ７３ ８８

そ の 他 の 問 題 に 関 す る 事 ４７０ ３８２ ３７６ ４４１

労働相談内容総件数 １，０３８ ９４８ ８４７ １，１７２

相 談 件 数 ８３０ ７３０ ６０７ ８４７

注) 相談実件数１件に対して、複数の相談内容がある場合は、その相談内容ごとに件数を計上。

（参考）

○電話による労働相談
（開設時間）月曜日から金曜日（祝祭日、年末年始除く）午前9時～午後5時まで

  ℡ 095-821-1457 フリーダイヤル 0120-783-258（携帯可）
℡ 095-820-0166 フリ－ダイヤル 0120-783-369（携帯可）

※電話相談は全て長崎労働相談情報センターで対応いたします。

○面談による労働相談
(長 崎) 月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く)午前9時～午後5時まで
(佐世保) 毎週水曜日(祝祭日、年末年始を除く)午前10時～午後5時まで
※メールによる相談受付も行っております。詳しくは県のホームページをご覧ください。

○弁護士による特別労働相談 ※弁護士による相談は、事前予約が必要です。

・（長 崎）毎月第4水曜日(祝祭日、年末年始を除く)午後1時30分～午後3時30分まで

・（佐世保）奇数月の第4水曜日(祝祭日、年末年始を除く)午後1時30分～午後3時30分まで
・実施場所 [長崎]県庁行政棟5階 [佐世保]県北振興局本館4階
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基本指針 ２ 人が未来を創る 施策の柱
２－１ 将来を担う若者の就業支援と魅力的な職場

づくりの促進

事 業 名 シルバー人材センター事業
（担当課）

雇用労働政策課

目 的
定年退職者などの高年齢者に、臨時で短期の仕事を提供し、高年齢者が生きがいを持って充

実した生活を送ることができる、活力ある地域社会をめざす。

開始年度
～

終期年度
Ｓ５６～ 予算額

（本年度）
8,218千円

（前年度）
      8,372千円

（事業の概要）

  １．公益社団法人長崎県シルバー人材センター連合会と、各地域のシルバー人材センターへの
運営指導

  ２．公益社団法人長崎県シルバー人材センター連合会への運営費補助 8,045千円
  
   【令和２年度事業実績】

会員数
（人）

受注件数
（件）

受注契約額
（千円）

就労延人員
（人日）

公益社団法人長崎市シルバー 738 5,419 344,311 59,855

公益社団法人佐世保市シルバー 907 4,010 387,144 75,954

公益社団法人島原市シルバー 296 1,793 153,857 32,336

公益社団法人諌早市シルバー 484 3,214 201,622 38,211

公益社団法人大村市シルバー 731 6,119 341,659 68,119

公益社団法人平戸市シルバー 250 1,938 152,232 23,676

公益社団法人松浦市シルバー 211 822 103,884 14,669

公益社団法人壱岐市シルバー 193 1,186 36,393 7,872

公益社団法人五島市シルバー 212 2,050 89,606 18,699

公益社団法人西海市シルバー 338 1,934 176,902 31,627

一般社団法人雲仙市シルバー 177 1,281 105,799 20,393

公益社団法人南島原市シルバー 329 1,447 169,409 32,510

公益社団法人長与・時津シルバー 388 1,414 232,324 40,342

公益社団法人波佐見町シルバー 109 986 48,183 7,644

対馬市社会福祉協議会 162 570 15,041 4,322

川棚町社会福祉協議会 64 959 37,221 6,312

新上五島町シルバー 94 388 9,879 3,005

     計 5,683 35,530 2,605,466 485,546

※公益社団法人長崎県シルバー人材センター連合会の会員団体について記載

（参考）

○平成９年１０月１日に、県下のシルバー人材センターを会員とした公益社団法人長崎県シルバー人
材センター連合会が設立。
同連合会は、県全域へのシルバー人材センター事業の普及啓発や広域的な仕事の受注・提供、各セ
ンターの指導、育成、連絡調整業務などを行う。

○連合会の非会員団体：東彼杵町シルバー、佐々町シルバー
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基本指針 ２ 人が未来を創る 施策の柱
２－１ 将来を担う若者の就業支援と魅力的な職場

づくりの促進

事 業 名
労働者福祉対策事業
（労働者金融対策・労働者福祉対策)

（担当課）
雇用労働政策課

目 的
労働者の生活の安定及び福祉向上・増進を図るため、労働者への生活資金の融資及び

労働者福祉促進事業への補助を行う。

開始年度
～

終期年度
予算額

（本年度）
21,134千円

（前年度）
      21,153千円

（事業の概要）

１．労働者金融対策（18,772千円）

（１）融資制度の名称
  労働者生活資金

（２）趣旨
  労働者の生活の安定及び福祉向上を図るため、九州労働金庫に資金を預託し、労働者に対して

資金の貸付を行う。

（３）貸付対象
  ①原則として、県内に居住し、同一事業所に１年以上勤務する者
  ②年間収入が４００万円以下の者

（４）貸付条件（令和３年４月現在）
  ①融資限度額：３００万円

②貸付利率：２．１％ ※別途保証料：組織０．７％、未組織１．２％
③償還期間：１０年

（５）協調割合
県１：労金３

（６）貸付実績（令和２年度）
０件 ０千円

（７）貸付残高（令和３年３月末現在）
０件 ０千円

２．労働者福祉促進事業への補助（2,215千円）

（１）労働者の福祉の増進を図るため、長崎県労働者福祉協議会が県内労働者の福祉のために行う
事業活動に対し、補助を行う。

（２）補助対象事業

①研修・啓発・相談事業

  ②スポーツ・文化活動事業

③調査・研究事業

（３）補助率

１／２以内
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基本指針 ２ 人が未来を創る 施策の柱
２－１ 将来を担う若者の就業支援と魅力的な職場

づくりの促進

事 業 名 勤労福祉会館運営事業
（担当課）

雇用労働政策課

目 的 勤労者の文化や教養、福祉を高めるための場所を提供する。

開始年度
～

終期年度
予算額

（本年度）
7,078千円

（前年度）
        116,482千円

（事業の概要）

１．施設の概要

① 名  称：長崎県勤労福祉会館

② 所 在 地：長崎市桜町９番６号

③ 施設内容：

規 模 ・ 構 造     各 階 室 配 置

敷 地 975㎡

構 造
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
４階建 2,307㎡

全館冷暖房

４
階

第２中会議室(69人) 、第３中会議(63人)

３
階

大会議室(72人)、小会議室(C)(36人)

２
階

講堂(252人)、小会議室(A)(24人)、小会議室(B)(24人)

１
階

多目的室（45人）、小会議室(Ｄ)(24人)、事務室（会館受
付）、貸事務所2（連合長崎等労働団体）

地
階

車庫、美容室、貸事務所1（労働団体）、機械室

④ 開館時間：午前９時～午後９時

⑤ 休 館 日：１２月２９日～翌年の１月３日

２．会館の管理委託

  平成１８年度から、指定管理制度を導入

  指定管理者：株式会社トラスティ建物管理

（参考）令和２年度は、空調設備及び非常用照明設備の改修工事を実施
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基本指針 ２ 人が未来を創る 施策の柱
２－１ 将来を担う若者の就業支援と魅力的な職場

づくりの促進

事 業 名 新時代の若手人材定着・育成促進事業
（担当課）

雇用労働政策課

目 的
若手職員の早期離職者が多い企業等を対象として、若手社員向けオンライセミナーの

開催や相談体制の整備支援等により、若手人材の早期離職率防止を図る。

開始年度
～

終期年度
Ｒ３～Ｒ５ 予算額

（本年度）
25,011千円

（前年度）
―

（事業の概要）

１．若手社員向け支援

（１）外部カウンセラー等の派遣による個別訪問カウンセリングの実施

  希望する企業に外部カウンセラー（メンター）を派遣し、新入社員等を対象とした面談を実施

仕事上の悩み等をヒアリングし、企業へフィードバックすることで課題共有と解決を図る

（２）若手社員向けオンラインセミナーの開催

  働く上で必要となる基礎的スキルの向上や、事業所を超えた同年代の仲間づくりを目的とした

オンラインセミナーを実施

    令和３年度は、本土地区と離島地区にモデル地域を設定し、商工会議所や地元自治体と連携し

て取り組む

  ・新入社員向け定着セミナー    8回程度（各地区4回）

・若手社員（入社2～3年目）セミナー 8回程度（各地区4回）

２．企業向け支援

主に経営者、人事担当者、先輩社員を対象に、人材の確保・育成・定着に必要な指導方法等のノウ

ハウに関するオンラインセミナー等を実施

   ・経営者向け人材定着セミナー  6回程度（3テーマ×2回）

   ・ｷｬﾘｱﾊﾟｽ、ｺｰﾁﾝｸﾞ、ﾒﾝﾀｰ制度セミナー 6回程度（3テーマ×2回）

   ・人材育成等に関する個別相談会  20社程度
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基本指針 １ 人が未来を創る 施策の柱
２－３ キャリア教育の推進と企業を支える人材の

育成・確保

事 業 名 職業能力開発校運営事業
（担当課）

雇用労働政策課

目 的
県立高等技術専門校において、主に新規高卒者を対象に、職業に必要な技能・技術及び知識

を習得するための職業訓練を行い、県内企業が求める若年現場人材を育成する。また、技術の
高度化に対応した訓練を実施するために、施設や機械、工具等の整備を図る。

開始年度
～

終期年度
予算額

（本年度）
424,293 千円

（前年度）
329,109 千円

（事業の概要）

１．高等技術専門校（長崎、佐世保）の施設運営・管理事業（110,599千円）
２．高等技術専門校における職業訓練の実施事業（97,604千円）
３．高等技術専門校施設整備事業（216,090千円）

■普通課程（高卒者等対象）
応募資格は、平成16年4月1日以前に生まれた方（令和４年度入校生の場合）

校名 科名（正式科名） 募集定 訓練期間

長崎高等技術専門校

◎電気システム科（電気工事）

◎自動車整備科

◎機械加工・制御科（機械技術）

◎建築設計施工科（木造建築）

溶接技術科（溶接）

商業デザイン科

観光・オフィスビジネス科（OA事務）

    20
    20
    20
    20
    30
    20
    20

◎印の科は２年間の訓練

それ以外は１年間の訓練

佐世保高等技術専門校

◎電気システム科（電気工事）

◎自動車整備科

オフィスビジネス科（OA事務）

建築設計施工科（木造建築）

機械技術科（機械加工）

溶接技術科（溶接）

自動車塗装科（金属塗装）

20
    20
    20
    20
    20
    20
    20

◎自動車整備科及び長崎高等技術専門校建築設計施工科の応募資格は、高等学校を卒業された方若しくは見込の方又は高等

学校卒業程度認定試験合格者（大学受験資格のある方）。

■短期課程（若年求職者対象）
校名 科名 定員 訓練期間      備   考

長崎高等技術専門校 配管設備科（配管） 10 ６ヶ月

□参考 企業在職者等訓練

  地場企業在職者の技能継承やスキルアップを支援するためのセミナー等を実施する。
校名 コース数 訓練期間     備   考

長崎高等技術専門校 ８コース
２～８日間 「多様な産業人材育成事業」

佐世保高等技術専門校 ７コース

（連絡先）

長崎高等技術専門校   西彼杵郡長与町高田郷547-21  電話 095-887-5671
佐世保高等技術専門校   北松浦郡佐々町小浦免1572-26 電話 0956-62-3799
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基本指針 ２ 人が未来を創る 施策の柱
２－３ キャリア教育の推進と企業を支える人材の

育成・確保

事 業 名 多様な産業人材育成事業
（担当課）

雇用労働政策課

目 的
産業界が抱える社員のスキルアップ、指導者不足等の問題に対応するため、県立高

等技術専門校の施設、設備を活用し、在職者向けの資格取得、技能継承やスキルアッ
プのためのセミナーを実施する。

開始年度
～

終期年度
Ｈ１３～ 予算額

（本年度）
2,596 千円

（本年度）
2,607千円

（事業の概要）

  各訓練期間は２～８日程度、訓練内容により期間を設定

訓練受講料は基本１，０００円、ただし、実習用材料費が必要な場合は、別途設定

令和３年度は全１５セミナー１０６名

◆産業人材育成セミナー（全１０セミナー、定員６６名）

熟練技術者の技術･技能継承および若手人材の育成支援。

高度な専門知識を必要とする企業ニーズに対応するためにTIG溶接、建築CAD、エンジン整備用

測定（自動車整備）等を実施。

・機械測定（基礎）(１コース)

・機械図面の読み方（基礎）(１コース)

・アーク溶接特別教育実技講習(２コース)

・Jw_cadセミナー初級(基本操作編)・～中級程度(２コース)

・ホテル業向け英会話講座(１コース)

・ＮＣプログラミング応用セミナー(マクロプログラム編)(１コース)

・自動車補修塗装基礎セミナー(１コース)

・電子制御装置整備(エーミング作業等)セミナー(１コース)

◆資格取得講習会（全４セミナー、定員３５名）

国等の認定する技術･技能の資格取得を支援するために、第二種電気工事士の試験準備講習を

実施。

・２級電気工事施工管理技術検定「学科」試験準備セミナー(１コース)

・三級ガソリン自動車整備士技能登録試験対策(学科)(１コース)

・二種電気工事士試験準備講習(筆記)及び(技能)(２コース)

◆オーダーメイド型セミナー（全１セミナー、定員５名）

県内中小企業等を対象として、個々の企業や団体の具体的な要望に応じてカリキュラムを作成

し訓練を実施。企業内OJTリーダー育成を支援するセミナーを検討。
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基本指針 ２ 人が未来を創る 施策の柱
２－３ キャリア教育の推進と企業を支える人材の

育成・確保

事 業 名 技能向上対策事業
（担当課）

雇用労働政策課

目 的
技能検定の実施、各種技能競技大会への参加、優れた技能者の表彰などを通じて、労働者の技

能向上と地位向上を目指す。

開始年度
～

終期年度
Ｓ４７～ 予算額

（本年度）
56,455 千円

（前年度）
49,531 千円

（事業概要）

１．技能検定の実施 (356 千円)

技能検定は、技能労働者がその能力に応じて正当に評価され、適切な処遇をされるようにすること

を目的として、昭和３４年に職業訓練法の施行によって発足した。

技能検定試験は職種ごとに特級、１級、２級、３級及び単一等級並びに外国人技能実習生に対する

基礎級、随時３級、随時２級に分けられ、合格者に対し、技能士の称号が与えられる（基礎級の合格

者を除く。）。

２．技能五輪・技能グランプリ

① 技能五輪は、原則２３歳以下の若い技能者を対象とした競技大会で、本県からは延べ３２２名が

参加している。

   令和２年度は、本県から４職種（機械製図、電気溶接、電工、建築大工）７名の選手が参加した

が、受賞者はでなかった。令和３年度は、令和３年１２月に東京都で開催予定。

② 技能グランプリは、特級・１級及び単一等級技能士を対象とした競技大会で、本県からは延べ  

１０５名が参加している。

令和２年度は、本県から２職種（婦人服製作、日本料理）３名の選手が参加し、１名敢闘賞（婦

人服製作）を受賞した。

隔年開催であり、次回は令和３年度に開催予定。

３．障害者技能競技大会 (574 千円)

障害のある方の職業能力の開発を促し、技能労働者として社会に参加する自信と誇りを与える目的

の競技大会で、令和２年度の県大会は、６職種（家具、ワードプロセッサ、表計算、オフィスアシス

タント、喫茶サービス、ビルクリーニング）に６１名の選手が参加した。

４．技能士大会、優れた技能者顕彰 (188 千円)

     労働者の職業能力の開発・向上のための自己啓発を促し、広く県民の皆様に技能尊重の気運を高め

てもらう目的で、職業能力開発促進月間（１１月）行事の一環として実施する技能者顕彰及びシンポ

ジウムで令和３年度は、１１月中旬に長崎市において開催予定。

５．長崎県職業能力開発協会の運営費補助 (46,384 千円)

  当協会は、企業・各種団体等の職業訓練、職業能力の開発･向上、技能検定等職業能力検定の普

及・促進を目的として、職業能力開発促進法に基づき設置された公共的団体（法人）である。

技能検定や、職業訓練等を円滑に実施するため、当協会の運営に必要な経費の一部を助成する。
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基本指針 ２ 人が未来を創る 施策の柱
２-３ キャリア教育の推進と企業を支える人材の

育成・確保

事 業 名 事業内職業訓練推進事業
（担当課）

雇用労働政策課

目 的
事業主等の行う認定職業訓練に対して、認定訓練助成事業費補助金を支給する等の助成を行

い、認定職業訓練の普及を進める。

開始年度
～

終期年度
Ｓ３６～ 予算額

（本年度）
21,295 千円

（前年度）
21,858 千円

（事業の概要）

  １ 認定職業訓練

  事業主等が雇用する労働者に対して行う職業訓練のうち、事業主等の申請により知事が職業能力

開発促進法に定める基準（訓練の対象者、教科、訓練の実施方法、設備等）に適合するものである

と認定したもの（参考 職業能力開発促進法２４条１項）。

   ※訓練基準

（１）職場内訓練が単年度でなく複数年継続的に実施されること。

（２）普通課程…中学校卒業者又は同等以上の学力を有する者。

原則１年（中卒２年）で年1,400時間以上

短期課程…職業に必要な技能・知識を習得しようとする者。

６か月以下で12時間以上の訓練。

２ 認定訓練助成事業費補助金

    認定職業訓練を実施する事業主等について、知事が認定職業訓練校として認定し、実施に要する

経費の一部を「認定訓練助成事業費補助金」として助成する補助制度である。

  ※訓練校認定基準

（１）訓練内容、訓練経費の確保・実施体制整備など職業訓練の永続性があること。

（２）一訓練科（一コース）毎に３人以上の訓練生を確保できること。

  ３ 認定訓練施設数

    ２７校（うち、休止１０校）

① 単独事業所   ８校（うち、休止 ３校）

② 共同訓練団体 １９校（うち、休止 ７校）

４ 認定訓練助成事業補助金の支給

①  補助率  ２／３以内

②  対象者等

    Ⅰ. 運営費については、中小企業事業主及びその団体・連合団体等

   Ⅱ. 施設・設備費については、中小企業事業主及びその団体・連合団体、市町等

③  補助団体等数 ９校

④  実施計画       普通課程   ２校   １０名

短期課程  ９校  ５５５名

⑤ 訓練生の要件

中小企業に雇用された者、学卒未就職者、中高年齢者、出産・育児復帰者、定年退職者等
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基本指針 ２ 人が未来を創る 施策の柱
２－３ キャリア教育の推進と企業を支える人材の

育成・確保

事 業 名 県立技能会館等管理運営事業
（担当課）

雇用労働政策課

目 的
地域における技能労働者等の研修等の場として、県が設置する諫早技能会館の適正な管理運営

を行う。

開始年度
～

終期年度
Ｓ４８～ 予 算 額

（本年度）
3,441 千円

（前年度）
3,480 千円

（事業概要）

１．技能会館の設置目的

技能会館は、働く方々の研修等の場として、職業訓練をはじめ技能の向上と福祉の増進に役立てる

目的で県が設置した施設であり、この目的に沿って使用するほか、サークル活動や会議など一般利用

も可能となっている。

２．県立技能会館管理運営事業

諌早技能会館（昭和４９年設置）について、指定管理者である（職）長崎県央職業訓練協会が管理

運営を行っており、県が運営費の一部を助成している。

なお、佐世保技能会館（昭和４８年設置）については、平成３１年３月３１日限りで廃止した。

３．令和２年度の利用実績、主な利用内容

  諫早技能会館：利用回数 ８５３回、利用者数 １０，５７４人

  主な利用内容

   ○職業訓練（座学、実技訓練）

   ○各種研修会

   ○技能検定試験等

   ○地元の伝統芸能の勉強会

   ○各種サークル活動 等

４．施設概要

  ○諫早技能会館（諫早市宇都町２２－７６）

    開館時間 午前９時～午後９時

   休館日  １２月２９日～１月３日

    １階 会議室（２０人）、会議室（２０人）、実習室（コンクリート床）

２階 講堂（６０人）、第２教室（４０人）、第３教室（２４人）、第４教室（４８人）

駐車場：収容台数約５０台
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基本指針 ２ 人が未来を創る 施策の柱
２－３ キャリア教育の推進と企業を支える人材の

育成・確保

事 業 名 緊急離職者能力開発事業
（担当課）

雇用労働政策課

目 的
厚生労働省が実施する「離職者等再就職訓練事業」、「障害者の多様なニーズに対応した委

託訓練事業」に基づき、離職者等の早期再就職に向けた公共職業訓練を高等技術専門校が民間
教育訓練機関等へ委託し、雇用の促進を図ることを目的とする。

開始年度
～

終期年度
Ｈ１５～ 予算額

（本年度）
543,320 千円

（前年度）
   498,018千円

（事業の概要）

離職者等の早期就職を支援するため、高等技術専門校が専修学校等の民間教育訓練機関に委託し、
委託先は職業訓練を実施するとともに、ハローワーク等と連携し、雇用の促進を図る。

高等技術専門校には巡回就職支援指導員を配置し、委託先の訓練機関を巡回し、職業訓練や就職支
援に関する技術的な援助・指導、個々の訓練受講者へのキャリアコンサルティングを実施することに
より、早期就職を促進する。

１．離職者等再就職訓練事業

① 訓練対象者   公共職業安定所長の受講指示、受講推薦又は支援指示が受けられる方

② 令和３年度計画

訓練区分 訓練期間
当初計画 設定

ｺｰｽ数 定員(人) ｺｰｽ数 定員(人)

介護福祉士 ２ 年 ４ ２４ ４ ２４

介護実務 ６箇月 １４ ２１０ １４ ２１０

ＩＴ
６箇月

～２年
８ １１５ ８ １１５

経理実務 ６箇月 ８ １２０ ８ １１０

介護初任 ３箇月 ３ ４５ ４ ６０

ＯＡ事務等 ３箇月 ６５ １，１１０ ６７ １，１０４

観光 ３箇月 ２ ４０ ３ ６０

実 習 併 用 型 （ 介 護 ） ４箇月 ０ ０ ０ ０

実 習 併 用 型 （ そ の 他 ） ４箇月 ４ ６０ ５ ７５

合 計 １０８ １，７１４ １１２ １，７４３

２．障害者の多様なニーズに対応した委託訓練

① 訓練対象者   公共職業安定所長の受講指示、受講推薦又は支援指示が受けられる障害者

② 訓練計画定員  ５０名

③ 訓練期間    ３箇月

④ 訓練科名    建物清掃・厨房補助科、ビジネススキル訓練科、製パン・菓子製造科、

パソコン実務科、Ｗｅｂパソコン基礎科（ｅ－ラーニング）

101



基本指針 ２ 人が未来を創る 施策の柱
２－３ キャリア教育の推進と企業を支える人材の

育成・確保

事 業 名 プロフェッショナル人材戦略拠点事業
（担当課）

雇用労働政策課

目 的
県内に不足する新商品開発、販路拡大、海外展開、生産性の向上等に関するプロフェッショ

ナル人材を県外から雇用することをコーディネートする「プロフェッショナル人材戦略拠点」
を整備し、県内中小企業等の成長を支援する。

開始年度
～

終期年度
Ｈ２７～Ｒ３ 予算額

（本年度）
46,106千円

（前年度）
46,630千円

（事業の概要）

  １．プロフェッショナル人材戦略拠点の業務

   （１）地域金融機関等と連携しつつ、地域の中小企業等に対し、新事業や新たな販路の開拓など

      「攻めの経営」・経営改善への意欲を喚起。

   （２）「攻めの経営」・経営改善の実践をサポートするため、プロフェッショナル人材活用の必

要性を説明。

   （３）県に登録している人材紹介事業者による斡旋を受けつつ、経営者の立場に立ってプロフェッ

ショナル人材の採用をサポート。

   （４）プロフェッショナル人材を採用した企業及び当該人材に対するフォローアップ。

   ※プロフェッショナル人材とは

    新たな商品・サービスの開発、その販売の開拓や、個々のサービスの生産性向上などの具体

    的な取組を通じて、企業の成長戦略を具現化していく人材で、受入企業において一般職以外の

役員、管理職等で登用される人材。

（参考）長崎県プロフェッショナル人材戦略拠点

    所 在 地 佐世保市崎岡町２７２０－８ 佐世保情報産業プラザ内

    業務時間 ９時から１７時（土・日・祝日を除く）

連 絡 先 ０９５６－５９－７９２８
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基本指針 ２ 人が未来を創る 施策の柱
２－３ キャリア教育の推進と企業を支える人材の

育成・確保

事 業 名 長崎で輝く！人材マッチング事業
（担当課）

雇用労働政策課

目 的

長崎県人材活躍支援センターにおいて、多様な求職者に応じた就業支援策の充実を図
るとともに、人材確保に課題を抱える企業の採用力向上に向けた伴走型支援を実施する。
併せて、オンライン企業面談会の開催等により、企業の県外人材、高度人材の確保を支
援する。

開始年度
～

終期年度
Ｒ２～Ｒ４ 予算額

（本年度）
113,606千円

（前年度）
101,351千円

（事業の概要）

１．事業目的
①雇用失業情勢の変化に伴う様々な求職ニーズに対応した就職支援
②人材の確保に課題を抱える県内企業に対し、市町や商工会等と連携して、採用力の向上に向けた伴

走型支援
③オンライン企業面談会を開催（年４回）し、県内企業の県外人材確保を支援。併せて県内企業の求

人情報を全国へ効果的に発信
④人材紹介キャリアアドバイザーの活用による県外の高度ＩＴ人材の確保支援

２．人材活躍支援センターの業務内容

（１）就職支援業務
  ・若年、中高年、女性、高齢者等、多様な求職者への個別カウンセリングや就職支援セミナー等の実施
  ・電話、メール、オンラインを活用したカウンセリングにより、離島を含む遠隔地での就職支援を実施

  ＜コーナー（長崎地区のみ）＞
・若年者就業支援コーナー（フレッシュワーク）
・中高年再就職支援コーナー
・女性就労支援コーナー（ウーマンズジョブほっとステーション）※男女参画・女性活躍推進室所管
・ひとり親家庭等自立促進コーナー（ＹＥＥＬながさき）※こども家庭課所管
・シニア世代支援コーナー（生涯現役応援センター） ※長寿社会課所管

    （ハローワーク西洋館センター、ヤングハローワークも併設）

（２）採用力向上支援業務
  採用力向上支援員が、市町や商工会等と連携して、人材の確保に課題を抱える県内企業の採用力

向上に向けた伴走型支援を実施
    ＜支援内容＞
     ・採用力向上のための伴走型支援

・求人情報収集、提供
     ・企業の経営者又は採用担当者向けセミナー等の実施

３．オンライン企業面談会及び企業情報発信業務
都市部の転職希望者等をＵＩＪターンにより本県へ取り込むため、「長崎県オンラインＵＩＪタ

ーン企業面談会を開催（年４回）。
併せて、転職支援WEBサイト及びＳＮＳターゲティング広告を活用した県内求人情報の効果的な

発信により、県内企業の人材確保を支援。

４．人材紹介キャリアアドバイザーの活用による高度人材に確保
人材紹介キャリアアドバイザーの活用による県外の高度ＩＴ人材の県内集積を促進し、県内企業

が求める即戦力の人材確保を支援

○長崎県人材活躍支援センター（長崎市川口町13-1 長崎西洋館3階） TEL095-843-6642
○長崎県人材活躍支援センター佐世保（佐世保市木場田町3-25 県北振興局1階）TEL0956-24-7431
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基本指針 ２ 人が未来を創る 施策の柱
２－３ キャリア教育の推進と企業を支える人材の

育成・確保

事 業 名 成長分野人材確保・育成事業
（担当課）

雇用労働政策課

目 的
成長分野の人材確保と人材育成を通じた産業振興を図るため、成長分野企業が実施す

る新規雇用者の人材育成に必要な経費を支援する。

開始年度
～

終期年度
Ｒ３～Ｒ５ 予算額

（本年度）
58,285千円

（前年度）
―

（事業の概要）

１．成長分野人材確保・育成事業費補助金

成長分野（半導体関連及び情報産業）の企業が実施する新規雇用者の人材育成を支援し、人材確保と

育成を通じた成長分野産業の振興を図る。

①対象者

  半導体関連産業及び情報関連産業を営む県内に、本社又は事業拠点を有する企業

②補助対象経費

  ・新たに雇用した人材の訓練期間中の人件費（３ヵ月分）等

③補助率

  ２分の１以内

２．県内企業のＤＸスキル習得支援

ＤＸ導入企業、又はＤＸ導入を予定している県内企業に対し、ＤＸユーザー側の従業員が基礎的スキ

ルを習得するためのセミナーを実施。
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基本指針 ２ 人が未来を創る 施策の柱
２－３ キャリア教育の推進と企業を支える人材の

育成・確保

事 業 名 就職氷河期世代人材マッチング事業
（担当課）

雇用労働政策課

目 的
就職氷河期世代のうち、不安定な就労状態にある方や長期無業状態にある方等、支援が必要

な方々を対象として、長崎県人材活躍支援センターを中心に、労働局及び地域若者サポートス
テーション等関係機関と連携の上、県内就職及びキャリアアップ（正規雇用への転換）を支援。

開始年度
～

終期年度
Ｒ２～Ｒ４ 予算額

（本年度）
40,994千円

（前年度）
40,283千円

（事業の概要）

・人材活躍支援センターに配置した採用力向上支援員が、就職氷河期世代対象の求人開拓や職場体験受

入等を推進

・地域若者サポートステーションへの委託により、巡回相談や各種支援セミナーを開催。また、プログ

ラム参加者の参加旅費を支援し、プログラムの利用を促進。

・ホームページ制作及び各種メディアを活用した就職氷河期支援策の周知啓発及び機運醸成

  ※就職氷河期世代とは

就職氷河期世代は平成５年（1993年）から平成１６年（2004年）の間に学校を卒業された世代で、

年齢は概ね、高卒では３５歳から４６歳、大卒では３９歳から５０歳の方が対象（R3.4月時点）。
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基本指針 ２ 人が未来を創る 施策の柱 ２－４ 外国人材の活用による産業、地域の活性化

事 業 名 外国人材受入促進事業
（担当課）

雇用労働政策課

目 的
県内産業人材の一翼を担う外国人材の安定的な確保を図るため、送出国（地域）と連携して

外国人技能実習生等の受入体制を構築する。

開始年度
～

終期年度
Ｒ２～ 予算額

（本年度）
15,314 千円

（前年度）
      6,957 千円

（事業の概要）

県内産業人材の一翼を担う外国人材の安定的な確保を図るため、ベトナム国クァンナム省等と連携して

外国人技能実習生等の受入体制を構築するとともに、受入促進セミナーの開催や日本語教育支援等により、

県内企業の受入促進を支援する。

１．クァンナム省との協議等（３，６２０千円）

   外国人技能実習生等の受入体制の構築に向けた、クァンナム省等との調整・協議の実施 など

２．受入促進セミナーの開催（１，６９４千円）
制度説明や成功事例紹介等のセミナーを開催し、県内企業における外国人技能実習生等の受入  

促進と適正な実習の支援（県内４地域で実施予定）

３．外国人材日本語教育支援事業（１０，０００千円）

   県内企業の魅力的な受入体制整備を推進するため、県内監理団体等が実施する外国人技能実習生向け

日本語教育への支援を実施

（参考）

＜クァンナム省との覚書締結＞

  ・令和元（2019）年10月、長崎県産業労働部とクァンナム省労働･傷病兵･社会問題局は、協力して相

   互の経済発展を図るため、人材交流に関する覚書を締結

  ・クァンナム省人材（主に技能実習生）の長崎県内への受け入れに向けて、クァンナム省及び省政府

   から委任を受けた送出機関と連携しながら進めている。

＜長崎労働局発表（令和２年10月末現在）＞

  県内の外国人労働者数   ６，１７８人

（在留資格別の内訳）

   ・技能実習       ２，９１２人（４７％）

・資格外活動       １，２３２人（２０％）

・専門的・技術的分野   １，００９人（１６％）※うち特定技能１０７人

・身分に基づく        ６９２人（１１％）

・特定活動          ３３３人（ ６％）
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 Ⅵ令和３年度予算概要
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　○　各課別（一般会計）
（単位：千円）

産 業 政 策 課 2,159,734 2,164,560 ▲ 4,826 ▲ 0.2

企 業 振 興 課 3,602,960 3,934,501 ▲ 331,541 ▲ 8.4

新 産 業 創 造 課 1,605,982 1,870,726 ▲ 264,744 ▲ 14.2

経 営 支 援 課 44,777,085 21,368,397 23,408,688 109.5

若 者 定 着 課 373,652 392,443 ▲ 18,791 ▲ 4.8

雇 用 労 働 政 策 課 2,842,204 1,859,471 982,733 52.9

計 55,361,617 31,590,098 23,771,519 75.2

　○　特別会計（小規模企業者等設備導入資金特別会計）

経 営 支 援 課 275,198 230,212 44,986 19.5

計 275,198 230,212 44,986 19.5

伸び率
(C/B(%))

課 名
R3年度当初

(A)
R2年度当初

(B)
増減額

(C=B-A）
伸び率

(C/A(%))

課 名
R3年度当初

(A)
R2年度当初

(B)
増減額

(C=A-B）
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Ⅶ 総合計画・産業振興ﾌ ﾟ ﾗ ﾝの数値目標
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長崎県総合計画、ながさき産業振興プランの数値目標

計画
基準値
〔基準年〕

目標値
〔目標年〕

総合計画 － －

プラン －
30％

（R7年度）

総合計画 －
1,700人
（R7年度）

プラン －
1,700人
（R7年度）

総合計画 － －

プラン
19,308百万円
（R1年度）

設定なし

総合計画 － －

プラン －
12％

（R7年度）

総合計画 －
15件

（R7年度）

プラン －
15件

（R7年度）

総合計画
61.1％
（H30年度）

68.0％
（R7年度）

プラン
61.1％
（H30年度）

68.0％
（R7年度）

総合計画 41.0％（H30年度）
50.0％
（R7年度）

プラン 41.0％（H30年度）
50.0％
（R7年度）

総合計画 100％（R1年度）
250％
（R7年度）

プラン 100％（R1年度）
250％
（R7年度）

総合計画
75.3％
（H30年度）

87.5％
（R7年度）

プラン
75.3％
（H30年度）

87.5％
（R7年度）

総合計画
204人

（H30年度）
340人
（R7年度）

プラン
204人

（H30年度）
340人
（R7年度）

総合計画 88.6％
（H28～H30年度平均）

93.0％
（R7年度）

プラン 88.6％
（H28～H30年度平均）

93.0％
（R7年度）

総合計画 17人
（H27～H30年度平均）

158人
（R7年度）

プラン 17人
（H27～H30年度平均）

158人
（R7年度）

総合計画
2,462人
（H30年度）

5,012人
（R7年度）

プラン
2,462人
（H30年度）

5,012人
（R7年度）

総合計画
507億円
（H30年）

1,210億円
（R7年）

プラン
507億円
（H30年）

1,210億円
（R7年）

県内の外国人労働者数（技能実習、特定技能）

柱１．地域で活躍する人材を育て、未来を切り拓く

２　人が未来を創る

新たな基幹産業3分野における売上高

柱２．力強い産業を育て、魅力あるしごとを生み出す

３　地力を高める

高等技術専門校の普通課程修了生の県内就職率

柱１．地域で活躍する人材を育て、未来を切り拓く

２　人が未来を創る

プロフェッショナル人材の雇用人数（累計）

柱１．地域で活躍する人材を育て、未来を切り拓く

２　人が未来を創る

ワーク・ライフ・バランスや処遇改善に取り組んでいる
企業の割合

柱１．地域で活躍する人材を育て、未来を切り拓く

２　人が未来を創る

福岡県及び首都圏の大学等に進学した長崎県出身
者のＵターン就職者数

柱１．地域で活躍する人材を育て、未来を切り拓く

２　人が未来を創る

県内大学生の県内就職率

柱１．地域で活躍する人材を育て、未来を切り拓く

２　人が未来を創る

コンセプトサイトの閲覧数の伸率

柱１．地域で活躍する人材を育て、未来を切り拓く

２　人が未来を創る

スタートアップの創出・誘致件数（累計）

柱２．力強い産業を育て、魅力あるしごとを生み出す

１　進化に挑戦する
３　地力を高める

県内高校生の県内就職率

柱１．地域で活躍する人材を育て、未来を切り拓く

２　人が未来を創る

新規融資保証承諾額

１　進化に挑戦する

県の支援施策を受けた企業の付加価値額の増加率
（累計）

１　進化に挑戦する

１　進化に挑戦する

県内企業に対する採用力向上支援と求職者支援に
より新規就業が実現した者の数（新規就業者数・累
計）

柱１．地域で活躍する人材を育て、未来を切り拓く

１　進化に挑戦する
２　人が未来を創る

成果指標 柱、基本指針

事業継続計画等を策定している県内企業の割合
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計画
基準値
(基準年）

目標値
（目標年)

総合計画
3,809人
（H30年）

7,000人
（R7年）

プラン
3,809人
（H30年）

7,000人
（R7年）

総合計画
1億円
（H30年）

101億円
（R7年）

プラン
1億円
（H30年）

101億円
（R7年）

総合計画
3人

（H30年）
905人
（R7年）

プラン
3人

（H30年）
905人
（R7年）

総合計画
456億円
（H30年）

1,014億円
（R7年）

プラン
456億円
（H30年）

1,014億円
（R7年）

総合計画
3,306人
（H30年）

5,145人
（R7年）

プラン
3,306人
（H30年）

5,145人
（R7年）

総合計画
50億円
（H30年）

95億円
（R7年）

プラン
50億円
（H30年）

95億円
（R7年）

総合計画
500人
（H30年）

950人
（R7年）

プラン
500人
（H30年）

950人
（R7年）

総合計画 －
100％
（R7年度）

プラン －
100％
（R7年度）

総合計画
11,909千円
（H30年）

12,504千円
（R7年）

プラン
11,909千円
（H30年）

12,504千円
（R7年）

総合計画
18,044億円
（H29年）

18,764億円
（R7年）

プラン
18,044億円
（H29年）

18,764億円
（R7年）

総合計画
16,712千円
（H30年）

17,384千円
（R7年）

プラン
16,712千円
（H30年）

17,384千円
（R7年）

総合計画 －
20％
（R7年）

プラン －
20％
（R7年）

総合計画 －
500人
（R7年度）

プラン －
500人
（R7年度）

総合計画
20件

（H30年度）
1,250件
（R7年度）

プラン
20件

（H30年度）
1,250件
（R7年度）

事業承継ネットワークによる事業承継計画の策定件
数（累計）

柱２．力強い産業を育て、魅力あるしごとを生み出す

３　地力を高める

県の支援施策を受けた企業の付加価値額の増加率
（累計）

柱２．力強い産業を育て、魅力あるしごとを生み出す

３　地力を高める

立地協定を締結し設備投資などに対する県の支援を
受けた地場企業による新規雇用計画数（累計）

柱２．力強い産業を育て、魅力あるしごとを生み出す

３　地力を高める

サービス産業の県内総生産額

柱２．力強い産業を育て、魅力あるしごとを生み出す

３　地力を高める

県内サービス産業の従業員一人あたり売上額

柱２．力強い産業を育て、魅力あるしごとを生み出す

３　地力を高める

支援事業者のうち、前年比で売上がアップした事業
者の割合

柱２．力強い産業を育て、魅力あるしごとを生み出す

３　地力を高める

県内製造業の従業員一人あたり付加価値額

柱２．力強い産業を育て、魅力あるしごとを生み出す

３　地力を高める

３　地力を高める

航空機関連産業における雇用者数

柱２．力強い産業を育て、魅力あるしごとを生み出す

３　地力を高める

AI・IoT・ロボット関連産業における雇用者数

柱２．力強い産業を育て、魅力あるしごとを生み出す

３　地力を高める

航空機関連産業における売上高

柱２．力強い産業を育て、魅力あるしごとを生み出す

海洋エネルギー関連産業における雇用者数

柱２．力強い産業を育て、魅力あるしごとを生み出す

３　地力を高める

AI・IoT・ロボット関連産業における売上高

柱２．力強い産業を育て、魅力あるしごとを生み出す

３　地力を高める

３　地力を高める

海洋エネルギー関連産業における売上高

柱２．力強い産業を育て、魅力あるしごとを生み出す

３　地力を高める

成果指標 基本方針、施策

新たな基幹産業3分野における雇用者数

柱２．力強い産業を育て、魅力あるしごとを生み出す
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計画
基準値
(基準年）

目標値
（目標年)

総合計画
0件

（R1年度）
150件
（R7年度）

プラン
0件

（R1年度）
150件
（R7年度）

総合計画
9団体
（R1年度）

28団体
（R7年度）

プラン
9団体
（R1年度）

28団体
（R7年度）

総合計画 － －

プラン －
100％
（R7年度）

総合計画 9件
（H27～R1年度平均）

50件
（R3～R7年度）

プラン 9件
（H27～R1年度平均）

50件
（R3～R7年度）

総合計画 665人
（H27～R1年度平均）

2,500人
（R3～R7年度）

プラン 665人
（H27～R1年度平均）

2,500人
（R3～R7年度）

誘致企業による雇用計画数（累計）

柱２．力強い産業を育て、魅力あるしごとを生み出す

３　地力を高める

各実施事業の達成率（実績／目標）の平均

３　地力を高める

誘致企業による立地件数（累計）

柱２．力強い産業を育て、魅力あるしごとを生み出す

３　地力を高める

事業計画の策定から1年後に新規事業展開（創業を
含む）を図り事業化に至った企業数（累計）

柱２．力強い産業を育て、魅力あるしごとを生み出す

３　地力を高める

地域ごとの小規模事業者の持続的発展支援に資す
る計画の目標達成団体数（累計）

柱２．力強い産業を育て、魅力あるしごとを生み出す

３　地力を高める

成果指標 基本方針、施策
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産業労働部地方機関

名　　　　称 郵便番号 所在地 電  話 ＦＡＸ

（新産業創造課関係）

工業技術センター 856-0026 大村市池田2-1303-8
(0957)
52-1133

(0957)
52-1136

窯業技術センター 859-3726 東彼杵郡波佐見町稗木場郷605-2
(0956)
85-3140

(0956)
85-6872

（雇用労働政策課関係）

長崎高等技術専門校 851-2127 西彼杵郡長与町高田郷547-21
(095)
887-5671

(095)
813-5676

佐世保高等技術専門校 857-0361 北松浦郡佐々町小浦免1572-26
(0956)
62-4151

(0956)
62-4153

114



産業労働部関係団体
（令和3年6月1日現在）

団体名・所在地 目　　　的 主管課

会長 宮脇　雅俊 昭和30年10月25日
専務理事 松永　安市

TEL 095-822-0111
FAX 095-822-0112

会長 宅島　壽雄 昭和36年11月30日
副会長 岩永　信俊

吉村　洋
吉田　寛

専務理事 山田　伸裕

TEL 095-824-5413 理事 16名
FAX 095-825-0392 監事 2名

会長 石丸　忠重 昭和30年10月25日
副会長 橘髙　克和

竹本　慶三
西　亮
服部　一弘

TEL 095-826-3201 専務理事 岩崎　直紀
FAX 095-821-8056

理事 21名
監事 3名

理事長 田川　伸一
専務理事 西村　一宏

理事兼事務局長 西平　能成

理事
（取引拡大・新事業創出支援担
当）

前田　哲夫

理事
（企業誘致担当）

篠崎　靖

理事
（研究開発支援担当）

有冨　雄二

FAX 095-823-0009 　外 理事12名、監事2名

代表理事 廣田　義美 平成9年1月29日

理事 3名 基本財産 101,540千円
監事 2名

TEL 095-895-2637
FAX 095-895-2544

基本財産　243,390千円

企業振興課公益財団法人長崎県
産業振興財団

地場企業の発展支援、企
業誘致の推進及び新事業
の創出支援、研究開発支
援等を総合的に行い、本
県経済の振興と雇用の創
出を図る。

企業振興課県内における産炭地域振
興対策等を講ずることに
より、石炭鉱業の閉山等
構造調整の影響による諸
問題の解決及び産炭地域
における地域経済の自立
的な発展に寄与する。

公益財団法人長崎県
産炭地域振興財団

長崎市尾上町3-1　企
業振興課内

役　　　員

長崎市出島町2-11
出島交流会館6,7階

長崎市桜町4-1
長崎商工会館（長崎
商工会議所内）

長崎県商工会議所連
合会

長崎市桜町4-1
長崎商工会館9階

長崎県中小企業団体
中央会

長崎県商工会連合会

長崎市桜町4-1
長崎商工会館8階

産業政策課

商工会の健全な発展のた
めの指導育成を行う。

産業政策課

産業政策課

設立年月日・資本金等

昭和41年9月5日 設立

平成13年4月1日
（財）長崎県産業振興財団に名称変更

平成25年4月1日
公益財団法人へ移行

県内商工会議所の連絡調
整を行う。

中小企業等協同組合、商
工組合、商店街振興組
合、協業組合、各組合連
合会、その他多様な形態
の組織、事業及び経営の
指導並びに連絡その他の
健全な発達を図るため必
要な事業を行う。

115



産業労働部関係団体
（令和3年6月1日現在）

団体名・所在地 目　　　的 主管課役　　　員 設立年月日・資本金等

理事長 田中　博 平成22年12月22日
伊東　正人

TEL 0957-52-1144
FAX 0957-52-1145

会長 濵本　浩邦 ・平成5年6月7日 設立

副会長 須藤　英明 ・平成24年4月1日
北口　功幸 　一般社団法人に移行

長崎市興善町4-6

TEL 095-824-0332
FAX 095-824-0813

会長 田中　桂之助 昭和27年7月5日

専務理事 松尾　英紀
常務理事 池田　善徳

理事 13名
TEL 095-822-9171 監事 3名
FAX 095-824-1067

理事長 田中　洋一 ・平成2年8月27日
　任意団体として発足

・平成7年12月1日
副理事長 岩永　貴博 　財団法人化

・平成23年8月1日
　一般財団法人へ移行

副理事長 井石　八千代

基本財産 100,000千円
TEL 095-820-0020 常務理事 島崎　昭秀
FAX 095-820-0022

理事 井内　真人

外5名
監事 岩永　信俊

監事 弥永　努

雇用労働政策
課

経営支援課

新産業創造課

新産業創造課

（長崎市商工部長）

（長崎県産業労働部雇用労働政
策課長）

一般財団法人長崎市
勤労者サービスセン
ター

（(株)井石　代表取締役）

（長崎市商工部産業雇用政策課
長）

　センター事務局長）

専務理事兼
事務局長

発明の奨励、青少年等の
創造性開発育成及び知的
財産権制度の普及啓発等
を行なうことにより、科
学技術の振興を図り、
もって長崎県経済の発展
に寄与する。

中小企業者等の金融円滑
化のため信用保証業務を
行なう。

情報化に関する技術の調
査研究及び研修を行うと
ともに、情報化に関する
知識の普及啓発を行なう
ことにより、地域社会の
高度情報化の促進を図
り、経済及び社会の発展
に寄与する。

（草野・弥永税理士事務所）

長崎市、時津町及び長与
町内に居住し、又は勤務
する中小企業勤労者等に
対して、総合的な福祉事
業を行うことにより、中
小企業の振興、地域社会
の活性化に寄与すること
を目的とする。

一般社団法人長崎県
発明協会

一般社団法人長崎県
情報産業協会

大村市池田2-1303-8
（工業技術センター
内）

長崎県信用保証協会

長崎市桜町4-1
長崎商工会館6,7階

長崎市馬町25-2　長
崎市役所馬町ビル2階

（（一財）長崎市勤労者サービス

（東長崎商工会会長）
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産業労働部関係団体
（令和3年6月1日現在）

団体名・所在地 目　　　的 主管課役　　　員 設立年月日・資本金等

公益財団法人佐世保市 理事長 田中　英隆 ・平成7年4月1日
中小企業勤労者福祉サ 　任意団体として発足

ービスセンター 副理事長 浦山　政信 ・平成13年4月13日
　財団法人化

佐世保市稲荷町2-28 ・平成26年4月1日
（佐世保市労働福祉 常務理事 松永　栄次 　公益財団法人へ移行

センター内）
基本財産 46,666千円

TEL　0956-27-8101
FAX  0956-32-9761

外理事4名
監事 村田　絵理

監事 岡本　敏幸

理事長 平野　忠司 ・平成4年5月29日
理事 4名 ・平成25年8月1日
監事 2名 一般財団法人へ移行

基本財産 15,000千円

TEL　095-824-5788
FAX　095-824-3824

本部長 中野　忠 平成13年10月1日

TEL　095-840-0012
FAX　095-840-0013

雇用労働政策
課

雇用労働政策
課

雇用労働政策
課

者福祉サービスセンター事務局長）

九州労働金庫長崎県
本部

（和信産業(株)　代表取締役
会長）

（村田経理事務所所長）

長崎地区労働者の経済
的、社会的地位の向上と
生活安定、福祉向上を図
り、もって公共の福祉増
進に寄与することを目的
とする。

労働組合や生活協同組合
などの団体が協同して組
織する金融機関で、これ
らの団体の行う福利共済
活動のために金融の円滑
を図り、労働者の経済的
地位の向上に資すること
を目的とする。

佐世保市内に居住し、又
は勤務する勤労者に対し
て、総合的な福祉事業を
行うことにより、中小企
業勤労者の福祉の向上を
図るとともに、中小企業
の振興、地域社会の活性
化に寄与することを目的
とする。

（佐世保市副市長）

長崎市桜町9-6

（佐世保市会計管理室理事）

一般財団法人長崎地
区労働福祉会館

（(公財)佐世保市中小企業勤労

長崎市川口町4-17
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産業労働部関係団体
（令和3年6月1日現在）

団体名・所在地 目　　　的 主管課役　　　員 設立年月日・資本金等

公益社団法人長崎県 会長 吉木　信一郎 平成9年9月18日
シルバー人材センター 副会長 溝田　弘人
連合会

専務理事 松尾　和子 ・平成24年4月1日 公益社団法人へ移行

長崎市大黒町３－１
長崎交通産業ビル2階

TEL 095-833-2310
FAX 095-833-2316

公益社団法人長崎市 理事長 溝田　弘人 昭和56年10月30日
シルバー人材センター 事務局長 中路　崇弘

・平成24年4月1日 公益社団法人へ移行

長崎市岡町2-13

TEL 095-842-9500
FAX 095-842-9977

公益社団法人佐世保市 理事長 吉木　信一郎 昭和57年9月4日
シルバー人材センター 事務局長 大山　高清

・平成24年4月1日 公益社団法人へ移行

佐世保市谷郷町7-19

TEL 0956-24-4045
FAX 0956-24-2886

公益社団法人諫早市 理事長 西原　直之 昭和61年6月27日
シルバー人材センター 事務局長 御所　政久

・平成24年4月1日 公益社団法人へ移行

諫早市新道町948

TEL 0957-24-5183
FAX 0957-22-5198

公益社団法人大村市 理事長 西　正人 昭和63年3月29日
シルバー人材センター 事務局長 松本　裕幸

・平成24年4月1日 公益社団法人へ移行

大村市西三城町7-9

TEL 0957-52-5225
FAX 0957-54-6141

公益社団法人島原市 理事長 山下　徳美 平成元年2月21日
シルバー人材センター 事務局長 松田　敏明

・平成24年4月1日 公益社団法人へ移行

島原市坂上町7526

TEL 0957-63-7222
FAX 0957-63-7506

公益社団法人松浦市 理事長 村田　政司 平成2年7月28日
シルバー人材センター 事務局長 鈴木　利幸

・平成24年4月1日 公益社団法人へ移行

松浦市志佐町浦免275

TEL 0956-72-5500
FAX 0956-72-5501

外理事9名、監事2名

外理事9名、監事2名

外理事13名、監事2名

外理事11名、監事2名

外理事13名、監事2名

県内の各シルバー人材セ
ンター事業の普及・啓
発・指導・連結調整その
他の援助等を行い、各団
体の健全な発展及び高年
齢者の能力の積極的な活
用、生きがいの充実並び
に社会参加等の推進を図
る。

雇用労働政策
課

定年退職者等の希望に応
じた臨時的かつ短期的な
就業の機会を確保し、こ
れらの高年齢者に対して
組織的に提供することに
より、その就業を援助し
て、高年齢者の能力の積
極的な活用を図り、もっ
てその福祉の推進に資す
るとともに、高年齢者の
能力を活かした活力ある
地域社会づくりに寄与す
ることを目的とする。

雇用労働政策
課

（シルバー人材センター連合会

外１名

事務局長）

外理事14名、監事2名

外理事10名、監事2名
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産業労働部関係団体
（令和3年6月1日現在）

団体名・所在地 目　　　的 主管課役　　　員 設立年月日・資本金等

公益社団法人平戸市 理事長 藤澤　敏孝 平成3年11月27日
シルバー人材センター 事務局長 綿川　祐一

・平成24年4月1日 公益社団法人へ移行

平戸市鏡川町930

TEL 0950-22-3100
FAX 0950-22-3114

公益社団法人五島市 理事長 野口　助好 平成4年2月10日
シルバー人材センター 事務局長 竹口　友幸

・平成24年4月1日 公益社団法人へ移行

五島市三尾野1-7-１

TEL 0959-72-4680
FAX 0959-74-5681

公益社団法人西海市 理事長 橋口　壽美夫 平成5年11月24日
シルバー人材センター 事務局長 辻野　邦彦

・平成24年4月1日 公益社団法人へ移行

西海市大瀬戸町瀬戸
板浦郷920-12

TEL 0959-22-9086
FAX 0959-29-0281

公益社団法人長与・ 理事長 藤原　幸司 平成8年4月1日
時津シルバー人材セン 事務局長 田平　俊則
ター ・平成24年4月1日 公益社団法人へ移行

西彼杵郡長与町
斉藤郷1006－12

TEL 095-887-0800
FAX 095-887-0623

公益社団法人波佐見町 理事長 中尾　正嗣 平成14年4月1日
シルバー人材センター 事務局長 吉松　民雄

・平成24年4月1日 公益社団法人へ移行

東彼杵郡波佐見町
宿郷681-3

TEL 0956-27-6101
FAX 0956-27-6105

公益社団法人壱岐市 理事長 崎山　憲一 平成17年10月1日
シルバー人材センター 事務局長 山川　芳徳

・平成24年4月1日 公益社団法人へ移行

壱岐市郷ノ浦町本村
触93

TEL 0920-47-5200
FAX 0920-47-5201

公益社団法人南島原市 理事長 田中　照身 平成19年2月22日
シルバー人材センター 事務局長 吉田　稔

・平成24年4月1日 公益社団法人へ移行

南島原市布津町乙470

TEL 0957-72-7065
FAX 0957-72-5535

定年退職者等の希望に応
じた臨時的かつ短期的な
就業の機会を確保し、こ
れらの高年齢者に対して
組織的に提供することに
より、その就業を援助し
て、高年齢者の能力の積
極的な活用を図り、もっ
てその福祉の推進に資す
るとともに、高年齢者の
能力を活かした活力ある
地域社会づくりに寄与す
ることを目的とする。

雇用労働政策
課

外理事11名、監事2名

外理事8名、監事1名

外理事10名、監事2名

外理事5名、監事2名

外理事13名、監事2名

外理事13名、監事2名

外理事9名、監事2名
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産業労働部関係団体
（令和3年6月1日現在）

団体名・所在地 目　　　的 主管課役　　　員 設立年月日・資本金等

一般社団法人雲仙市 理事長 吉田　博幸 平成23年3月1日
シルバー人材センタ 事務局長 城井　仁
ー

雲仙市千々石町戊75
6-1

TEL 0957-37-6777
FAX 0957-37-6778

長崎県職業能力開発 会長 町田　十九一 昭和54年4月18日
協会

相談役）
西彼杵郡長与町高田
郷547-21 副会長 岩永　堅之進
技能・技術向上支援
センター内 外1名

TEL　095-894-9971 専務理事 山田　伸裕
FAX  095-894-9972

理事 18名
監事 ２名

長崎県技能士会連合 会長 山口　正美 昭和46年12月21日
会

副会長 北村　正和
西彼杵郡長与町高田
郷547-21 外2名
技能・技術向上支援
センター内 専務理事 山田　伸裕

TEL　095-894-9971 専務理事）
FAX  095-894-9972

理事 18名
監事 ２名

雇用労働政策
課

雇用労働政策
課

雇用労働政策
課

地域技能士会の育成と連
絡調整を図り、もって技
能者の資質及び福祉の向
上を図ることを目的とす
る。

職業能力開発促進法に基
づく職業訓練及び技能検
定に関し必要な業務を行
うことにより、職業人と
して有為な労働者の養成
と労働者の経済的、社会
的地位の向上に寄与する
ことを目的とする。

定年退職者等の希望に応
じた臨時的かつ短期的な
就業の機会を確保し、こ
れらの高年齢者に対して
組織的に提供することに
より、その就業を援助し
て、高年齢者の能力の積
極的な活用を図り、もっ
てその福祉の推進に資す
るとともに、高年齢者の
能力を活かした活力ある
地域社会づくりに寄与す
ることを目的とする。

（長崎技能士会　会長）

（長崎市管工業協同組合　理事長）

外理事7名、監事2名

（長崎県職業能力開発協会

(長崎県鉄筋工事業協同組合
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商工会議所・商工会
(令和3年4月1日現在）

名　　　称 電　話 ＦＡＸ
長崎商工会議所 会頭 宮脇　雅俊 850-8541 長崎市桜町４番１号（長崎商工会館２Ｆ） 095-822-0111 095-822-0112

佐世保商工会議所 会頭 金子　卓也 857-8577 佐世保市湊町６番１０号 0956-22-6121 0956-25-8616

島原商工会議所 会頭 満井　敏隆 855-8550 島原市高島二丁目７２１７ 0957-62-2101 0957-62-2393

諫早商工会議所 会頭 黒田　隆雄 854-0016 諫早市高城町５番１０号 0957-22-3323 0957-24-3638

大村商工会議所 会頭 中村　人久 856-0832 大村市本町458-2　プラットおおむら４階 0957-53-4222 0957-52-2511

福江商工会議所 会頭 清瀧　誠司 853-0005 五島市末広町８の４ 0959-72-3108 0959-74-1588

平戸商工会議所 会頭 早田　悠次 859-5121 平戸市岩の上町１４８１－１ 0950-22-3131 0950-22-3130

松浦商工会議所 会頭 稲沢　文員 859-4501 松浦市志佐町浦免１８０７ 0956-72-2151 0956-72-0199

東長崎商工会 会長 岩永　信俊 851-0133 長崎市矢上町20-27 095-839-8866 095-839-8867

長崎市北部商工会 会長 松本　昌法 851-2204 長崎市三重町958 095-850-0050 095-850-0982

三重支所 851-2204 長崎市三重町958 095-850-0050 095-850-0982

琴海支所 851-3212 長崎市長浦町2723 095-885-2123 095-885-2078

長崎南商工会 会長 髙平　德幸 851-0403 長崎市布巻町88-1 095-892-0078 095-892-0120

西海市商工会 会長 山﨑　善仁 851-3305 西海市西彼町喰場郷1686-3 0959-37-5400 0959-27-1677

西そのぎ商工会 会長 川口　義己 851-2105 西彼杵郡時津町浦郷428-14 095-882-2240 095-882-0521

長与支所 851-2128 西彼杵郡長与町嬉里郷431-4 095-883-2145 095-883-2149

時津支所 851-2105 西彼杵郡時津町浦郷428-14 095-882-2240 095-882-0521

東彼商工会 会長 山口　博昭 859-3605 東彼杵郡川棚町百津郷364-185 0956-82-2068 0956-83-2449

川棚支所 859-3605 東彼杵郡川棚町百津郷364-185 0956-82-2068 0956-83-2449

波佐見支所 859-3711 東彼杵郡波佐見町井石郷2220-1 0956-85-2069 0956-85-2103

東彼杵支所 859-3807 東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷483 0957-46-1700 0957-47-1173

諫早市商工会 会長 中嶋　一也 859-0132 諫早市高来町三部壱252-14 0957-32-2184 0957-32-2291

東部支所 859-0132 諫早市高来町三部壱252-14 0957-32-2184 0957-32-2291

西部支所 859-0401 諫早市多良見町化屋759-15 0957-43-0140 0957-43-2359

雲仙市商工会 会長 宅島　壽雄 854-0302 雲仙市愛野町乙555-1 0957-36-3911 0957-36-3919

南島原市商工会 会長 白石　　保 859-2503 南島原市口之津町丁5611-7 0957-76-1500 0957-86-3159

口加統合事務所 859-2601 南島原市加津佐町己2818-2 0957-87-3083 0957-87-4709

有馬統合事務所 859-2304 南島原市北有馬町丁35-1 0957-84-2222 0957-84-2608

両有家統合事務所 859-2201 南島原市有家町久保204-9 0957-82-2431 0957-82-8205

深江布津統合事務所 859-1504 南島原市深江町丁2169-2 0957-72-2891 0957-72-2365

有明町商工会 会長 片山　輝雄 859-1415 島原市有明町大三東戊1427-3 0957-68-0255 0957-68-0223

佐世保市北部商工会 会長 吉村　洋 859-6326 佐世保市吉井町立石472-3 0956-64-2139 0956-64-2489

住　　　所役　　　員
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商工会議所・商工会
(令和3年4月1日現在）

名　　　称 電　話 ＦＡＸ住　　　所役　　　員
平戸市商工会 会長 大久保　仰 859-4825 平戸市田平町山内免344-5 0950-57-0223 0950-57-0083

松浦市福鷹商工会 会長 市原　義光 848-0403 松浦市福島町塩浜免679 0955-47-2152 0955-47-3273

鷹島支所 859-4305 松浦市鷹島町中通免1892-2 0955-48-2117 0955-48-3490

佐々町商工会 会長 森山　政幸 857-0311 北松浦郡佐々町本田原免123 0956-62-3171 0956-62-6589

小値賀町商工会 会長 福﨑　文雄 857-4701 北松浦郡小値賀町笛吹郷1537-54 0959-56-2323 0959-56-2755

宇久町商工会 会長 尼﨑　準二 857-4901 佐世保市宇久町平2524-23 0959-57-2163 0959-57-2822

新上五島町商工会 会長 増田　　博 857-4404 南松浦郡新上五島町青方郷2303 0959-52-2446 0959-52-8383

有川支所 857-4211 南松浦郡新上五島町有川郷733-1　 0959-42-0037 0959-42-1625

五島市商工会 会長 立石　光德 853-0701 五島市岐宿町岐宿2256-3 0959-82-0068 0959-82-0576

奈留支所 853-2201 五島市奈留町浦1839-8 0959-64-2288 0959-64-2496

壱岐市商工会 会長 吉田　寛 811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触490-9 0920-47-6001 0920-47-1899

対馬市商工会 会長職務代行者 山本　博己 817-0022 対馬市厳原町国分1441 0920-52-0460 0920-52-6169

美津島支所 817-0322 対馬市美津島町雞知甲550-2 0920-54-2268 0920-54-3143

中部支所 817-1201 対馬市豊玉町仁位1542 0920-58-1139 0920-58-1348

北部支所 817-1701 対馬市上対馬町比田勝679-1 0920-86-2323 0920-86-3905
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Ⅸ 組 織 の 変 遷
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組織の変遷（商工部門）

年度 部 本庁各課及び地方機関   ※（ ）は各課の班構成 備     考

R3 産業労

働部

産業政策課（総務・予算班、企画調整班、団体振興班） 企業振興課（地場企業支援

班、産地振興班、企業誘致推進班） 新産業創造課（ＤＸ・新産業支援班、スタート

アップ推進班、科学技術振興班、海洋・環境産業班） 経営支援課（経営支援班、サ

ービス産業振興班）

工業技術センター 窯業技術センター

4.1 新産業支援班をＤＸ・新産業支援班と

スタートアップ推進班へ改組

R2 産業労

働部

産業政策課（総務・予算班、企画調整班、団体振興班） 企業振興課（地場企業支援

班、産地振興班、企業誘致推進班） 新産業創造課（新産業支援班、科学技術振興班、

海洋・環境産業班） 経営支援課（経営支援班、サービス産業振興班）

工業技術センター 窯業技術センター

4.1 商務金融班を経営支援班へ統合

30

～

31

産業労

働部

産業政策課（総務・予算班、企画調整班、団体振興班） 企業振興課（地場企業支援

班、産地振興班、企業誘致推進班） 新産業創造課（新産業支援班、科学技術振興班、

海洋・環境産業班） 経営支援課（商務金融班、経営支援班、サービス産業振興班）

工業技術センター 窯業技術センター

H30

4.1

食品産業・産地振興室を企業振興課に

統合

企業振興課の一部と海洋・環境産業創

造課を統合し新産業創造課を新設

商務金融課を経営支援課に改組

29 産業労

働部

産業政策課（総務・予算班、企画調整班、団体振興班、産業人材育成班） 企業振興

課（地場企業支援班、科学技術振興班、新事業支援班、企業誘致推進班） 食品産業・

産地振興室 海洋・環境産業創造課（企画推進班、海洋プロジェクト推進班、環境産

業創造班） 商務金融課（金融班、サービス産業振興班、海外展開支援班）

工業技術センター 窯業技術センター

4.1 海洋・環境産業創造課の海洋クラスタ

ー構築班を企画推進班に、グリーンニ

ューディール推進班を環境産業創造班

に改組

28 産業労

働部

産業政策課（総務・予算班、企画調整班、団体振興班、産業人材育成班） 企業振興

課（地場企業支援班、科学技術振興班、新事業支援班、企業誘致推進班） 食品産業・

産地振興室 海洋・環境産業創造課（海洋クラスター構築班、海洋プロジェクト推進

班、グリーンニューディール推進班） 商務金融課（金融班、サービス産業振興班、

海外展開支援班）

工業技術センター 窯業技術センター

4.1 商務金融課の商工振興班を産業政策課

へ移管し、産業政策課に団体振興班を

新設

雇用労働政策課の地域雇用・人材育成

班を産業政策課へ移管し、産業政策課

に産業人材育成班を新設

企業振興・技術支援課と企業立地課を

統合し企業振興課を新設

海洋産業創造室とグリーンニューディ

ール推進室を統合し海洋・環境産業創

造課を新設

産業政策課の海外展開支援班を商務金

融課へ移管

27 産業労

働部

産業政策課（総務・予算班、企画調整班、海外展開支援班） 企業振興・技術支援課

（地場企業支援班、科学技術振興班、新産業支援班、産学官金連携推進班） 食品産

業・産地振興室 グリーンニューディール推進室 海洋産業創造室（クラスター構築

班、プロジェクト推進班） 企業立地課 商務金融課（商工振興班、金融班、サービ

ス産業振興班）

工業技術センター 窯業技術センター

4.1 産業政策課の競争力強化班を廃止し、

海外展開支援班を新設

産業振興課と産業技術課を統合し企業

振興・技術支援課と食品産業・産地振

興室を新設

海洋産業創造室にクラスター構築班と

プロジェクト推進班を新設

商務金融課の経営支援班を商工振興班

と金融班へ改組

26 産業労

働部

産業政策課（総務・予算班、企画調整班、競争力強化班） 産業振興課（地場企業支

援班、地域産業振興班） 産業技術課（産学官金連携推進班、科学技術振興班、新産

業支援班） グリーンニューディール推進室 海洋産業創造室 企業立地課 商務金

融課（経営支援班、サービス産業振興班）

工業技術センター 窯業技術センター

4.1 産業人材課の産業人材育成班を産業政

策課へ移管し、産業政策課に競争力強

化班を新設

海洋産業創造室を新設

商工金融課を商務金融課へ改組（産業

政策課の団体振興班を移管し再編）

25 産業労

働部

産業政策課（総務・予算班、企画調整班、団体振興班） 産業振興課（地場企業支援

班、地域産業振興班） 産業技術課（産学官金連携推進班、科学技術振興班、新産業

支援班） グリーンニューディール推進室（グリーンニューディールプロジェクト班

ＥＶプロジェクト班） 企業立地課 商工金融課（金融班、商業振興班）

工業技術センター 窯業技術センター

4.1 ＥＶプロジェクト推進室とナガサキ・

グリーンニューディール推進室を統合
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24 産業労

働部

産業政策課（総務・予算班、企画調整班、団体振興班） 産業振興課（地場企業支援

班、地域産業振興班） ＥＶプロジェクト推進室 産業技術課（産学官金連携推進班

科学技術振興班、新産業支援班） ナガサキ・グリーンニューディール推進室 企業

立地課 商工金融課（金融班、商業振興班）

工業技術センター 窯業技術センター

4.1 産業振興課の企画調整班を地場企業支

援班、地域産業振興班へ統合

ナガサキ・グリーンニューディール推

進室を環境部から移管

企業立地課の産炭地域振興班を産業振

興課地域産業振興班へ統合

大阪事務所を総務部へ移管

23 産業労

働部

産業政策課（総務・予算班、企画調整班、団体振興班） 産業振興課（企画振興班、

地場企業支援班、地域産業振興班） ＥＶプロジェクト推進室 産業技術課（産学官

金連携推進班、科学技術振興班、新産業支援班） 企業立地課（企業立地推進班、産

炭地域振興班） 商工金融課（金融班、商業振興班）

大阪事務所 工業技術センター 窯業技術センター

4.1 産業政策課の総務係と予算班を統合、

上海市駐在をアジア・国際戦略課へ移

管

物産流通推進本部からふるさと産業振

興業務を産業振興課へ移管、

産業振興課の新産業支援班と科学技術

振興課を統合して産業技術課を新設

商工振興課を商工金融課に名称変更

科学技術振興局から工業技術センター

と窯業技術センターを移管

22 産業労

働部

産業政策課（総務係、予算班、企画調整班、団体振興班、上海市駐在） 産業振興課

（企画振興班、地場企業支援班、新産業支援班） ＥＶプロジェクト推進室 企業立

地課（企業立地推進班、産炭地域振興班） 商工振興課（商業振興班、金融班）

大阪事務所

4.1 企業振興・立地推進本部を産業労働部

に統合し、産業振興課、ＥＶプロジェ

クト推進室、企業立地課を新設

21 産業労

働部

産業政策課（総務係、予算班、企画調整班、団体振興班、上海市駐在） 新産業創造

課（新産業政策班、新産業支援班） 産業基盤整備室 商工振興課（商業振興班、金

融班）

大阪事務所

4.1 産業政策課産業集積基盤整備班と新産

業創造課の旧産炭地域振興担当を統合

して産業基盤整備室を新設

商工振興課団体振興班を産業政策課へ

移管

商工振興課貸金業法及び割賦販売法に

関する業務を県民生活部へ移管

20 産業労

働部

産業政策課（総務係、予算班、企画調整班、産業集積基盤整備班、上海市駐在） 新

産業創造課（新産業政策班、新産業支援班） 商工振興課（団体振興班、商業振興班、

金融班）

大阪事務所

4.1 福岡事務所を廃止

19 産業労

働部

産業政策課（総務係、予算班、企画調整班、産業集積基盤整備班、上海市駐在） 新

産業創造課（新産業政策班、新産業支援班） 商工振興課（団体振興班、商業振興班、

金融班）

大阪事務所 福岡事務所

4.1 商工金融課を商工振興課へ改組（企業

支援班を廃止し団体振興班を産業政策

課から移管）

工業団地整備に関する業務を企業振

興・立地推進本部から産業政策課へ移

管

産業政策課に予算班を新設し新産業創

造課・商工金融課の総務係を廃止

※総務部に総務事務センターを設置

18 産業労

働部

産業政策課（総務係、企画調整班、団体振興班、上海市駐在） 新産業創造課（総務

係、新産業政策班、新産業支援班） 商工金融課（総務係、商業振興班、金融班、企

業支援班）

大阪事務所 福岡事務所

4.1 商工労働部を産業労働部に改組

商工労働政策課を産業政策課に改組

（産炭・新エネルギー班を廃止し一部

業務を新産業創造課へ移管）

産業振興課を新産業創造課及び企業振

興・立地推進本部に、物産流通振興課

を物産流通推進本部に改組（それぞれ

部から独立）

17 商工労

働部

商工労働政策課（総務係、企画調整班、団体振興班、産炭・新エネルギー班、上海市

駐在） 物産流通振興課（物産開発振興班、マーケティング強化班、東アジア貿易支

援班） 商工金融課（総務係、商業振興班、金融班、企業支援班） 産業振興課（総

務係、産業人材育成班、地場企業発展支援班、新産業・情報化支援班、企業立地推進

班）

大阪事務所 福岡事務所

4.1 物産流通振興課の貿易流通班を東アジ

ア貿易支援班へ改組
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15

～

16

商工労

働部

商工労働政策課（総務係、企画調整班、団体振興班、産炭・新エネルギー班、上海市

駐在） 物産流通振興課（物産開発振興班、マーケティング強化班、貿易流通班） 商

工金融課（総務係、商業振興班、金融班、企業支援班） 産業振興課（総務係、産業

人材育成班、地場企業発展支援班、新産業・情報化支援班、企業立地推進班）

大阪事務所 福岡事務所

H15.

4.1 商工労働政策課の貿易流通班を物産流

通振興課へ移管

商工金融課に企業支援班を設置

産業振興課の科学・産業技術振興班を

政策調整局へ移管（科学技術振興課の

新設）

工業技術センター及び窯業技術センタ

ーを政策調整局へ移管

14 商工労

働部

商工労働政策課（総務係、企画調整班、団体振興班、産炭・新エネルギー班、上海市

駐在） 物産流通振興課（物産開発振興班、マーケティング強化班、貿易流通班） 商

工金融課（総務係、商業振興班、金融班） 産業振興課（総務係、産業人材育成班、

地場企業発展支援班、新産業・情報化支援班、科学・産業技術振興班、企業立地推進

班）

大阪事務所 福岡事務所 工業技術センター 窯業技術センター

4.1 新事業振興課を産業振興課へ改組し、

産業人材育成班を新設

商工労働政策課の貿易流通班を物産流

通振興課へ移管

13 商工労

働部

商工労働政策課（総務係、企画調整班、団体振興班、貿易流通班、産炭・新エネルギ

ー班、上海市駐在） 物産流通振興課（物産開発振興班、マーケティング強化班） 商

工金融課（総務係、商業振興班、金融班） 新事業振興課（総務係、地場企業発展支

援班、新産業・情報化支援班、科学・産業技術振興班、企業立地推進班）

大阪事務所 福岡事務所 工業技術センター 窯業技術センター

4.1 物産流通振興室を物産流通振興課へ改

組

観光課を地域振興部へ移管

企業立地推進室を新事業振興課の企業

立地推進班に再編改組

12 商工労

働部

商工労働政策課（総務係、企画調整班、団体振興班、貿易流通班、産炭・特定業種支

援班、上海市駐在） 物産流通振興室（物産開発振興班、マーケティング強化班） 商

工金融課（総務係、商業振興班、金融班） 観光課（総務係、観光活性化推進班、誘

致対策班） 新事業振興課（総務係、新企業振興班、科学・産業技術振興班、企業立

地推進室）

大阪事務所 福岡事務所 工業技術センター 窯業技術センター

4.1

1.6

物産流通振興室を課外室に改組

経営指導課を商工金融課に再編改組

企業振興課と産業技術振興室を新事業

振興課に再編改組

※日蘭交流400 周年事業開催

※中央省庁再編により通商産業省が廃

止され、経済産業省が新設

11 商工労

働部

商工労働政策課（総務係、企画調整班、団体振興班、貿易流通班、物産流通振興室、

上海市駐在） 経営指導課（総務係、商業振興班、金融班、融資班） 観光課（総務

係、企画調整班、誘致対策班、コンベンション推進班） 企業振興課（総務係、計画

調整班、企業立地班、産炭・特定産業班、産業技術振興室）

大阪事務所 福岡事務所 工業技術センター 窯業技術センター

4.1 観光物産課を廃止し観光課、商工労働

政策課の課内室の物産流通振興室を新

設

企業振興課内に産業技術振興室を新設

10 商工労

働部

商工労働政策課（総務係、企画調整班、団体振興班、貿易流通班、上海市駐在） 経

営指導課（総務係、商業振興班、工業診断班、金融班、融資班） 観光物産課（総務

係、企画振興班、誘致対策班、コンベンション推進班、地場産業振興班） 企業振興

課（総務係、計画調整班、企業立地班（諫早駐在）、技術振興・新企業支援班、産炭・

特定産業班）

大阪事務所 福岡事務所 工業技術センター 窯業技術センター

4.1 商工労働政策課商業振興班と経営指導

課診断指導班を再編し、経営指導課に

商業振興班、工業診断班を設置

観光物産課リゾート推進班をコンベン

ション推進班に改組

９ 商工労

働部

商工労働政策課（総務係、企画調整班、団体振興班、商業振興班、貿易流通班、上海

市駐在） 経営指導課（総務係、診断指導班、金融班、融資班） 観光物産課（総務

係、企画振興班、誘致対策班、リゾート推進班、地場産業振興班） 企業振興課（総

務係、計画調整班、企業立地班（諫早駐在）、技術振興・新企業支援班、産炭・特定

産業班）

大阪事務所 福岡事務所 工業技術センター 窯業技術センター

4.1 商工労働政策課団体・商業振興班を団

体振興班、商業振興班に改組

炎の博覧会推進室を廃止

大阪事務所を総務部より移管

企業振興課技術振興班を技術振興・新

企業支援班に改組

８ 商工労

働部

商工労働政策課（総務係、企画調整班、団体・商業振興班、貿易流通班、上海市駐在）

炎の博覧会推進室（企画調整班、業務班） 経営指導課（総務係、診断指導班、金融

班、融資班） 観光物産課（総務係、企画振興班、誘致対策班、リゾート推進班、地

場産業振興班） 企業振興課（総務係、計画調整班、企業立地班（名古屋市駐在、諫

早駐在）、技術振興班、産炭・特定産業班）

工業技術センター 窯業技術センター

4.1

11.1

経済部と労働部を統合し商工労働部に

改組

商工課設備高度化班を経営指導課へ、

産炭・特定産業班を企業振興課へ移管

し、物産振興課から貿易流通班を移管

し商工労働政策課に改組

物産振興課、観光課を廃止し観光物産

課を新設

福岡事務所を新設

※世界炎の博覧会開催

７ 経済部 商工課（総務係、企画調整班、団体振興班、設備高度化班、産炭・特定産業班、上海

市駐在） 炎の博覧会推進室（企画調整班、業務班） 経営指導課（総務係、指導班、

診断班、金融班） 物産振興課（総務係、産業振興班、貿易流通班） 企業振興課（総

務係、計画調整班、企業立地班（名古屋市駐在）、技術振興班） 観光課（総務係、

企画振興班、誘致対策班、リゾート推進班）

4.1 物産振興課炎の博覧会準備班を廃止し

炎の博覧会推進室を新設
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工業技術センター 窯業技術センター

６ 経済部 商工課（総務係、企画調整班、団体振興班、設備高度化班、産炭・特定産業班、上海

市駐在） 経営指導課（総務係、指導班、診断班、金融班） 物産振興課（総務係、

産業振興班、貿易流通班） 企業振興課（総務係、立地調整班、企業誘致班（名古屋

市駐在）、技術振興班） 観光課（総務係、企画振興班、誘致対策班、リゾート推進

班）

工業技術センター 窯業技術センター

4.1

10.1

総務係以外の班制施行

物産振興課に炎の博覧会準備班を新設

５ 経済部 商工課（総務係、企画調整班（上海駐在）、団体振興係、設備高度化係、産炭・特定

産業班） 経営指導課（総務係、指導班、診断班、金融班） 物産振興課（総務係、

産業振興係、貿易流通係） 企業振興課（総務係、立地調整班、企業誘致班（名古屋

市駐在）、技術振興班） 観光課（総務係、企画振興班、誘致対策班、リゾート推進

班）

工業技術センター 窯業技術センター

4.1 リゾート整備推進室を廃止し観光課に

統合

４ 経済部 商工課（総務係、企画調整班（上海駐在）、団体振興係、設備高度化係、産炭・特定

産業班） 経営指導課（総務係、指導班、診断班、金融班） 物産振興課（総務係、

産業振興係、貿易流通係） 企業振興課（総務係、立地調整班、企業誘致班（名古屋

市駐在）、技術振興班） リゾート整備推進室 観光課（総務係、企画振興班、誘致

対策班）

工業技術センター 窯業技術センター

4.1 企画デザイン班を企画調整班に、助成

係を設備高度化係に改組

経営指導課、物産振興課、企業振興課、

観光課の総務担当を総務係に改組

窯業試験場を窯業技術センターへ再編

※ハウステンボス開業

３ 経済部 商工課（総務係、企画デザイン班、団体振興係、助成係、産炭・特定産業班） 経営

指導課（総務担当、指導班、診断班、金融班） 物産振興課（総務担当、産業振興係、

貿易流通係） 企業振興課（総務担当、立地調整班、企業誘致班（名古屋市駐在）、

技術振興班） リゾート整備推進室 観光課（総務担当、企画振興班、誘致対策班）

工業技術センター 窯業試験場

4.1

7 月

商工課に企画デザイン班を新設

上海事務所を設置

２ 経済部 商工課（総務係、団体振興係、助成係、産炭・特定産業班） 経営指導課（総務担当、

指導班、診断班、金融班） 物産振興課（総務担当、産業振興係、貿易流通係） 企

業振興課（総務担当、立地調整班、企業誘致班、技術振興班） リゾート整備推進室

観光課（総務担当、企画振興班、誘致対策班）

工業技術センター 窯業試験場、

4.1 特定産業対策室を廃止し商工課へ統合

※長崎「旅」博覧会開催

元 経済部 商工課（総務係、団体振興係、助成係、産炭地域対策班） 特定産業対策室 経営指

導課（総務担当、指導班、診断班、金融班） 物産振興課（総務担当、産業振興係、

貿易流通係） 企業振興課（総務担当、立地調整班、企業誘致班、技術振興班） リ

ゾート整備推進室 観光課（総務担当、企画振興班、誘致対策班）

工業試験場 県北工業試験場 窯業試験場

4.1

10.1

企業誘致センターを東京事務所に統

合。リゾート整備推進室を企画部から

移管。

工業試験場及び県北工業試験場を統合

し工業技術センターを新設

63 経済部 商工課（総務係、団体振興係、助成係、産炭地域対策班） 特定産業対策室 経営指

導課（総務担当、指導班、診断班、金融班） 物産振興課（総務担当、産業振興係、

貿易流通係） 企業振興課（総務担当、立地調整班、企業誘致班、技術振興班） 観

光課（総務担当、企画振興班、誘致対策班）

工業試験場 県北工業試験場 窯業試験場 企業誘致センター

4.1 不況対策室を特定産業対策室に改称

62 経済部 商工課（総務係、団体振興係、助成係、産炭地域対策班） 不況対策室 経営指導課

（総務担当、指導班、診断班、金融班） 物産振興課（総務担当、産業振興係、貿易

流通係） 企業振興課（総務担当、立地調整班、エネルギー対策班、企業誘致班、技

術振興班） 観光課（総務担当、企画振興班、誘致対策班）

工業試験場 県北工業試験場 窯業試験場 企業誘致センター

4.1 中小企業総合指導センターと商工課金

融班を統合し経営指導課を新設

中小企業課、技術振興室、工業立地課

を商工課、企業振興課へ再編

企業誘致担当東京駐在を廃止し企業誘

致センターを新設

60

～

61

経済部 中小企業課（総務係、団体振興係、助成係、金融係） 物産振興課（総務担当、産業

振興係、流通開発係） 技術振興室（産炭地域振興担当、テクノポリス計画担当、技

術振興担当） 観光課（総務担当、企画振興班、誘致対策班） 工業立地課（総務担

当、立地調整班、エネルギー対策班、企業誘致班）

工業試験場 県北工業試験場 窯業試験場 中小企業総合指導センター 企業誘致

担当東京駐在

S60.

4.1 産炭県北経済対策室を技術振興室へ改

組
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59 経済部 中小企業課（総務係、団体振興係、助成係、金融係） 物産振興課（総務担当、産業

振興係、流通開発係） 産炭県北経済対策室（産炭地域振興担当、テクノポリス計画

担当） 観光課（総務担当、企画振興班、誘致対策班） 工業立地課（総務担当、立

地調整班、エネルギー対策班、企業誘致班）

工業試験場 県北工業試験場 窯業試験場 中小企業総合指導センター 企業誘致

担当東京駐在

4.1 大阪事務所を総務部へ移管

58 経済部 中小企業課（総務係、団体振興係、助成係、金融係） 物産振興課（総務担当、産業

振興係、流通開発係） 産炭・県北経済対策室（産炭地域振興担当、テクノポリス計

画担当） 観光課（総務担当、企画振興班、誘致対策班） 工業立地課（総務担当、

立地調整班、エネルギー対策班、企業誘致班）

工業試験場 県北工業試験場 窯業試験場 中小企業総合指導センター 大阪事務

所（大阪観光センター） 企業誘致担当東京駐在

4.1 名古屋連絡事務所を廃止し大阪事務所

を観光物産課から中小企業課へ移管

運輸課・陸運事務所（佐世保支所、厳

原出張所）を企画部へ移管。

57 経済部 中小企業課（総務係、団体係、助成係、金融係） 産地振興室（地場産業振興担当、

産炭地域振興担当） 運輸課（総務担当、航空班、運輸班、鉄道班） 工業立地課（総

務担当、立地対策班、発電事業調整班） エネルギー対策室（エネルギー班・上五島

備蓄班） 観光物産課（総務担当、企画振興係、観光係、貿易物産係）

工業試験場 県北工業試験場 窯業試験場 中小企業総合指導センター 大阪事務

所（大阪観光センター、名古屋連絡事務所） 陸運事務所（佐世保支所、厳原出張所）

56 経済部 中小企業課（総務係、団体係、助成係、金融係、物価流通班） 産地振興室（地場産

業振興担当、産炭地域振興担当、不況対策担当） 運輸課（総務担当、航空班、運輸

班、鉄道班） 工業立地課（総務担当、立地対策班、発電事業調整班） エネルギー

対策室（石油・LPG 等備蓄担当、エネルギー担当） 観光物産課（総務担当、企画振

興係、観光係、貿易物産係）

工業試験場 県北工業試験場 窯業試験場 中小企業総合指導センター 大阪事務

所（大阪観光センター、名古屋連絡事務所） 陸運事務所（佐世保支所、厳原出張所）

55 経済部 中小企業課（総務係、団体係、助成係、金融係、物価流通班） 産地振興室（地場産

業振興担当、産炭地域振興担当、造船不況担当） 運輸課（総務担当、航空班、運輸

班、鉄道班） 工業立地課（総務担当、立地対策担当、発電事業調整担当） エネル

ギー対策室（石油・LPG 備蓄担当、エネルギー対策担当） 観光物産課（総務担当、

企画振興係、観光係、貿易物産係）

工業試験場 県北工業試験場 窯業試験場 中小企業総合指導センター 大阪事務

所（大阪観光センター、名古屋連絡事務所） 陸運事務所（佐世保支所、厳原出張所）

S55.

4.1 運輸課物産流通班を中小企業課に移管

中小企業課振興係、企業振興課産炭地

域振興担当、造船不況対策室を統合し

産地振興室を新設。

企業振興課を工業立地課に改組。

エネルギー対策室を新設。

54 経済部 中小企業課（総務係、団体係、振興係、助成係、金融係） 造船不況対策室 運輸課

（総務担当、物価流通班、運輸班、鉄道班） 企業振興課（総務担当、工業立地班、

資源エネルギー班） 観光物産課（総務担当、企画振興係、観光係、貿易物産係）

工業試験場 県北工業試験場 窯業試験場 中小企業総合指導センター 大阪事務

所（大阪観光センター、名古屋連絡事務所） 陸運事務所（佐世保支所、厳原出張所）

53 経済部 中小企業課（総務係、団体係、振興係、助成係、金融係） 造船不況対策室 運輸課

（総務担当、物価流通班、運輸班） 企業振興課（総務担当、工業立地班、資源エネ

ルギー班、上五島備蓄担当） 観光物産課（総務担当、企画振興係、観光係、貿易物

産係）

工業試験場 県北工業試験場 窯業試験場 中小企業総合指導センター 大阪事務

所（大阪観光センター、名古屋連絡事務所） 陸運事務所（佐世保支所、厳原出張所）

4.1 造船不況対策室を直属より移管

52 経済部 中小企業課（総務係、団体係、振興係、助成係、金融係） 運輸課（総務担当、運輸

対策係、流通対策係、物価対策班、鉄道対策班） 企業振興課（総務担当、工業立地

班、鉱政班） 観光物産課（総務担当、企画振興係、観光係、貿易物産係）

工業試験場 県北工業試験場 窯業試験場 中小企業総合指導センター 大阪事務

所（大阪観光センター、名古屋連絡事務所） 陸運事務所（佐世保支所、厳原出張所）

4.1 中小企業課への総務集中により、運輸

課、企業振興課、観光物産課の総務係

を総務担当に改正

51 経済部 中小企業課（総務係、団体係、振興係、助成係、金融係） 運輸課（物価対策班、鉄

道対策班、総務係、運輸対策係、流通対策係） 企業振興課（工業立地班、鉱政班、

総務係） 観光物産課（総務係、企画振興係、観光係、貿易物産係）

工業試験場 県北工業試験場 窯業試験場 中小企業総合指導センター 大阪事務

所（大阪観光センター、名古屋連絡事務所） 陸運事務所（佐世保支所、厳原出張所）

4.1 緊急物産対策室を廃止し運輸課に統

合。

企業振興課の砂利採取採石業事務を監

理課へ移管

50 経済部 中小企業課（総務係、団体係、振興係、助成係、金融係） 運輸課（鉄道対策班、総

務係、運輸対策係、流通対策係） 企業振興課（工業立地班、総務係、採石ぼた山班、

産炭地振興係、資源電気係） 観光物産課（総務係、企画振興係、観光係、貿易物産

係） 緊急物価対策室

工業試験場 県北工業試験場 窯業試験場 中小企業総合指導センター 大阪事務

所（大阪観光センター、名古屋連絡事務所） 陸運事務所（佐世保支所、厳原出張所）

4.1 通商運輸課を運輸課、観光課を観光物

産課へ改称、主管課を中小企業課。

名古屋就職連絡事務所を名古屋連絡事

務所へ改称、大阪観光センターを設置。
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49 経済部 通商運輸課（総務係、運輸対策係、流通対策係、貿易振興係） 中小企業課（総務係、

団体係、振興係、助成係、金融係） 企業振興課（総務係、企業誘致係、産炭地振興

係、資源電気係） 観光課（総務係、企画振興係、観光係、物産係） 緊急物価対策

室

工業試験場 県北工業試験場 窯業試験場 中小企業総合指導センター 東京貿易

物産センター 長崎貿易観光センター 大阪事務所（名古屋就職連絡事務所） 陸運

事務所（佐世保支所、厳原出張所）

4.1 経済労働部を経済部、労働部に分割。

緊急物価対策室を新設。

47

～

48

経済労

働部

通商運輸課（総務係、運輸対策係、流通対策係、貿易振興係） 中小企業課（総務係、

団体係、振興係、助成係、金融係） 企業振興課（総務係、企業誘致係、産炭地振興

係、資源電気係） 観光課（総務係、企画振興係、観光係、物産係）

工業試験場 県北工業試験場 窯業試験場 中小企業総合指導センター 東京貿易

物産センター 長崎貿易観光センター 大阪事務所（名古屋就職連絡事務所） 陸運

事務所（佐世保支所、厳原出張所）

S47.

4.1 商政貿易課を通商運輸課に改称。

計量検定所を生活課へ移管。

観光課公園係、西海国立公園管理事務

所（県北、五島）、雲仙公園事務所を自

然保護課へ移管

東京貿易物産センター、長崎貿易観光

センター、大阪事務所を商政貿易課よ

り観光課へ移管。ユースホステル・青

年婦人の家をユースホステル協会に委

託。

46 経済労

働部

商政貿易課（総務係、流通運輸係、貿易物産係） 中小企業課（総務係、団体係、振

興係、助成係、金融係） 企業振興課（総務係、企業誘致係、産炭地振興係、資源電

気係） 観光課（総務係、企画振興係、観光係、公園係）

東京貿易物産センター 長崎貿易観光センター 大阪事務所（名古屋就職連絡事務

所） 計量検定所 工業試験場 県北工業試験場 窯業試験場 中小企業総合指導セ

ンター 雲仙公園事務所 ユースホステル・青年婦人の家 西海国立公園管理事務所

（県北、五島） 陸運事務所（佐世保支所、厳原出張所）

4.1 民政労働部より労働 4 課を移管し商工

部を経済労働部に改組。

工業、窯業技術センターの改称。

西海国立公園管理事務所（佐世保、福

江）を改称し支所を廃止。

45 商工部 商政貿易課（総務係、市場物産係、貿易振興係） 中小企業課（総務係、団体係、振

興係、助成係） 企業振興課（総務係、企業誘致係、産炭地振興係、火薬ガス係、保

安電気係、資源調査係） 観光課（総務係、振興係、指導係、公園係）

東京貿易物産センター 長崎貿易観光センター 計量検定所 工業技術センター

県北工業技術センター 窯業技術センター 中小企業総合指導センター 雲仙公園

事務所 ユースホステル・青年婦人の家 西海国立公園管理事務所（佐世保、福江、

平戸支所、有川支所） 陸運事務所（佐世保支所、厳原出張所）

4.1

7.20

資源調査室を廃止し企業振興課に統

合。

大阪事務所を総務部より商政貿易課へ

移管

44 商工部 商政貿易課（総務係、市場物産係、貿易振興係） 中小企業課（総務係、団体係、振

興係、助成係） 企業振興課（総務係、企業誘致係、産炭地振興係、火薬ガス係、保

安電気係） 観光課（総務係、観光係、公園係） 資源調査室（調整係、資源調査係）

東京貿易物産センター 長崎貿易観光センター 計量検定所 工業技術センター

県北工業技術センター 中小企業総合指導センター 窯業技術センター 雲仙公園

事務所 西海国立公園管理事務所（佐世保、福江、平戸支所、有川支所） ユースホ

ステル・青年婦人の家 陸運事務所（佐世保支所、厳原出張所）

4.1 観光物産事務所を福岡事務所に改称し

総務部に移管。大阪物産斡旋所を大阪

事務所（総務部）に統合。

観光物産館を長崎貿易観光センターに

改称。

※長崎国体開催

43 商工部 商政貿易課（総務係、市場物産係、貿易振興係） 中小企業課（総務係、団体係、振

興係、助成係） 企業振興課（総務係、企業誘致係、産炭地振興係、保安電気係） 観

光課（総務係、観光係、公園係） 資源調査室（調整係、資源調査係）

東京貿易物産センター 大阪物産斡旋所 観光物産事務所 観光物産館 計量検定

所 工業技術センター 県北工業技術センター 中小企業総合指導センター 窯業

技術センター 雲仙公園事務所 西海国立公園管理事務所（佐世保、福江、平戸支所、

有川支所） ユースホステル・青年婦人の家

4.1

10.1

資源調査室を新設。中小企業指導セン

ターを中小企業総合指導センターに改

組

陸運事務所佐世保支所を新設し、陸尉

運事務所を商工部の地方機関と明記

企業振興課に火薬ガス係を設置

42 商工部 商政貿易課（総務係、市場物産係、貿易振興係） 中小企業課（総務係、団体係、振

興係、近代化資金係） 企業振興課（総務資源係、企業誘致係、産炭地振興係、保安

電気係） 観光課（総務係、観光係、公園係）

大阪物産斡旋所 東京貿易物産センター 観光物産事務所 観光物産館 工業技術

センター 県北工業技術センター 中小企業指導センター（佐世保分室） 窯業技術

センター 計量検定所 雲仙公園事務所 ユースホステル・青年婦人の家 西海国立

公園管理事務所（佐世保、福江、平戸支所、有川支所）

4.1 工鉱課を中小企業課へ改組

工業技術センター県北支所を独立

商政貿易課商業金融係の業務を中小企

業課へ移管

41 商工部 商政貿易課（総務運輸係、商政物産係、貿易振興係、商業金融係） 工鉱課（総務係、

金融工業係、保安電気係） 企業振興課（総務鉱害係、企業誘致係、産炭地振興係）

観光課（総務係、観光係、公園係）

大阪物産斡旋所 東京貿易物産センター 観光物産事務所 観光物産館 工業技術

センター（県北支所） 中小企業指導センター（佐世保分室） 窯業技術センター 計

量検定所 雲仙公園事務所 ユースホステル・青年婦人の家 西海国立公園管理事務
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所（佐世保、福江、平戸支所、有川支所）

38

～

40

商工部 商政貿易課（総務運輸係、貿易物産係、団体金融係） 工鉱課（総務係、保安係、電

気係、指導係） 企業振興課（総務係、企業誘致係、産炭地振興係） 観光課（総務

係、観光係、公園係）

物産斡旋所（東京、大阪） 観光物産事務所 観光物産館 工業技術センター 中小

企業指導センター（佐世保分室） 窯業指導所 鉱業試験所 計量検定所 雲仙公園

事務所 西海国立公園管理事務所（佐世保、福江、平戸支所、有川支所） ユースホ

ステル・青年婦人の家

S40.

6.1

10.1

11.1

窯業指導所を窯業技術センターに名称

変更

東京物産斡旋所を東京貿易物産センタ

ー名称変更

鉱業試験所を廃止し工業技術センター

及び県北支所を設置

37 商工部 商政貿易課（総務運輸係、貿易物産係、団体金融係） 鉱工課（総務係、電気火薬係、

鉱業係、企業診断係、振興係） 観光課（総務係、観光係、公園係）

物産斡旋所（東京、大阪） 観光物産事務所 観光物産館 中小企業指導センター（佐

世保分室） 窯業指導所 鉱業試験所 計量検定所 雲仙公園事務所 西海国立公園

管理事務所（佐世保、福江、平戸支所、有川支所） ユースホステル・青年婦人の家

4.1

7.20

10.5

東京物産斡旋所の分室を東京都に設置

鉱工課を工鉱課と企業振興課に分割

工業技術センターを設置

36 商工部 商政貿易課（総務運輸係、貿易物産係、団体金融係） 鉱工課（総務係、電気火薬係、

振興係、鉱業係、企業診断係） 観光課（総務係、観光係、公園係）

物産斡旋所（東京、大阪） 観光物産事務所 観光物産館 窯業指導所 鉱業試験所

計量検定所 中小企業指導センター（佐世保分室） 雲仙公園事務所 西海国立公園

管理事務所（佐世保、福江、平戸支所、有川支所）

6.1 ユースホステル・青年婦人の家を設置

35 水産商

工部

漁政課 水産施設課 観光貿易課（庶務運輸係、観光係、貿易物産係、公園係） 商

工課（総務係、電気火薬係、振興係、鉱業係、企業診断係）

物産斡旋所（東京、大阪） 観光物産事務所 雲仙公園事務所 西海国立公園管理事

務所（佐世保、福江、平戸支所、有川支所） 観光物産館 窯業指導所 鉱業試験所

計量検定所 中小企業指導センター （水産関係地方機関省略）

4.1

8.23

11.12

中小企業指導センター設置

中小企業指導センターに佐世保分室を

設置

水産部と商工部に分割

観光貿易課を廃止し、商政貿易課と観

光課に、商工課を鉱工課に改正

34 水産商

工部

漁政課 水産施設課 観光貿易課（庶務運輸係、観光係、貿易物産係、公園係） 商

工課（総務係、電気火薬係、鉱業係、振興係、企業診断係）

物産斡旋所（東京、大阪） 観光物産館 観光物産事務所 西海国立公園管理事務所

（佐世保、福江、平戸支所、有川支所） 雲仙公園事務所 窯業指導所 鉱業試験所

計量検定所 （水産関係地方機関省略）

  

33 水産商

工部

漁政課 水産施設課 観光貿易課（庶務運輸係、観光係、貿易物産係、公園係） 商

工課（総務係、電気火薬係、鉱業係、振興係、企業診断係）

物産斡旋所（東京、大阪） 西海国立公園管理事務所（佐世保、福江、平戸支所、有

川支所） 雲仙公園事務所 窯業指導所 鉱業試験所 計量検定所 （水産関係地方

機関省略）

5.31 観光物産館設置

32 水産商

工部

漁政課 水産施設課 観光貿易課（庶務運輸係、観光係、貿易物産係、公園係） 商

工課（総務係、瓦斯電気係、資源係、団体金融係、振興係）

西海国立公園管理事務所（佐世保、福江、平戸支所、有川支所） 物産斡旋所（東京、

大阪） 雲仙公園事務所 窯業指導所 鉱業試験所 計量検定所 （水産関係地方機

関省略）

31 水産商

工部

漁政課 水産施設課 観光貿易課（庶務係、観光係、調査広報係、貿易係、物産斡旋

係、交通運輸係、管理係、施設係） 商工課（庶務係、火薬瓦斯係、電力係、鉱害係、

鉱業係、企業係、工業係、窯業係、金融係、企画係）

西海国立公園管理事務所（佐世保、福江、平戸支所、有川支所） 物産斡旋所（東京、

大阪） 雲仙公園事務所 窯業指導所 鉱業試験所 計量検定所 （水産関係地方機

関省略）

29

～

30

商工部 通商貿易課（庶務係、企業係、貿易係、金融係、斡旋係、航路係、調査広報係） 鉱

工課（庶務係、火薬瓦斯係、電力係、鉱害係、企画係、工業係、鉱業係） 観光課（庶

務係、企画係、施設係、誘致宣伝係）

物産斡旋所（東京、大阪、神戸出張所） 窯業指導所 美術工芸陶磁器研究所 鉱業

試験所 計量検定所 競馬事務所

S30.

11.10

12.20

水産部と商工部を統合し水産商工部を

新設（通商貿易課、鉱工課、観光課を

観光貿易課、商工課に再編）

雲仙公園事務所を計画監理課より移管

大阪物産斡旋所神戸出張所、競馬事務

所、美術工芸陶磁器研究所を廃止

西海国立公園管理事務所を設置

28 商工部 通商貿易課（庶務航路係、企業係、貿易係、商業係） 鉱工課（庶務係、工業係、企

画係、電力係、火薬瓦斯係、鉱業係、鉱害係） 観光課（庶務係、企画係、施設係、

誘致係）

物産斡旋所（東京、大阪、神戸出張所） 計量検定所 窯業指導所 美術工芸陶磁器

研究所 鉱業試験所

12.11 競馬事務所を畜産課から観光課へ移管
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27 商工部 通商貿易課（庶務航路係、企業係、貿易係、商業係） 鉱工課（庶務係、工業係、企

画係、電力係、火薬瓦斯係、鉱業係、鉱害係） 観光課（庶務係、企画係、施設係、

誘致係）

窯業指導所 美術工芸陶磁器研究所 鉱業試験所

6.27

8.10

1.16

計量検定所を新設

物産斡旋所（東京、大阪）を新設

大阪物産斡旋所に神戸出張所を設置

26 経済部 食糧課 農政課 農業改良課 畜産課 商工課（庶務及び爆発兵器処理係、通商係、

経営指導係、電気瓦斯火薬係、資材賠償係、鉱害係、鉱業係、調整係、度量衡係） 林

務課

窯業指導所 美術工芸陶磁器研究所 鉱業試験所 （農林関係地方機関省略）

9.3 商工部を新設。商工課を経済部より移

管
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組織の変遷（労働部門）

年度 部 本庁各課及び地方機関   ※（ ）は各課の班構成 備     考

R2

～

R3

産業労

働部

若者定着課（高校生定着班、大学生定着班）

雇用労働政策課（労政福祉班、職業能力開発班、産業人材対策班）

高等技術専門校（長崎、佐世保）

R2

4.1

若者定着課の県内定着促進班と産業人

材育成班を高校生定着班と大学生定着

班に再編

雇用労働政策課の就業支援班を産業人

材対策班に改組

30

～

31

産業労

働部

若者定着課（県内定着促進班、産業人材育成班）

雇用労働政策課（就業支援班、労政福祉班、職業能力開発班）

高等技術専門校（長崎、佐世保）

H30

4.1

若者定着課を新設（産業政策課の産業

人材育成班及び雇用労働政策課の若者

就業支援業務を移管）

28

～

29

産業労

働部

雇用労働政策課（就業支援班、労政福祉班、職業能力開発班）

高等技術専門校（長崎、佐世保）

H28

4.1 雇用労働政策課の地域雇用・人材育成

班を産業政策課へ移管し、産業政策課

に産業人材育成班を新設

27 産業労

働部

雇用労働政策課（就業支援班、労政福祉班、職業能力開発班、地域雇用・人材育成班）

高等技術専門校（長崎、佐世保）

4.1 雇用労働政策課に地域雇用・人材育成

班を新設（産業政策課の人材育成業務

と緊急雇用対策室の雇用創出基金事業

を統合）

緊急雇用対策室を廃止

26 産業労

働部

雇用労働政策課（就業支援班、労政福祉班、職業能力開発班） 緊急雇用対策室

高等技術専門校（長崎、佐世保）

4.1 雇用労政課を雇用労働政策課へ改組

（産業人材課の公共訓練班と民間訓

練・技能振興班を統合し、長崎労働相

談情報センターを雇用労政課に移転し

再編）

産業人材課を廃止

23

～

25

産業労

働部

雇用労政課（就業支援班、労政福祉班） 緊急雇用対策室 産業人材課（公共訓練班、

民間訓練・技能振興班、産業人材育成班）

長崎労働相談情報センター 高等技術専門校（長崎、佐世保）

H23.

4.1 雇用労政課と緊急雇用対策室の建制順

を入替え

21

～

22

産業労

働部

緊急雇用対策室 雇用労政課（就業支援班、労政福祉班） 産業人材課（公共訓練班、

民間訓練・技能振興班、産業人材育成班）

長崎労働相談情報センター 高等技術専門校（長崎、佐世保）

H21.

4.1 雇用労政課を緊急雇用対策室と雇用労

政課へ再編

19

～

20

産業労

働部

雇用労政課（企画班、雇用推進班、就業支援班、労政福祉班） 産業人材課（公共訓

練班、民間訓練・技能振興班、産業人材育成班）

長崎労働相談情報センター 高等技術専門校（長崎、佐世保）

H19.

4.1 産業政策課に予算班を新設し雇用労政

課・産業人材課の総務係を廃止

※総務部に総務事務センターを設置

18 産業労

働部

雇用労政課（総務係、企画班、雇用推進班、就業支援班、労政福祉班） 産業人材課

（総務係、公共訓練班、民間訓練・技能振興班、産業人材育成班）

長崎労働相談情報センター 高等技術専門校（長崎、佐世保）

4.1 商工労働部を産業労働部に改組

職業能力開発課を産業人材課に改組

15

～

17

商工労

働部

雇用労政課（総務係、企画班、雇用推進班、就業支援班、労政福祉班） 職業能力開

発課（総務係、公共訓練班、民間訓練・技能振興班）

長崎労働相談情報センター 高等技術専門校（長崎、佐世保）

H15.

4.1 雇用労政課に就業支援班を新設

北松・島原高等技術専門校を廃止

新佐世保高等技術専門校の開校

14 商工労

働部

雇用労政課（総務係、企画班、労政福祉班、雇用推進班） 職業能力開発課（総務係、

公共訓練班、民間訓練・技能振興班）

長崎労働相談情報センター 高等技術専門校（長崎、佐世保、北松、島原）

4.1 労政福祉課と雇用推進課を統合

佐世保渉外労務管理事務所、女性就業

援助センターを廃止

13 商工労

働部

労政福祉課（総務係、労政班、労働福祉・渉外班） 雇用推進課（総務雇用対策班、

県内労働力確保班） 職業能力開発課（総務係、公共訓練班、民間訓練班、技能振興

班）

長崎労働相談情報センター 佐世保渉外労務管理事務所 高等技術専門校（長崎、佐

世保、北松、島原） 女性就業援助センター

4.1 五島高等技術専門校を廃止

新長崎高等技術専門校の開校

12 商工労

働部

労政福祉課（総務係、労政班、労働福祉・渉外班） 雇用推進課（総務雇用対策班、

県内労働力確保班） 職業能力開発課（総務係、公共訓練班、民間訓練班、技能振興

班）

長崎労働相談情報センター 佐世保渉外労務管理事務所 高等技術専門校（長崎、佐

世保、北松、島原、五島） 女性就業援助センター

4.1

1.6

雇用保険課を国に移管

職業安定課（公共職業安定所）と雇用

推進室を国と雇用推進課に再編

※日蘭交流400 周年事業開催

※中央省庁再編により厚生省と労働省

が統合され、厚生労働省となる

11 商工労

働部

労政福祉課（総務係、労政班、労働福祉・渉外班） 職業安定課（総務係、職業指導

係、需給調整係、雇用対策係、雇用情報係、雇用推進室） 職業能力開発課（総務係、

公共訓練班、民間訓練班、技能振興班） 雇用保険課（総務係、適用係、給付係、徴

4.1 長崎労政事務所を長崎労働相談情報セ

ンターに改組、佐世保労政事務所を県

北振興局労政課に再編統合
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収係、収納係）

長崎労働相談情報センター 佐世保渉外労務管理事務所 公共職業安定所（長崎、佐

世保、諫早、大村、島原、江迎、大瀬戸、福江、対馬） 高等技術専門校（長崎、佐

世保、北松、島原、五島） 女性就業援助センター

９

～

10

商工労

働部

労政福祉課（総務係、労政班、労働福祉・渉外班） 職業安定課（総務係、職業指導

係、需給調整係、雇用対策係、雇用情報係、雇用推進室） 職業能力開発課（総務係、

公共訓練班、民間訓練班、技能振興班） 雇用保険課（総務係、適用係、給付係、徴

収係、収納係）

労政事務所（長崎、佐世保） 中小企業労働相談所（長崎、佐世保） 佐世保渉外労

務管理事務所 公共職業安定所（長崎、佐世保、諫早、大村、島原、江迎、大瀬戸、

福江、対馬） 高等技術専門校（長崎、佐世保、北松、島原、五島） 女性就業援助

センター

８ 商工労

働部

労政福祉課（総務係、労政班、労働福祉班） 職業安定課（総務係、職業指導係、需

給調整係、雇用対策係、雇用情報係、雇用推進室） 職業能力開発課（総務係、公共

訓練班、民間訓練班、技能振興班） 雇用保険課（総務係、適用係、給付係、徴収係、

収納係）

労政事務所（長崎、佐世保） 中小企業労働相談所（長崎、佐世保） 佐世保渉外労

務管理事務所 公共職業安定所（長崎、佐世保、諫早、大村、島原、江迎、大瀬戸、

福江、対馬） 高等技術専門校（長崎、佐世保、北松、島原、五島） 女性就業援助

センター

4.1 経済部と労働部を統合し商工労働部に

改組

職業安定課人材確保対策班を雇用推進

室に改組

※世界炎の博覧会開催

６

～

７

労働部 労政福祉課（総務係、労政班、労働福祉班） 職業安定課（総務係、職業指導係、需

給調整係、雇用対策係、雇用情報係、人材確保対策班） 職業能力開発課（総務係、

公共訓練班、民間訓練班、技能振興班） 雇用保険課（総務係、適用係、給付係、徴

収係、収納係）

労政事務所（長崎、佐世保） 中小企業労働相談所（長崎、佐世保） 佐世保渉外労

務管理事務所 公共職業安定所（長崎、佐世保、諫早、大村、島原、江迎、大瀬戸、

福江、対馬） 高等技術専門校（長崎、佐世保、北松、島原、五島） 女性就業援助

センター

H6.

4.1 総務係以外の班制施行

職業安定課業務係、失業対策指導係、

調査係を職業指導係、雇用対策係、雇

用情報係に再編

職業能力開発課公共訓練係、事業内訓

練係、転職訓練係を公共訓練班、民間

訓練班、技術振興班に再編

高等職業訓練校を高等技術専門校に、

婦人就業援助センターを女性就業援助

センターに改称

４

～

５

労働部 労政福祉課（総務係、労政係、労働福祉係） 職業安定課（総務係、業務係、需給調

整係、失業対策指導係、調査係、人材確保対策班） 職業能力開発課（総務係、公共

訓練係、事業内訓練係、転職訓練係） 雇用保険課（総務係、適用係、給付係、徴収

係、収納係）

労政事務所（長崎、佐世保） 中小企業労働相談所（長崎、佐世保） 佐世保渉外労

務管理事務所 公共職業安定所（長崎、佐世保、諫早、大村、島原、江迎、大瀬戸、

福江、対馬） 高等職業訓練校（長崎、佐世保、北松、島原、五島） 婦人就職援助

センター

H4.

4.1

H4

職業能力開発課総務担当を総務係に改

組

※ハウステンボス開業

３ 労働部 労政福祉課（総務係、労政係、労働福祉係） 職業安定課（総務係、業務係、需給調

整係、失業対策指導係、調査係、人材確保対策班） 職業能力開発課（総務担当、公

共訓練係、事業内訓練係、転職訓練係） 雇用保険課（総務係、適用係、給付係、徴

収係、収納係）

労政事務所（長崎、佐世保） 中小企業労働相談所（長崎、佐世保） 佐世保渉外労

務管理事務所 公共職業安定所（長崎、佐世保、諫早、大村、島原、江迎、大瀬戸、

福江、対馬） 高等職業訓練校（長崎、佐世保、北松、島原、五島） 婦人就職援助

センター

4.1 職業安定課失業対策事業係を廃止、雇

用計画係を人材確保対策班に改組

63

～

２

労働部 労政福祉課（総務係、労政係、労働福祉係） 職業安定課（総務係、業務係、需給調

整係、失業対策指導係、失業対策事業係、調査係、雇用計画係） 職業能力開発課（総

務担当、公共訓練係、事業内訓練係、転職訓練係） 雇用保険課（総務係、適用係、

給付係、徴収係、収納係）

労政事務所（長崎、佐世保） 中小企業労働相談所（長崎、佐世保） 佐世保渉外労

務管理事務所 公共職業安定所（長崎、佐世保、諫早、大村、島原、江迎、大瀬戸、

福江、対馬） 高等職業訓練校（長崎、佐世保、北松、島原、五島） 婦人就職援助

センター

S63.

4.1

H2

長崎高等職業訓練校髙島分校を廃止

※長崎「旅」博覧会開催

62 労働部 労政福祉課（総務係、労政係、労働福祉係） 職業安定課（総務係、業務係、需給調

整係、失業対策指導係、失業対策事業係、調査係、雇用計画係） 職業能力開発課（総

務担当、公共訓練係、事業内訓練係、転職訓練係） 雇用保険課（総務係、適用係、

4.1 職業訓練課を職業能力開発課に改称

雇用保険課事務組合班を廃止

長崎高等職業訓練校髙島分校を新設
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給付係、徴収係、収納係）

労政事務所（長崎、佐世保） 中小企業労働相談所（長崎、佐世保） 佐世保渉外労

務管理事務所 公共職業安定所（長崎、佐世保、諫早、大村、島原、江迎、大瀬戸、

福江、対馬） 高等職業訓練校（長崎、佐世保、北松、島原、五島、高島分校） 婦

人就職援助センター

61 労働部 労政福祉課（総務係、労政係、労働福祉係） 職業安定課（総務係、業務係、需給調

整係、失業対策指導係、失業対策事業係、調査係、雇用計画係） 職業訓練課（総務

担当、公共訓練係、事業内訓練係、転職訓練係） 雇用保険課（総務係、適用係、給

付係、徴収係、収納係、事務組合班）

労政事務所（長崎、佐世保） 中小企業労働相談所（長崎、佐世保） 佐世保渉外労

務管理事務所 公共職業安定所（長崎、佐世保、諫早、大村、島原、江迎、大瀬戸、

福江、対馬） 高等職業訓練校（長崎、佐世保、北松、島原、五島） 婦人就職援助

センター

4.1 勤労青少年ホーム（むつみ寮）廃止

60 労働部 労政福祉課（総務係、労政係、労働福祉係） 職業安定課（総務係、業務係、需給調

整係、失業対策指導係、失業対策事業係、調査係、雇用計画係） 職業訓練課（総務

担当、公共訓練係、事業内訓練係、転職訓練係） 雇用保険課（総務係、適用係、給

付係、徴収係、収納係、事務組合班）

労政事務所（長崎、佐世保） 中小企業労働相談所（長崎、佐世保） 佐世保渉外労

務管理事務所 勤労青少年ホーム（むつみ寮） 公共職業安定所（長崎、佐世保、諫

早、大村、島原、江迎、大瀬戸、福江、対馬） 高等職業訓練校（長崎、佐世保、北

松、島原、五島） 婦人就職援助センター

4.1 勤労青少年ホーム（洗心寮）廃止

58

～

59

労働部 労政福祉課（総務係、労政係、労働福祉係） 職業安定課（総務係、業務係、需給調

整係、失業対策指導係、失業対策事業係、調査係、雇用計画係） 職業訓練課（総務

担当、公共訓練係、事業内訓練係、転職訓練係） 雇用保険課（総務係、適用係、給

付係、徴収係、収納係、事務組合班）

労政事務所（長崎、佐世保） 中小企業労働相談所（長崎、佐世保） 佐世保渉外労

務管理事務所 勤労青少年ホーム（洗心寮、むつみ寮） 公共職業安定所（長崎、佐

世保、諫早、大村、島原、江迎、大瀬戸、福江、対馬） 高等職業訓練校（長崎、佐

世保、北松、島原、五島） 婦人就職援助センター

S58.

4.1 北松労政事務所を佐世保労政事務所に

統合

57 労働部 労政福祉課（総務係、労政係、労働福祉係） 職業安定課（総務係、業務係、需給調

整係、失業対策指導係、失業対策事業係、調査係、雇用計画係） 職業訓練課（総務

担当、公共訓練係、事業内訓練係、転職訓練係） 雇用保険課（総務係、適用係、給

付係、徴収係、収納係、事務組合班）

労政事務所（長崎、佐世保、北松） 中小企業労働相談所（長崎、佐世保、北松） 佐

世保渉外労務管理事務所 勤労青少年ホーム（洗心寮、むつみ寮） 公共職業安定所

（長崎、佐世保、諫早、大村、島原、江迎、大瀬戸、福江、対馬） 高等職業訓練校

（長崎、佐世保、北松、島原、五島） 婦人就職援助センター

4.1 失業事業計画室を職業安定課に統合

松浦高等職業訓練校を廃止

内職相談センターを婦人就職援助セン

ターに改称

56 労働部 労政福祉課（総務係、労政係、労働福祉係） 失対事業計画室 職業安定課（総務係、

業務係、需給調整係、失業対策係、調査係、雇用計画係） 職業訓練課（総務担当、

公共訓練係、事業内訓練係、転職訓練係） 雇用保険課（総務係、適用係、給付係、

徴収係、収納係、事務組合班）

労政事務所（長崎、佐世保、北松） 中小企業労働相談所（長崎、佐世保、北松） 佐

世保渉外労務管理事務所 勤労青少年ホーム（洗心寮、むつみ寮） 公共職業安定所

（長崎、佐世保、諫早、大村、島原、江迎、大瀬戸、福江、対馬） 高等職業訓練校

（長崎、佐世保、北松、島原、五島、松浦） 内職相談センター

4.1 専修職業訓練校（北松、島原、五島）

を高等職業訓練校に改称

54

～

55

労働部 労政福祉課（総務係、労政係、労働福祉係） 失対事業計画室 職業安定課（総務係、

業務係、需給調整係、失業対策係、調査係、雇用計画係） 職業訓練課（総務担当、

公共訓練係、事業内訓練係、技能検定係、転職訓練係） 雇用保険課（総務係、適用

係、給付係、徴収係、収納係、事務組合班）

労政事務所（長崎、佐世保、北松） 中小企業労働相談所（長崎、佐世保、北松） 佐

世保渉外労務管理事務所 勤労青少年ホーム（洗心寮、むつみ寮） 公共職業安定所

（長崎、佐世保、諫早、大村、島原、江迎、大瀬戸、福江、対馬） 高等職業訓練校

（長崎、佐世保、松浦） 専修職業訓練校（北松、島原、五島） 内職相談センター

53 労働部 労政福祉課（総務係、労政係、労働福祉係） 失対事業計画室 職業安定課（総務係、

業務係、需給調整係、失業対策係、調査係、雇用計画係） 職業訓練課（総務担当、

公共訓練係、事業内訓練係、技能検定係、転職訓練係） 雇用保険課（総務係、適用

係、給付係、徴収係、収納係、）

労政事務所（長崎、佐世保、北松） 中小企業労働相談所（長崎、佐世保、北松） 佐

世保渉外労務管理事務所 勤労青少年ホーム（洗心寮、むつみ寮） 公共職業安定所
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（長崎、佐世保、諫早、大村、島原、江迎、大瀬戸、福江、対馬） 高等職業訓練校

（長崎、佐世保、松浦） 専修職業訓練校（北松、島原、五島） 内職相談センター

52 労働部 労政福祉課（総務係、労政係、労働福祉係、渉外係） 失対事業計画室 職業安定課

（総務係、業務係、需給調整係、失業対策係、調査係、雇用計画係） 職業訓練課（総

務担当、公共訓練係、事業内訓練係、技能検定係、転職訓練係） 雇用保険課（総務

係、適用係、給付係、徴収係、収納係）

労政事務所（長崎、佐世保、北松） 中小企業労働相談所（長崎、佐世保、北松） 佐

世保渉外労務管理事務所 勤労青少年ホーム（洗心寮、むつみ寮） 公共職業安定所

（長崎、佐世保、諫早、大村、島原、江迎、大瀬戸、福江、対馬） 高等職業訓練校

（長崎、佐世保、松浦） 専修職業訓練校（北松、島原、五島） 内職相談センター

4.1 労政福祉課の福祉事業係の事務を総務

係、労働福祉係に移管

労政福祉課への総務集中により、職業

訓練課の総務係を総務担当に改正

50

～

51

労働部 労政福祉課（総務係、労政係、労働福祉係、福祉事業係、渉外係） 失対事業計画室

職業安定課（総務係、業務係、需給調整係、失業対策係、調査係、雇用計画係） 職

業訓練課（総務係、公共訓練係、事業内訓練係、技能検定係、転職訓練係） 雇用保

険課（総務係、適用係、給付係、徴収係、収納係）

労政事務所（長崎、佐世保、北松） 中小企業労働相談所（長崎、佐世保、北松） 佐

世保渉外労務管理事務所 勤労青少年ホーム（洗心寮、むつみ寮） 公共職業安定所

（長崎、佐世保、諫早、大村、島原、江迎、大瀬戸、福江、対馬） 高等職業訓練校

（長崎、佐世保、松浦） 専修職業訓練校（北松、島原、五島） 内職相談センター

S50.

4.1 失対事業計画室を新設

失業保険課を雇用保険課に改称

北松労政事務所・北松中小企業労働相

談所を新設

長崎・松浦専修職業訓練校を長崎・松

浦高等職業訓練校に改組

49 労働部 労政福祉課（総務係、労政係、労働福祉係、福祉事業係、渉外係） 職業安定課（総

務係、業務係、需給調整係、失業対策係、調査係、雇用計画係） 職業訓練課（総務

係、公共訓練係、事業内訓練係、技能検定係、転職訓練係） 失業保険課（総務係、

適用係、給付係、徴収係、収納係）

労政事務所（長崎、佐世保） 中小企業労働相談所（長崎、佐世保） 佐世保渉外労

務管理事務所 勤労青少年ホーム（洗心寮、むつみ寮） 公共職業安定所（長崎、佐

世保、諫早、大村、島原、江迎、大瀬戸、福江、対馬） 佐世保高等職業訓練校 専

修職業訓練校（長崎、北松、島原、松浦、五島） 内職相談センター

4.1 経済労働部を経済部と労働部に分割

労政課を労政福祉課に改正

佐世保専修職業訓練校を佐世保高等職

業訓練校に改組

内職公共職業補導所を内職相談センタ

ーに改正

48 経済労

働部

労政課（総務係、渉外係、組合係、労働福祉係） 職業安定課（総務係、業務係、需

給調整係、失業対策係、調査係、雇用計画係） 職業訓練課（総務係、公共訓練係、

事業内訓練係、技能検定係、転職訓練係） 失業保険課（総務係、適用係、給付係、

徴収係、収納係）

労政事務所（長崎、佐世保） 中小企業労働相談所（長崎、佐世保） 佐世保渉外労

務管理事務所 勤労青少年ホーム（洗心寮、むつみ寮） 公共職業安定所（長崎、佐

世保、諫早、大村、島原、江迎、大瀬戸、福江、対馬） 専修職業訓練校（長崎、佐

世保、北松、島原、松浦、五島、福島分校） 内職公共職業補導所

4.1

11.1

伊王島専修職業訓練校、佐世保専修職

業訓練校柚木分校を廃止

五島専修職業訓練校を新設

松浦専修職業訓練校福島分校を廃止

47 経済労

働部

労政課（総務係、渉外係、組合係、労働福祉係） 職業安定課（総務係、業務係、需

給調整係、失業対策係、調査係、雇用計画係） 職業訓練課（総務係、公共訓練係、

事業内訓練係、技能検定係、転職訓練係） 失業保険課（総務係、適用係、給付係、

徴収係、収納係）

労政事務所（長崎、佐世保） 中小企業労働相談所（長崎、佐世保） 佐世保渉外労

務管理事務所 勤労青少年ホーム（洗心寮、むつみ寮） 公共職業安定所（長崎、佐

世保、諫早、大村、島原、江迎、大瀬戸、福江、対馬） 専修職業訓練校（長崎、佐

世保、北松、島原、松浦） 内職公共職業補導所

5.1

10.7

伊王島専修職業訓練校、佐世保専修職

業訓練校柚木分校を新設

松浦専修職業訓練校福島分校を新設

46 経済労

働部

労政課（総務係、渉外係、組合係、労働福祉係） 職業安定課（総務係、業務係、需

給調整係、失業対策係、調査係、雇用計画係） 職業訓練課（総務係、公共訓練係、

事業内訓練係、技能検定係） 失業保険課（総務係、適用係、給付係、徴収係、収納

係）

労政事務所（長崎、佐世保） 中小企業労働相談所（長崎、佐世保） 佐世保渉外労

務管理事務所 勤労青少年ホーム（洗心寮、むつみ寮） 公共職業安定所（長崎、佐

世保、諫早、大村、島原、江迎、大瀬戸、福江、対馬） 専修職業訓練校（長崎、佐

世保、北松、島原、松浦） 内職公共職業補導所

4.1 民政労働部より労働 4 課を移管し商工

部を経済労働部に改組。

45 民政労

働部

社会課 児童家庭課 保険課 国民年金課 援護課 労政課（総務係、渉外係、組合

係、教育係） 職業安定課（総務係、業務係、需給調整係、失業対策係、調査係、雇

用計画係） 職業訓練課（総務係、訓練係、技能検定係） 失業保険課（総務係、適

用係、給付係、収納係、徴収係）

労政事務所（長崎、佐世保） 中小企業労働相談所（長崎、佐世保） 佐世保渉外労

務管理事務所 勤労青少年ホーム（洗心寮、むつみ寮） 公共職業安定所（長崎、佐

世保、諫早、大村、島原、江迎、大瀬戸、福江、対馬） 専修職業訓練校（長崎、佐

世保、北松、島原、松浦） 内職公共職業補導所 （民政関係地方機関省略）
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44 民政労

働部

社会課 児童家庭課 保険課 国民年金課 援護課 身障大会事務局 労政課（総務

係、渉外係、組合係、教育係） 職業安定課（総務係、業務係、需給調整係、失業対

策係、調査係、雇用計画係） 職業訓練課（総務係、訓練係、技能検定係） 失業保

険課（総務係、適用係、給付係、収納係、徴収係）

佐世保渉外労務管理事務所 労政事務所（長崎、佐世保） 中小企業労働相談所（長

崎、佐世保） 勤労青少年ホーム（洗心寮、むつみ寮） 公共職業安定所（長崎、佐

世保、諫早、大村、島原、江迎、大瀬戸、福江、対馬） 職業訓練所（長崎、佐世保、

北松、島原、松浦） 内職公共職業補導所 （民政関係地方機関省略）

4.1

10.1

名古屋就職連絡事務所を総務部大阪事

務所に附置

大瀬戸出張所を大瀬戸公共職業安定所

に改組

職業訓練所を専修職業訓練校に改称

※長崎国体開催

41

～

43

民政労

働部

社会課 児童家庭課 保険課 国民年金課 援護課 労政課（総務係、渉外係、組合

係、教育係） 職業安定課（総務係、業務係、需給調整係、失業対策係、調査係） 職

業訓練課（総務係、訓練係、技能検定係） 失業保険課（総務係、適用係、給付係、

収納係、徴収係）

佐世保渉外労務管理事務所 労政事務所（長崎、佐世保） 中小企業労働相談所（長

崎、佐世保） 勤労青少年ホーム（洗心寮、むつみ寮） 公共職業安定所（長崎、佐

世保、江迎、島原、大村、諫早、福江、対馬） 名古屋就職連絡事務所 職業訓練所

（長崎、佐世保、北松、島原、松浦） 内職公共職業補導所 観光学園 （民政関係

地方機関省略）

S43.

10.1 観光学園を廃止

40 民政労

働部

社会課 婦人児童課 保険課 国民年金課 援護課 労政課（総務係、渉外係、組合

係、教育係） 職業安定課（総務係、業務係、需給調整係、失業対策係、調査係） 職

業訓練課（総務係、訓練係、技能検定係） 失業保険課（総務係、適用係、給付係、

収納係、徴収係）

佐世保渉外労務管理事務所 労政事務所（長崎、佐世保） 中小企業労働相談所（長

崎、佐世保） 勤労青少年ホーム（洗心寮、むつみ寮） 公共職業安定所（長崎、佐

世保、江迎、島原、大村、諫早、福江、対馬） 名古屋就職連絡事務所 職業訓練所

（長崎、佐世保、北松、島原、松浦） 内職公共職業補導所 観光学園 （民政関係

地方機関省略）

4.1 蛍茶屋職業訓練所を長崎職業訓練所に

統合

39 民政労

働部

社会課 婦人児童課 保険課 国民年金課 世話課 労政課（総務係、組合係、教育

係、渉外係） 職業安定課（総務係、業務係、需給調整係、失業対策係、調査係） 職

業訓練課（総務係、訓練係、技能検定係） 失業保険課（総務係、適用係、給付係、

収納係、徴収係）

佐世保渉外労務管理事務所 労政事務所（長崎、佐世保） 中小企業労働相談所（長

崎、佐世保） 勤労青少年ホーム（洗心寮、むつみ寮） 公共職業安定所（長崎、佐

世保、江迎、島原、大村、諫早、福江、対馬） 名古屋就職連絡事務所 職業訓練所

（長崎、蛍茶屋、佐世保、北松、島原、松浦） 内職公共職業補導所 観光学園 （民

政関係地方機関省略）

4.1 松浦職業訓練所を設置

38 民政労

働部

社会課 婦人児童課 保険課 国民年金課 世話課 労政課（総務係、渉外係、組合

係、教育係） 職業安定課（総務係、業務係、需給調整係、失業対策係、調査係） 職

業訓練課（総務係、訓練係、技能検定係） 失業保険課（総務係、適用係、給付係、

収納係、徴収係）

佐世保渉外労務管理事務所 労政事務所（長崎、佐世保） 中小企業労働相談所（長

崎、佐世保） 勤労青少年ホーム（洗心寮、むつみ寮） 公共職業安定所（長崎、佐

世保、江迎、島原、大村、諫早、福江、対馬） 名古屋就職連絡事務所 職業訓練所

（長崎、蛍茶屋、佐世保、北松、島原） 内職公共職業補導所 観光学園 （民政関

係地方機関省略）

37 民政労

働部

社会課 婦人児童課 保険課 国民年金課 世話課 労政課（総務係、渉外係、組合

係、教育係） 職業安定課（総務係、失業対策係、調査係、業務第一係、業務第二係）

職業訓練課（総務係、訓練係、技能検定係） 失業保険課（総務係、適用係、給付係、

徴収係、収納係）

佐世保渉外労務管理事務所 労政事務所（長崎、佐世保） 中小企業労働相談所（長

崎、佐世保） 勤労青少年ホーム（洗心寮、むつみ寮） 公共職業安定所（長崎、佐

世保、江迎、島原、大村、諫早、福江、対馬） 就職連絡事務所（名古屋、大阪） 職

業訓練所（長崎、蛍茶屋、佐世保、北松、島原） 内職公共職業補導所 観光学園 （民

政関係地方機関省略）

4.1 江迎職業訓練所を廃止し、北松職業訓

練所を設置

36 民政労

働部

社会課 婦人児童課 保険課 国民年金課 世話課 労政課（総務係、渉外係、組合

係、教育係） 職業安定課（総務係、業務第一係、業務第二係、失業対策係、調査係）

職業訓練課（総務係、訓練係、技能検定係） 失業保険課（総務係、適用係、給付係、

徴収係、収納係、監察官）

労政事務所（長崎、佐世保） 中小企業労働相談所（長崎、佐世保） 佐世保渉外労

務管理事務所 公共職業安定所（長崎、佐世保、江迎、島原、大村、諫早、福江、対

9.1

10.1

勤労青少年ホーム（むつみ寮）設置

勤労青少年ホーム（洗心寮）設置
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馬） 就職連絡事務所（名古屋、大阪）  職業訓練所（長崎、蛍茶屋、佐世保、江

迎、島原） 観光学園 内職公共職業補導所 （民政関係地方機関省略）

35 民政労

働部

社会課 婦人児童課 保険課 国民年金課 世話課 労政課（総務係、渉外係、組合

係、教育係） 職業安定課（総務係、業務係、失業対策係、調査係） 職業訓練課（総

務係、訓練係、技能検定係） 失業保険課（総務係、適用係、給付係、徴収係、収納

係、監察官）

労政事務所（長崎、佐世保） 中小企業労働相談所（長崎、佐世保） 佐世保渉外労

務管理事務所 就職連絡事務所（名古屋、大阪） 観光学園 公共職業安定所（長崎、

佐世保、江迎、島原、大村、諫早、福江、対馬） 職業訓練所（長崎、蛍茶屋、佐世

保、江迎） （民政関係地方機関省略）

4.1 名古屋・大阪に就職連絡事務所を設置

職業安定課職業訓練係を廃止し、職業

訓練課を設置

34 民政労

働部

社会課 婦人児童課 保険課 世話課 労政課（総務係、渉外係、組合係、教育係）

職業安定課（総務係、業務係、失業対策係、職業補導係、調査係） 失業保険課（総

務係、適用係、給付係、徴収係、収納係、監察官）

労政事務所（長崎、佐世保） 中小企業労働相談所（長崎、佐世保） 佐世保渉外労

務管理事務所 職業訓練所（長崎、蛍茶屋、佐世保） 公共職業安定所（長崎、佐世

保、江迎、島原、大村、諫早、福江、対馬、瀬戸出張所、壱岐出張所） 観光学園 （民

政関係地方機関省略）

6.16

1.26

職業安定課職業補導係を職業訓練係に

名称変更  

江迎職業訓練所を設置

33 民政労

働部

社会課 婦人児童課 保険課 世話課 労政課（総務係、渉外係、組合係、教育係）

職業安定課（総務係、業務係、失業対策係、職業補導係、調査係、職業安定監察官、

失業対策事業監察官） 失業保険課（総務係、適用係、給付係、徴収係、収納係）

労政事務所（長崎、佐世保） 中小企業労働相談所（長崎、佐世保） 佐世保渉外労

務管理事務所 公共職業補導所（長崎、蛍茶屋、佐世保、観光学園） 公共職業安定

所（長崎、佐世保、江迎、島原、大村、諫早、福江、対馬、瀬戸出張所、壱岐出張所）

（民政関係地方機関省略）

7.1 公共職業補導所を職業訓練所に名称変

更

32 民政労

働部

社会課 婦人児童課 保険課 世話課 労政課（総務係、渉外係、組合係、教育係）

職業安定課（総務係、業務係、失業対策係、職業補導係、調査係、職業安定監察官、

失業対策事業監察官） 失業保険課（総務係、適用給付係、徴収係、収納係、監察官）

労政事務所（長崎、佐世保） 佐世保渉外労務管理事務所 公共職業補導所（長崎、

蛍茶屋、佐世保、観光学園） 公共職業安定所（長崎、佐世保、江迎、島原、大村、

諫早、福江、対馬、瀬戸出張所、壱岐出張所） （民政関係地方機関省略）

5.24 労政事務所内に中小企業労働相談所を

設置

31 民政労

働部

社会課 婦人児童課 保険課 世話課 労政課（庶務係、組合係、教育福祉係、渉外

労務係、渉外厚生係） 職業安定課（庶務係、業務係、失業対策係、職業補導係、調

査係、監察官、監督者訓練員） 失業保険課（庶務係、適用給付係、徴収係、収納係）

労政事務所（長崎、佐世保） 佐世保渉外労務管理事務所 公共職業補導所（長崎、

蛍茶屋、佐世保） 公共職業安定所（長崎、佐世保、江迎、島原、大村、諫早、福江、

対馬、瀬戸出張所、壱岐出張所） （民政関係地方機関省略）

4.1

2.12

長崎女子公共職業補導所を蛍茶屋公共

職業補導所に改称、諫早公共職業補導

所を廃止

長崎公共職業補導所に観光学園を附置

29

～

30

労働部 労政課（庶務係、組合係、教育係、福祉係） 職業安定課（庶務係、業務係、失業対

策係、職業補導係、調査係、監察官） 失業保険課（庶務係、適用給付係、徴収係、

収納係）

労政事務所（長崎、佐世保、島原、江迎） 公共職業補導所（長崎、佐世保、諫早）

長崎女子公共職業補導所 公共職業安定所（長崎、佐世保、諫早、島原、大村、江迎、

福江、対馬、瀬戸出張所、壱岐出張所）

S30.

11.10 民生部と労働部を統合

労政事務所を4カ所から 2カ所に再編

28 労働部 労政課（庶務係、組合係、教育係、福祉係） 職業安定課（庶務係、業務係、失業対

策係、職業補導係、調査係、監察官、職場補導員） 失業保険徴収課（庶務係、適用

係、徴収係、収納係）

労政事務所（長崎、佐世保、諫早、島原、江迎、対馬） 公共職業補導所（長崎、佐

世保、諫早） 長崎女子公共職業補導所 公共職業安定所（長崎、佐世保、諫早、島

原、大村、江迎、福江、対馬、瀬戸出張所、壱岐出張所）

12.1 失業保険徴収課を失業保険課の名称変

更

27 労働部 労政課（庶務係、労働組合係、労働教育係） 職業安定課（庶務係、業務係、失業対

策係、調査係、監察官） 失業保険徴収課（庶務係、適用係、収納係）

労政事務所（長崎、佐世保、江迎、諫早、島原、対馬） 公共職業補導所（長崎、佐

世保、諫早） 長崎女子公共職業補導所 公共職業安定所（長崎、佐世保、諫早、島

原、大村、江迎、福江、対馬、瀬戸出張所、壱岐出張所）

4.1 福江労政事務所を長崎労政事務所に統

合

26 労働部 労政課（庶務係、労働組合係、労働教育係） 職業安定課（庶務係、業務係、失業対

策係、調査係、監察官） 失業保険徴収課（庶務係、適用係、収納係）

労政事務所（長崎、佐世保、江迎、諫早、島原、対馬、福江） 公共職業補導所（長

崎、佐世保、諫早、三川内） 長崎女子公共職業補導所 公共職業安定所（長崎、佐

世保、諫早、島原、大村、江迎、福江、対馬、瀬戸出張所、壱岐出張所）

6.30 三川内公共職業補導所を廃止
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Ⅹ 参 考 資 料
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１．長崎県主要労働経済指標

所定外労働
時 間 指 数

名目 実質 (平成27年=100) 新規 有効
27年 100.0 100.0 100.0 100.0 1.46 1.01 40
28年 100.0 101.0 100.8 95.2 1.60 1.14 39
29年 99.2 101.5 100.8 97.5 1.68 1.20 31
30年 96.6 99.6 97.6 87.1 1.75 1.25 47
元年 97.2 101.2 98.7 84.2 1.65 1.18 38
２年 90.9 103.6 100.8 83.1 1.53 0.95 41

注） １．各指数は30人以上規模事業所

２．求人倍率は各年度平均

３．企業倒産件数は負債総額１千万円以上、東京商工リサーチ長崎支店調

企業倒産
（件数）

常用雇用指
数

（平成27年=100)

賃金指数
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（倍）
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２．職業紹介状況

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度

新 規 求 職 者 数 （人） 85,902 80,648 76,999 74,925 71,255 70,311 62,890
月間有効求職者数 （人） 330,325 307,576 290,074 286,250 275,373 275,331 275,799
紹 介 件 数 （件） 127,920 111,430 100,147 94,661 83,365 77,710 66,672
就 職 件 数 （件） 33,013 32,123 30,830 29,920 28,237 26,648 22,716
新 規 求 人 数 （人） 110,788 117,766 123,136 126,066 124,994 116,028 95,910
月間有効求人数 （人） 286,161 310,254 331,627 343,408 343,190 325,314 263,250
充 足 数 （人） 31,376 30,540 29,127 28,460 26,937 25,217 22,028
新 規 求 人 倍 率 （倍） 1.29 1.46 1.60 1.68 1.75 1.65 1.53
有 効 求 人 倍 率 （倍） 0.87 1.01 1.14 1.20 1.25 1.18 0.95
紹 介 率 （％） 148.9 138.2 130.1 126.3 117.0 110.5 106.0
就 職 率 （％） 38.4 39.8 40.0 39.9 39.6 37.9 36.1
充 足 率 （％） 28.3 25.9 23.7 22.6 21.6 21.7 23.0

注）　学卒を除き、パートを含む
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３．新規学校卒業者の求人・就職状況

県内就職 　
計 県内 県外 計 県内 県外 内定率（％）

H30年3月 1 1 0 6 1 5 0.17 100.0
H31年3月 5 5 0 2 0 2 2.50 0.0

R2年3月 0 0 0 3 0 3 - 0.0
R3年3月 0 0 0 7 0 7 - 0.0

H30年3月 － 4,920 － 3,342 1,795 1,547 2.67 97.4
H31年3月 － 5,067 － 3,140 1,603 1,537 3.10 98.0

R2年3月 － 5,106 － 3,045 1,614 1,431 3.16 99.1
R3年3月 － 4,072 － 2,779 1,622 1,157 2.51 97.5

H30年3月 － － － 354 289 65 － 98.3
H31年3月 － － － 355 300 55 － 98.0

R2年3月 － － － 316 259 57 － 95.2
R3年3月 － － － 308 247 61 － 95.4

H30年3月 － － － 2,699 1,051 1,648 － 96.1
H31年3月 － － － 2,660 977 1,683 － 96.9

R2年3月 － － － 2,713 917 1,796 － 94.0
R3年3月 － － － 2,676 987 1,689 － 94.0

H30年3月 － － － 132 9 123 － 90.0
H31年3月 － － － 129 8 121 － 100.0

R2年3月 － － － 116 6 110 － 100.0
R3年3月 － － － 113 14 99 － 100.0

※　各3月31日現在の数値。

　

資料出所：長崎労働局
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４．障害者の職業紹介状況

有効求職者 就業中 保留中
22 1,797 (962) 824 (434) 8,797 (5,132) 1,983 4,510 2,304
23 2,109 (1012) 850 (412) 9,121 (5,063) 1,902 4,670 2,549
24 2,233 (1026) 875 (384) 9,761 (5,242) 2,157 4,974 2,630
25 2,284 (971) 1,047 (430) 10,086 (5,184) 2,099 5,392 2,595
26 2,391 (924) 1,100 (421) 10,465 (5,152) 2,053 5,657 2,755
27 2,524 (901) 1,155 (397) 10,504 (4,937) 2,261 6,112 2,131
28 2,861 (992) 1,215 (428) 11,444 (5,162) 2,073 6,625 2,746
29 2,959 (886) 1,423 (417) 11,951 (5,072) 2,210 7,043 2,698
30 3,111 (1055) 1,498 (476) 12,663 (5,233) 2,292 7,593 2,778
元 3,310 (956) 1,519 (444) 13,368 (5,312) 2,450 8,137 2,781
2 3,309 (953) 1,272 (354) 14,028 (5,426) 2,598 8,497 2,933

注） （　　）内は身体障害者で内数

令和3年3月末現在登録者の状況
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3月末現在登録者数
計

職業紹介状況
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５．公共職業訓練等実施計画

〈「公共職業訓練等実施計画」（総括表）〉

形
態

事　業　名

52

1,766

1,766

Ｒ３年度
定員

(当初)

170

240

10

106

526536

16

2,325

10

7

16

33

559

1,654

6090

52

1,654

1,654

Ｒ２年度
定員

(当初)

170

240

10

116

10

33

569

1,527

75

1,328

2,223

特 別 委 託 （発達障害者） 7 7

2,044

Ｒ元年度
定員

(当初)

240

170

121

10

10

16

574

541

離職者等再就職訓練事業

1,470

33

1,470

52

離職者等再就職訓練事業
　　　　　　（実習併用型）

計

短 期 課 程 （若年求職者等）

小　　計

計

障害者の態様に応じた多様な
委託訓練事業

特 別 委 託 （身体障害者）

総　　　　計

緊急離職者能力開
発事業

短 期 課 程 （在職者）

特 別 委 託 （知的障害者）

小　　計

普

通

職

業

訓

練

短

期

訓

練

緊急離職者能力開発事業小計

普 通 課 程 （高卒１年）

普 通 課 程 （高卒２年）

職業訓練
の 種 類

訓 練 課 程

公
　
　
共
　
　
職
　
　
業
　
　
訓
　
　
練

一般対策事業

普

通

職

業

訓

練

施
設
内
訓
練

施
設
外
訓
練
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６．特別職業訓練事業

定員 入校 修了 定員 入校月 期間 委 託 先

ポステック科 7 6 6 7 4 12箇月

麺製造科 10 9 8 10 4 12箇月

ＯＡビジネス科 16 15 14 16 4･10 6箇月 （有）ピーシーラーニングシステムズ

33 30 28 33

７．緊急離職者能力開発事業

＜離職者等再就職訓練事業＞

定員 入校 修了 定員 入校月 期間 委 託 先

知識等習得コース 1,164 861 699 1,214 5～3
3箇月
6箇月

民間教育訓練機関等

長期高度人材育成
コース

25 33 12 29 4 24箇月 専修学校等

建設人材育成コー
ス

0 0 0 0 3箇月 民間教育訓練機関等

実習併用型 30 20 13 30 5～3 4箇月 民間教育訓練機関等

知識等習得コース 375 297 201 435 5～3
3箇月
6箇月

民間教育訓練機関等

長期高度人材育成
コース

15 9 5 5 4 24箇月 専修学校等

建設人材育成コー
ス

0 0 0 0 3箇月 民間教育訓練機関等

実習併用型 45 48 35 30 5～3 4箇月 民間教育訓練機関等

1,654 1,268 965 1,743

（注１）令和元年度修了者965人のうち266人は、平成30年度から令和元年度への繰越者。

（注２）令和元年度入校者1,487人のうち334人は、年度またぎ訓練のため令和元年度に繰越し。

＜障害者の多様なニーズに対応した委託訓練＞

定員 入校 修了 定員 入校月 期間 委 託 先

知識・技能習得訓
練コース

18 4 4 12 5～8 3箇月 民間教育訓練機関等

実践能力習得訓練
コース

4 4 3 8 7～11 3箇月 民間教育訓練機関等

eラーニングコー
ス

民間教育訓練機関等

知識・技能習得訓
練コース

17 17 17 15 7～1 3箇月 民間教育訓練機関等

実践能力習得訓練
コース

8 1 1 10 6～10 3箇月 民間教育訓練機関等

eラーニングコー
ス

5 2 2 5 9 3箇月 民間教育訓練機関等

52 28 27 50

長崎高等技術
専門校

訓練科目委託元施設

訓練科目

合 計

令和３年度計画

合 計

令和２年度実績 令和３年度計画

佐世保高等技
術専門校

長崎高等技術
専門校

委託元施設
令和２年度実績

佐世保高等技
術専門校

令和２年度実績

令和３年度計画

長崎高等技術
専門校

合 計

（社福）南高愛隣会

訓練科目

委託元施設
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８．技能検定実施計画・実施状況

＜令和３年度技能検定実施日程＞

＜技能検定実施状況＞ （単位：人）

受検者 合格者 受検者 合格者 受検者 合格者 受検者 合格者 受検者 合格者 受検者 合格者 受検者 合格者 受験者 合格者 受験者 合格者 受検者 合格者

26 81 0 0 419 181 34 21 438 235 535 474 0 0 250 247 1,676 1,158

27 88 5 0 380 175 18 5 380 229 489 423 0 0 342 324 3 3 1,617 1,159

28 90 7 1 367 171 33 19 401 222 568 479 0 0 283 265 12 11 1,671 1,168

29 79 6 2 371 180 23 6 427 233 691 490 0 0 349 323 143 41 2,010 1,275

30 79 5 1 407 186 31 16 445 252 687 480 315 285 261 53 2,151 1,273

元 76 10 4 349 149 21 10 398 233 723 558 436 365 334 66 5 0 2,276 1,385

2 76 14 4 126 67 0 0 188 128 575 401 350 312 240 35 48 2 1,541 949

※　平成29年11月の外国人技能実習法の施行に伴い、基礎１級と基礎２級は、「基礎級」に統合されている。

＜優れた技能者等知事表彰状況＞ （単位：人）

10

合　　計

4

随時２級随時３級

令和２年度

10

　令和３年　　３月　１日（月） 　令和３年　　９月　１日（水）

　令和３年　　９月　１日（水）写真のみ

　令和３年　　５月　３１日（月）

　令和３年　　４月１６日（金）まで

前　　　期　（注）

　令和３年　　７月１１日（日）★

　令和４年　　２月　６日（日）

　令和４年　　２月　２日（水）舞台機構調整のみ

後　　　期

　令和３年　１１月２６日（金）

　令和３年　１０月１５日（金）まで

　令和３年　１０月　４日（月）から　令和３年　　４月　５日（月）から

　令和４年　　１月３０日（日）

　令和４年　　１月２３日（日）

　令和４年　　２月１３日（日）まで

　令和３年　１０月　１日（金）

　令和３年　　８月２７日（金）★

　令和３年　１２月　３日（金）から

　令和３年　　８月２９日（日）

　令和３年　　８月２２日（日）

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

　令和４年　　３月１１日（金）

基礎２級
（基礎級）※

平成３０年度

基礎１級

令和元年度

　令和３年　　９月　５日（日）

　　　　　　　　　　期　別
　項　目

★３級職種のみ

３　　級

実　施　公　示

合　格　発　表

問題公表

受検申請の受付

実 技
試 験 実　　施

特　　級 １　　級 単一等級 ２　　級年

度

職

種

学　科　試　験

　令和３年　　９月１２日（日）まで

　令和３年　　６月　７日（月）から

優良認定職業訓練事業所又は団体

21 3 3 1

26 9 6 2 3優 れ た 技 能 者

優良技能振興事業所又は団体

優良技能検定事業所又は団体

技 能 検 定 功 労 者

項 目

10 9 5 4

1認 定 職 業 訓 練 功 労 者

計

技 能 振 興 功 労 者

7 6

5

1
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